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第４章 被告らの緊急事態応急対策上の責任（その１）・・３月１１日の緊急

事態宣言発出後から原告が川俣町に避難する同月１２日夕刻までの間（以下「第

１期」という。）について 

 

第１ １～４号機についての電源喪失による危機的状況の発生及び推移と避難

指示等の状況について 

１ 電源喪失による危機的状況の発生及び推移（甲ハ３８・政府事故調技

術解説３０頁，３７～５１頁） 

（１）電源喪失の発生状況について  

福島第一原発では、平成２３年３月１１日１４時４６分頃、震

度６強の地震が発生し、その約５１分後の１５時２７分頃に津波

第一波、１５時３５分頃に津波第二波が到来後、次のとおり電源

喪失が起こった。なお、当日の福島第一原発では、１～３号機は

通常運転中、４～６号機は定期点検中であった。  

ア 交流電源は、６号機以外は全て喪失・・全交流電源喪失（ＳＢ

Ｏ）  

交流電源については、まず地震の影響で送電鉄塔が倒壊し、遮断器

が落下するなどにより外部電源が喪失し、内部の非常用ディーゼル発

電機（Ｄ／Ｇ）が自動的に起動したが、これも津波の影響で６号

機以外は全て機能を喪失して、全交流電源喪失状態に陥った。  

Ｄ／Ｇには海水ポンプによる水冷式と海水ポンプによらない空

冷式とが混在していたところから、来襲した津波により、２、４、

６号機の空冷式は機能を維持したが、その他の水冷式は全て機能

を喪失した。しかし、機能を維持した２、４、６号機の空冷式も、

６号機以外は配電盤が被水により機能を喪失したため、結局機能

を喪失することとなった。  
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イ 直流電源は、３号機以外は喪失  

直流電源は、高圧配電盤（Ｍ／Ｃ）からの交流電力を低圧配電

盤（Ｐ /Ｃ）で４８０Ｖに電圧を落とした上で直流電力に変換し、

バッテリーを充電したり制御・計測用及び直流電動弁などの電源

として使用したりしていたが、その直流電源設備は、３号機のみ

機能を維持し、その他は被水により機能を喪失した。  

ウ 事前対策の不備 

被告らは、本件事故前においては、推進本部予測を意図的に「想

定外」としつつ、安全委の審査指針につき３０分を超えるＳＢＯ

対策は不要との解釈をとっていたことは、既に原告第１２準備書

面の第３章において詳述してあるとおりであるが、実際にも被告

東電は、福島第一原発において、非常時に計測機器等の電源復旧

に用いるために必要なバッテリー（直流電源）や小型発電機（交

流電源）を備えていなかった（原告第１４準備書面第５章（５３

～５５頁）及び甲イ２・政府事故調中間報告書９２頁参照）。  

（２）非常時における原子炉冷却機能の基本的な仕組みと電源喪失後の危

機的状況の推移について  

ア  非常時における原子炉冷却機能の基本的な仕組みは、別記「非常

時における原子炉冷却機能の基本的な仕組み」記載のとおりであり、

その仕組みの概要を、１～４号機について、中央制御室からの各号

機の操作装置、高圧注水による冷却装置及び減圧した上での低圧注

水による冷却装置に分けて見ると次のとおりであった。  

（ア）中央制御室からの各号機の操作装置・・操作には直流電源が必要で

あった。 

（イ）高圧注水による冷却装置・・１号機にはＩＣ（非常用復水器）とＨ

ＰＣＩ（高圧注水系）、２～４号機にはＲＣＩＣ（原子炉隔離時冷却
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系）とＨＰＣＩが備えられていたが、直流電源は全てについて必要で

あり、交流電源はＩＣの開弁用に必要であった。  

（ウ）減圧した上での低圧注水による冷却装置・・直流電源が必要であり、

かつ、交流電源及びエア等が、格納容器のベント弁及び圧力容器のＳ

Ｒ弁（逃し安全弁）を開弁して減圧するために必要であった。 

イ  電源喪失後の危機的状況の推移の概要を各号機について見ると、

次のとおりである。  

（ア）１号機及び２号機・・次の第１，２において詳述するとおり、危機

的状況が具体化して１２日未明には、１～２号機について原子炉の爆

発を回避するためにベント実施が決定され、その後、実際にも１号機

についてベ ン ト が 実 施 さ れ る に 至 っ た 。  

（イ）３号機・・直流電源が機能喪失を免れたために、高圧注水系（ＲＣ

ＩＣ及びＨＰＣＩ）による注水を３月１３日２時４２分まで継続する

ことができた。 

（ウ）４号機・・２０１０年１１月３０日（事故の３.５月前）から定期

点検中で全燃料が使用済み燃料プール（ＳＦＰ）に移されていたが、

事故直後はこのＳＦＰが最も危険視され、３月１６日までその水位を

確認できない状態が続いた。 

（エ）５～６号機 

ａ）全体 

幸運にも６号機の空冷式の非常用ＤＧと高圧配電盤（Ｍ／Ｃ）が

機能を維持でき、さらに５号機へも融通できたので、全電源喪失に

至らずに済んだ。 

ｂ）５号機 

①定期点検中で、停止後２か月以上経過していて残留熱レベルが

低かったためにＲＣＩＣ不要で時間的余裕があった 
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②そこで、圧力容器を減圧後、１４日から低圧注水（ＭＵＷＣ）、

１９日から仮設ＲＨＲ（残留熱除去系）で冷却することができた。 

ｃ）６号機 

①定期点検中で、停止後７か月も経過していたために、５号機よ

りさらに時間的余裕があった。 

②そこで、圧力容器ははじめから減圧された状態で、５号機同様

の対策を実施することができた。 

２ １号機及び２号機のベント実施決定に向けての危機的状況 

１号機及び２号機のベント実施決定に向けての危機的状況は、政

府事故調中間報告書Ⅳ３（４）の「 b  吉田所長の原子炉格納容器ベ

ント準備指示」（１４１～１４４頁）に詳細に記述されているとお

りであり、その要旨は次のとおりである。  

（１）当初は、１号機及び２号機についてベント実施を決定していた。  

ア  １号機の推移について  

①１号機については、１１日２１時５１分頃以降、線量の上昇

が顕著になり、また、２３時 ５ ０ 分 頃 に は 、 所 内 の 協 力 企 業 か

ら 調 達 し た 小 型 発 電 機 を 中 央 制 御 室 に 持 ち 込 み Ｄ / Ｗ （ 格 納

容 器 中 の 圧 力 容 器 を 格 納 す る 部 分 ） 圧 力 を 測 定 す る こ と が で

き た 結 果 、 Ｄ ／ Ｗ の 圧 力 が 設 計 圧 力 限 度 ０ . ４ ３ Ｍ Ｐ ａ に 対

し ０ .６０ＭＰａと極めて高いことが判明し、福島第一原発の吉田

所長は、ようやくＩＣが正常に作動しておらず、１号機の原子炉

内が高温、高 圧 と な り 、 圧 力 容 器 内 で 大 量 に 発 生 し た 水 蒸 気

が 格 納 容 器 内 に 抜 け て Ｄ /Ｗ圧力が異常上昇したのだと考える

に至った。  

②１２日０時０６分頃、吉田所長は、既に事態が悪化して１号

機のＤ／Ｗ圧力が０ .６０ＭＰａを超えている可能性があると考
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え、躊躇することなく、１号機の格納容器ベントの準備を進める

よう指示した。  

③また、この頃、吉田所長は、相当量の水蒸気が圧力容器内で

発生し格納容器に抜けた以上、原子炉水位が相当低下し、炉心の

損傷が相当進んでいるはずだと考えた。  

イ  ２号機の推移について  

①２号機については、１１日２２時頃、水位がＴＡＦ（原子炉

内燃料最上部）＋３、４００ｍｍであることが判明し、また、２

３時２５分頃、所内の協力企業から調達した小型発電機を中央制

御室に持ち込みＤ /Ｗ圧力を測定することができた結果、Ｄ／Ｗ圧

力は０ .１４ＭＰａを示した。  

②しかし、当時はま だ Ｒ Ｃ Ｉ Ｃ の 作 動 を 確 認 で き て お ら ず 、

近 い う ち に １ 号 機 と 同 様 の 状 態 に な る こ と が 予 測 さ れ た た め 、

吉 田 所 長 は 、 １ 号 機 と 併 せ て 、 格 納 容 器 ベ ン ト を 実 施 す る 準

備 を 進 め る よ う 指 示 し た 。  

ウ  国及び東電の関係者全員のベント了解について  

①被告東電の本店対策本部は、上記１号機及び２号機の状況に

ついては、テレビ会議システムを通じて、発電所対策本部が把握

するのとほぼ同時に把握しており、速やかに格納容器ベント実施

に向けた準備をすべきことに異論はなかった。  

②吉田所長は、１２日０時５５分頃、官公庁等に 対 し 、原 災 法

１ ５ 条 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 特 定 事 象 で あ る 「 原 子 炉 格 納 容 器

圧 力 異 常 上 昇 」 が 発 生 し た と 報 告 し た 。  

③被告東電の本店対策本部では、１時３０分頃、１号機及び２

号機の格納容器ベント実施について 、 清 水 社 長 の 了 解 を 得 た 。  

④また、 本店対策本部では、ベント実施の先例がこれまでにな
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く、地域住民への身体的影響や社会的反響も大きいと思料された

ことから、国の了解を得ようと考え、官邸に詰めている被告東電

の武黒フェローを通じて菅総理の了解を得、また、被告東電の小

森常務が経済産業省に赴き、海江田経済産業大臣及び保安院の了

解を得た。  

⑤当時、既に菅総理や海江田経産大臣も官邸５階の総理大臣執

務室において、武黒フェローや斑目委員長、平岡保安院次長らか

ら意見を聞き、格納容器の損壊を防ぐためには格納容器ベントを

実施する必要がある旨認識していた。  

⑥本店対策本部は、被告東電の発電所対策本部に対し、テレビ

会議システムを通じて、「あらゆる方策でＭＯ弁（電源により開

閉する弁）、ＡＯ弁（エアにより開閉する弁）を動かし、格納容

器ベントをしてほしい。３時に海江田経産大臣と東京電力がベン

トの実施を発表し、その後にベントする。」旨伝えた。  

（２）その後、２号機のＲＣＩＣが作動 し て い る こ と が 確 認 で き た

た め 、 １ 号 機 の ベ ン ト を 優 先 的 に 実 施 す る こ と と な っ た 。  

①２号機については、１２日１時から幾度もＲＣＩＣの作動状況 の

確 認 を 試 み 、 そ の 結 果 、 Ｒ Ｃ Ｉ Ｃ 吐 出 圧 力 が 原 子 炉 圧 力 を 上

回 る 数 値 を 示 し て い た こ と が 判 明 し た た め 、 当 直 は 、 Ｒ Ｃ Ｉ

Ｃ が 作 動 中 で あ る と 判 断 し 、 当 直 長 に 報 告 し た 。  

②そして、同日２時５５分頃、当直長は、発電所対策本部に対

し、ＲＣＩＣが作動中と考えられる旨報告し、この報告を受けた

吉田所長は、１号機の格納容器ベント実施に向けた対応を優先的

に実施し、２ 号 機 に つ い て は 引 き 続 き パ ラ メ ー タ 監 視 を 継 続

す る よ う 指 示 し た 。  

３ １～２号機のベント実施決定後における１号機のベント実施状況 
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１～２号機のベント実施決定後の１号機のベント実施状況は、政府事故

調中間報告書Ⅳ３（４）の「 c 吉田所長指示後の原子炉格納容器ベ

ント実施準備の状況」（１４４～１５０頁）及び同Ⅳ３の「（５）

１号機の原子炉格納容器ベント実施状況」（１５０～１５６頁）に

詳細に記述されているとおりであり、その要旨は次のとおりである。 

（１）難航を極めたベント実施に向けての準備作業 

ア ベント実施の準備作業（ベントの具体的手順の検討、策定）は、現場

における次のような過酷な作業環境の中で難航を極めていた。 

①全電源喪失で照明がなく暗闇の中での作業 

②原子炉から漏出する放射性物質による高濃度の放射線に曝されなが

らの作業・・３００ｍＳｖ／ｈの環境であれば、緊急時対応の線量限度

（１００ｍＳｖ）で約１７分間の作業時間まで可能。同日４時５０分頃、

免震重要棟に戻った作業員に放射線汚染が認められたため、現場作業に

行く者には、全面マスク及びチャコールフィルターを装着するとともに、

Ｂ装備、Ｃ装備又はカバーオールを着用するよう指示。 

③原子炉圧力容器の圧力が設計上の限界をどの程度超えているかを確

認しながらの作業 

④引き続きの余震に中断されながらの作業・・１２日零時以降同日４

時３０分頃までの間だけでも、福島第一原発では、震度１から震度３ま

での余震が合計２１回発生し、同日４時３０分頃、余震による津波の可

能性を考慮し、吉田所長は、各中央制御室に対し、現場操作の禁止を指

示した。 

⑤資器材の準備不足によりベント実施に必要な資器材を調達しつつの

作業 

イ 菅総理の福島第一原発視察時の８時頃に、吉田所長は、管総理に対し、

９時頃を目途にベント実施する旨回答した。 
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①以上のように作業が難航を極めていてベントが実施されない状況が

続く中で、東電本店、ＥＲＣ（経済産業省緊急時対応センター）及び官

邸にいた者は、現場のかかる難航状況を正確に把握できなかったために

いらだちを募らせ、その結果、菅総理が直接福島第一原発にヘリコプタ

ーで趣くこととして同日６時１４分頃官邸屋上を飛び立ち、７時１１分

頃に到着して免震重要棟で吉田所長と面会した。また、その間の６時５

０分頃、官邸にいた海江田経産大臣は、炉規法６４条３項の規定に基づ

き、手動によるベントの実施命令を出した。 

②上記面会には、オフサイトセンターから国現地対策本部長の池田経

済産業副大臣及び武藤東電副社長が同席し、管総理は、吉田所長から説

明を受けた上で、吉田所長に対し、ベントの実施作業を急いで進めるよ

うに言い、吉田所長から、「現在、原子炉格納容器ベントの実施に向け

て作業中であり、９時頃を目処に実施したい。」旨の答えを得て、８時

４分頃、福島第一原発を離れた。 

（２）難航を極めたベント実施の状況 

①吉田所長は、管総理と別れた８時３分頃、発電所対策本部のある緊

急時対策室に戻り、同日９時を目標として、ベントの実施に向けた作業

を実施するように指示した。 

②しかし、実施に向けての作業環境は上記のとおり過酷であり、当初

は、手動による格納容器ベント弁（ＭＯ弁）及びＳ/Ｃ（格納容器中の圧

力抑制室）ベント弁（ＡＯ弁）小弁の開操作を試みたが９時３０分頃に

は線量限度１００ｍＳｖを超える可能性が生じたために、断念するに至

った。 

③そこで、Ｓ/Ｃベント弁（ＡＯ弁）小弁及び大弁の開作業を仮設照明

用発小型電機及び過般式コンプレッサー等を調達して行うこととしてそ

の準備を始め、１４時頃に至ってようやく可搬式コンプレッサーを起動
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等させてＳ/Ｃベント弁（ＡＯ弁）大弁の開操作を実施することができた。

その結果、１４時５０分頃に、Ｄ/Ｗ圧力の低下と、１号機の排気等から

白い煙が出ていることが確認できたので、吉田所長は、１４時３０分頃

にベントによる放射性物質の放出がなされたと判断し、１５時１８分頃、

その旨官庁等に報告した。 

④しかし、１５時３６分頃、１号機原子炉建屋で爆発が生じ、発電所

対策本部が現場確認をしたところ、可搬式コンプレッサーの作動停止が

確認され、再起動を試みたが起動せず、その後放射線量が高かったため

に、その設置場所付近に立ち寄ることができず、同月２０日まで放置す

ることとなった。 

 ４ 被告東電からの官庁等に対する１０条通報、１５条通報及び被告国

による避難等指示の推移 

（１）被告東電からの官庁等に対する１０条、１５条通報  

ア  １０条通報（政府事故調中間報告書９１頁）  

３月１１日１５時４２分頃、原災法１０条１項に基づく特定事

象である「全交流電源喪失」が発生した旨通報した。  

イ  １５条通報（政府事故調中間報告書９６頁）  

（ア）同日１６時４５分頃、１～２号機について、原災法１５条１

項に基づく特定事象である「非常用炉 心 冷 却 装 置 注 水 不 能 」

が 発 生 し た 旨 通 報 し た 。  

（イ）１号機についての１５条通報の解除と再通報（政府事故調中

間報告書９６頁～９７頁）  

①原子炉水位を監視・計測するためのバッテリー調達・・同

日夕方頃には、協力企業から協力企業事務所にあった６Ｖバッ

テリー４個のほか、大型バスの１２Ｖバッテリー２個を取り外

して調達した。  
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②同日１６時４５分頃、当直から、原子炉水位計によると－

９０ cm と確認できた旨連絡あり、吉田所長は、原子炉水位が確

認できたとして、１６時５５分頃に官庁等に解除する旨を通報

した。  

③ そ の 後 、 再 び 原 子 炉 水 位 が 確 認 で き な く な り 、 １ ７ 時

１ ２ 分 頃 、 原 災 法 １ ５ 条 １ 項 に 基 づ く 特 定 事 象 と し て 「 非

常 用 炉 心 冷 却 装 置 注 水 不 能 」 が 発 生 し た 旨 通 報 し た 。  

（２）被告国による関係自治体に対する避難等指示の推移  

①菅内閣総理大臣（以下「菅総理」という。）は、３月１１日

１９時０３分、原子力緊急事態宣言を発出（公示）した。ただし、

その内容は、原子力緊急事態が発生した旨の公示にとどまり、１

５条２項各号掲記の事項（「緊急事態応急対策を実施すべき区域」

等）についての公示はなかった。  

②菅総理は、同日 ２ １ 時 ２ ３ 分 、福 島 第 一 原 発 か ら 半 径 ３ km

圏内の避難及び半径１０ km 圏内の屋内退避を指示した。  

③国対策本部長（菅総理）は、翌１２日５ 時 ４ ４ 分 、福 島 第 一

原 発 か ら 半 径 １ ０ km 圏内の避難を指示した。  

④国対策本部長は、同日１８時２５分、福島第一原発から半径

２０ km 圏内の避難を指示した。  

 

第２ 原告が双葉町災害対策本部長として被告らから受けた情報に基づき実施

した応急対策の実状及びその間における被ばくの状況について（原告及び

佐藤聡共著『なぜわたしは町民を埼玉に避難させたのか－証言者井戸

川克隆』（甲ニ１、以下「井戸川証言」という。）  

１ 原告が双葉町長として被告らから受けた情報とその問題点 

（１）原告の情報待機状 況  
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ア  原告は、双葉町長として、国の緊急事態宣言発出当時には、既

に、町災害対策本部を設置して、応急対策の実施態勢に入ってい

た。  

イ  そして、原告は、被告国及び被告東電から住 民 避 難 に 必 要 な

原 子 炉 の 危 機 的 状 況 等 に 関 す る 情 報 が 届 か な い 限 り 、実 効 性

の あ る 応 急 対 策 を 実 施 し 得 な い 状 況 に あ っ た の で 、情 報 を 待

っ て い た 。原 告 は 、双 葉 町 長 と し て 、１ １ 日 １ ９ 時 ３ ０ 分 頃

か ら 翌 １ ２ 日 ０ 時 ３ ０ 分 頃 ま で の 間 、町 民 の 避 難 状 況 確 認 の

た め 避 難 先 回 り を し て い た が 、避 難 住 民 か ら 原 発 に 関 し て 尋

ね ら れ て も 返 す 言 葉 が な く 、 情 報 が な い ま ま 住 民 と 接

す る と い う 大 変 つ ら い 状 況 に 置 か れ て い た 。  

ウ  特に、事前の計画では、緊急事態宣言発出後、直ちにオフサイ

トセンターにおいて、国現地災害対策本部によって合同対策協議

会が開催され、そこに双葉町も参加して、国、東電等と情報を共

有しつつ、避難区域の決定等実施すべき応急対策事項について協

議、決定する段取りとなっていたので、その開催の連絡を待って

いた。しかし、その連絡は一向に来ず、双葉町の担当課長である

武内住民生活課長が、 ３月１１日及び翌日、住民生活課からオフ

サイトセンターに電話連絡 を 数 回 し た が 、繋 が ら な い 状 況（ 平

成 ２ ６ 年 ９ 月 １ ６ 日 付 け 武内課長作成の原告宛報告書、甲 ハ ６

０ ）で 、結 局 、合 同 対 策 協 議 会 は 開 催 さ れ な い ま ま に 推 移 し

て い た （ 後 出 の 第 ４ ， １ （ ５ ） 参 照 ） 。  

エ なお、双葉町の庁舎におけるＦＡＸ等の設置状況は次のとおりであっ

た。 

（ア）ＦＡＸ 

①住民生活課に１台・・福島県が設けたもので、災害時に使われ、
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国から来ることもあった。 

②企画課に１台・・被告東電が設けた専用回線で、今回のような緊

急時に使われるものであった。 

（イ）テレビ 

①１階・・ホール及び宿直室に各１台 

②２階・・町長室に１台 

③３階・・建設課に１台 

④４階・・議会控室に１台 

（ウ）テレビ会議用のテレビ 

テレビ会議用のテレビのシステムは母局がオフサイトセンターに

設置され、その支局としてのテレビが双葉町庁舎３階の正庁に設置さ

れていて、オフサイトセンターとの間でテレビ会議ができるようにな

っており、防災訓練でも使われていた。しかし、オフサイトセンター

が母局であるために、オフサイトセンターがこのテレビ会議システム

を立ち上げないことには、双葉町において使用することはできないも

のであり、現に、本件事故では使われることはなかった。 

（２）原告が川俣町に避難するまでの間に知り得た主な情報  

ア  知り得た情報  

原告が川俣町に避難するまでの間に、知り得た主な情報は、次

のとおりであった。  

①被告東電（福島第一原発）による１０条通報及び１５条通報  

②被告国（菅総理）による原子力緊急事態宣言の発出（３月１  

１日１９時０３分）  

③福島県による２キロ圏内の避難指示（ ３ 月 １ １ 日 午 後 ２ ０  

時 ５ ０ 分 ）  

④被告国（菅総理）による３キロ圏内の避難指示と１０キロ圏  
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内の屋内退避指示（３月１１日午後２１時２３分）  

⑤被告国（国対策本部）による１０キロ圏内の避難指示（３月

１２日午前５時４４分）  

⑥福島県からの川俣町へ避難するようにとの助言（上記⑤の直  

後）  

 イ  知り得た経緯  

     上記①～⑤の情報については、本来であれば被告国から文書

で双葉町役場に伝達されるべき情報であるが、原告は、当時、

当該文書を決裁しておらず、本訴訟提起後に双葉町役場に確認

するも当該文書は発見されていない。当時の担当職員の記憶で

は、テレビ報道で知ったということであり、原告も、③④の情

報は、後述するとおり、住民の地震、津波による避難先を巡回

中に、住民から聞いて知ったにすぎず、⑤の情報も、住民生活

課長が１階にあるテレビで見て町長室に駆け込んできて、町長

である原告に報告してくれたので知ることができたのである。  

 （３）被告東電から伝達されながら認識し得なかった情報とその問題点等 

      ア 伝達されていた情報 

     上記受領情報の他に、３月１２日には、福島第一原発から双葉町役

場宛に伝達された原子炉に関する情報記載の文書が存在していた

ことが、原告の本裁判開始後における双葉町に対する確認に よ っ

て 判 明 している（甲ハ６１・原告作成の「備忘録 『双葉町役場が

受信していた東電からの通報文書について』」）。これを３月１２日午

前５時４４分の被告国からの１０キロ圏内の避難指示発出の前後で分け

て見ると、例えば次の①～⑨のようなものがあり、いずれの文書も役場

企画課設置の東電専用ＦＡＸにより受信されたものであった。なお、下

記①～⑨の受信時刻は各文書に機械的に印字された受信時刻、（）内は
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各文書の上部右側の四角欄に手書きされた数字である。 

    （ア）避難指示の発出前 

          ①１時０３分受信（１１）・・１号機のＤ/Ｗ圧力が６００ＫＰａで

設計上の使用圧力を超えている可能性があるため詳細を確認中であ

る旨記していた。 

          ②２時５４分受信（１２）・・１号機の２時３０分時点でのＤ/Ｗ圧

力が８４０ＫＰａであるが、原子炉水位はＴＡＦを上回っている旨記

していた。 

          ③３時４７分受信（１３）・・１号機につきＤ/Ｗ圧力０.８４ＨＰ

ａ等と記し、２号機につき、「ＲＣＩＣポンプが運転していることを

確認」等とした上で、「２号機でＤ/Ｗベントした場合の線量評価は

別添のとおり」と記して、線量評価を図解した資料等を添付していた。 

          ④４時２６分受信（１４）・・「１号機でＤ/Ｗベントした場合の被

ばく評価結果は別添のとおり」と記して、線量評価を図解した資料等

を添付していた。               

          ⑤５時０６分受信（１５）・・「発電所構内における放射線量が上

昇したことを確認」として、正門モニタリングポスト等における線量

数値を記していた。 

   （イ）避難指示の発出後 

         ⑥０８時３７分受信（１９）・・「１号機Ｄ／Ｗベント操作に向けた

準備を行っておりますが、９時００分頃より、Ｄ／Ｗベント操作を実施

する予定です。」等と記していた。 

         ⑦１０時１１分受信（２０）・・「１号機Ｄ／Ｗベント操作開始前の

被ばく評価について（詳細は別紙参照）」と記して、当該別紙を添付し

ていた。 

          ⑧１５時３９分受信（２４）・・「１号機Ｄ／Ｗベントするため、
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空気作動弁を作動させるため、１４時００分頃に仮設の空気圧縮機を設

置したところ、Ｄ／Ｗ圧力が低下していることを１４時３０分に確認

し、『放射性物質の放出』と判断した。」等と記していた。 

          ⑨１６時３４分受信（２５）・・「１５時３６分頃に比較的強い『ゆ

れ』を感じるとともに、１５時４０分頃に１号機付近で発煙が上がっ

ていることを確認した。詳細については確認中であるが、ＭＰー４に

て５００µＳｖ/ｈを超える線量を計測したことから、『敷地境界放射

線量異常上昇』に該当すると判断した。」等と記していた。 

      イ 上記情報の問題点及び認識し得なかった理由 

      （ア）上記ア（ア）の情報について  

         ａ）情報内容の問題点・・「ベント実施」の情報なし 

             上記①～⑤の情報内容をみると、基本的に数字の羅列であり、原

子炉に関する専門的知識がないと原子炉の当時の危機的状況の具

体的なことは理解し得ない内容のものであった。また、③④には、

２号機及び１号機について「Ｄ／Ｗベントした場合」としてその線

量評価の資料が添付されているが、当該資料は高度の専門的知識が

ないと理解できないものである上に、どこにも「ベントを実施する」

とは記されておらず、単に仮定の事柄として記されていたに過ぎな

い。被告東電は当時既に被告国の了解も得て「ベント実施」を決定

しその準備作業を開始していたのに、そのことがこれら情報には何

ら記されていないことは明らかである。意図的にかかる情報を地元

自治体に隠ぺいしていたと解する以外にない。 

         ｂ）役場職員の原子炉に関する情報への対応体制・・原子炉の危機的

状況については役場への直接の的確な説明が不可欠 

            ①双葉町等地元自治体の原子力災害への対応体制としては、数名の

担当職員は配置されていたが、原子炉や放射線等に関する専門的知
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識を有する職員については、被告国からの予算上の手当が全くなか

ったために配置がなされていないという重大な問題があった。また、

そのために、被告国及び被告東電の責務を強化すべく、原災法が制

定されていた。 

            ②そもそも、本件事故前までにおいては、被告国からも被告東電

からも、原発は如何なる事態が発生しても「停める、冷やす、閉じ

込める」機能によって「絶対に安全」に維持されているとして、発

電所構外に放射性物質が実際に放出される事態の発生は「想定外」

とされていて、現に、幾度も被告国や福島県の原子力防災訓練もそ

の想定の範囲内で行われていたに過ぎなかった。したがって、双葉

町職員の教育訓練もその想定の限度にとどまるものであった。 

            ③上記①②の実状からすれば、原子炉の危機的状況への対応とし

てのベントの実施については、被告東電のみならず被告国にも、双

葉町に対し、単に情報をＦＡＸ送信するだけではなく、直接、その

具体的な内容を的確に説明し、了解してもらうべきだったことは当

然である。担当職員が、被告らからの 直 接 の 説 明 が な い 中 で 、

上記情報を町対策本部長である原告に報告する必要性を理解し得な

かったとしても、誠にやむを得ないことであって、責められるべき

は被告国及び被告東電であることは明らかである。 

   （イ）上記ア（イ）の情報について 

     ａ）役場のＦＡＸ処理機能の崩壊・・役場へのＦＡＸ送信は無意味 

       １２日午前５時４４分の被告国からの１０キロ圏内の避難指示以

降は、双葉町役場は、住民を緊急避難させるための非常態勢に切り

替わり、全職員がその態勢に専従し忙殺されることとなったために、

単にＦＡＸ送信を受けてもこれを受信し町長に報告する担当者

は不在となっていて、双葉町役場としては知り得ない状況にな
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っていた。また、双葉町役場がかかる状況となることは、被告

らにおいても容易に知り得るこ と で あ っ た こ と は 言 う ま

で も な い 。  

    ｂ ） 「 ベ ン ト 実 施 」 は 、 役 場 へ の 直 接 の 的 確 な 説 明 が

不 可 欠 な 重 大 情 報  

      ま た 、上 記 ⑥ ～ ⑨ の 情 報 の 内 容 を み る と 、⑥ ～ ⑧ に

お い て は じ め て １号機のＤ／Ｗベント実施が記されるに至り、

特に⑥では１号機のＤ／Ｗベント操作に向けた準備を行っており９

時頃よりＤ/Ｗベントを実施する予定であることを記していた、した

がって、仮に原告がこれら情報を当時知り得ていれば、原告の

当時におけるベントについての知見（甲ハ６２・原告の陳述書

「【ベント実施は地元の了解が先】の陳述」）からして到底放

置、容認しえないことであった。ベントによる放射性物質の人

為的な放出などということは、避難できない住民を人為的に被

ばくさせてしまうことであり、かつ、それが原子炉の爆発を防

ぐための最後の手段ということであるとしても、それだけ原子

炉の危機的状況が進んでいることでもあり、被告東電が、その

影響を受ける地元自治体に対し、単にＦＡＸ送信するだけで何

らの説明も了解も得ることなく実施するなどということは無

謀な殺人行為にも等しく、地元自治体に対する重大な違法かつ

背信的な行為であると言わざるを得ないからである。現に、被

告東電は、ベント実施について、被告国に対し、必要な情報を

伝達して説明した上で了解を得ていたのであって、直接の被ば

く被害を被る地元自治体に対しては、被告国に対する以上に、

必要な情報を伝達し、的確に説明した上でその了解を得る義務

があったことは、自明の理である。  
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ウ 被告東電の情報伝達義務  

（ア）福島第一原発の事業者業務計画である「福島第一原子力発電

所原子力事業者防災業務計画」（甲ハ６３・以下「東電防災業

務計画」という。）の第３章第１節は、「１  通報の実施」に

おいて、１０条通報及び１５条通報について、双葉町長等の通

報先に「ファクシミリ装置を用いて、１５分以内を目途として

一斉に送信する。」 と し 、 さ ら に 、 防 災 基 本 計 画 第 ２ 章 第

１ 節「 １  特 定 事 象 発 生 情 報 の 連 絡 」中 の「 主 要 な 機 関 等

に 対 し て は そ の 着 信 を 確 認 す る 。」と の 規 定 を 受 け て 、双

葉 町 長 等 の 通 報 先 に 対 し て は「 そ の 着 信 を 確 認 す る 。」と

定 め て い た 。  

（イ）また、東電防災業務計画の第３章第１節は「２  緊急時態勢

発令時の対応」において、緊急時態勢を発令すること及びその

場合における対応を定めた上で、「３  情報の収集と提供」に

おいて、下記①～⑧の事項についての情報を定期的に収集し、

その内容を様式８－１に記載し、事象発生場所を 管 轄 す る 市 町

村 長 等 関 係 機 関 に フ ァ ク シ ミ リ に て 送 信 す る と 定 め て い

た 。 し た が っ て 、 地 元 自 治 体 に と っ て 、 被 告 ら が 原 子 炉 の

危 機 的 状 況 へ の 対 応 と し て ベ ン ト 実 施 を 決 定 し た な ど と

い う こ と は 人 命 に 係 わ る 重 大 情 報 で あ り 、 被 告 東 電 に は 、

地 元 住 民 に 避 難 指 示 を 発 す る 責 務 を 所 管 す る 双 葉 町 災 害

対 策 本 部 長 に 対 し て は 、 か か る 重 大 情 報 を 確 実 に 伝 達 し 、

的 確 に 説 明 し て 了 解 を 得 る 必 要 が あ っ た こ と は 当 然 で

あ り 、 ま た そ れ は 可 能 で あ っ た 。  

①事故の発生時刻及び場所 

②事故原因、状況及び事故の拡大防止措置 
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③被ばく及び障害等人身災害にかかわる状況 

④発電所敷地周辺における放射線並びに放射能の測定結果 

⑤放出放射性物質の量、種類、放出場所及び放出状況の推移等の状

況 

⑥気象状況 

⑦収束の見通し 

⑧その他必要と認める事項 

エ  被告らは、双葉町に対し、直接に情報を伝達し得る態勢をとっ

ていたの に 利 用 し な か っ た  

（ア）双葉町役場における体制  

①役場には、１１日の夕刻には、被告東電の広報部の若い社

員２名及び双葉警察署の警察官１～２名が役場庁舎内に詰めて

いたし、自衛隊も役場の西側駐車場に数十人が来て待機し て い

た 。 し た が っ て 、 被 告 国 も 被 告 東 電 も 、 双 葉 町 に 情 報 を 伝

達 し よ う と す れ ば 容 易 に 可 能 な 状 況 に あ っ た し 、双 葉 町 の

役 場 や 住 民 等 の 避 難 状 況 も 確 認 す る こ と が で き る 状 況 に

あ っ た 。  

②しかし、双葉町役場には、これら東電社員等からは、上記

通報情報を含めて、避難に必要な情報は何ら伝えられなかった。 

（イ）  国現地対策本部の体制  

①そもそも国現地対策本部の事務局には、既述のとおり、原子力防

災専門官、原子力保安検査官等多数の職員が配置されていて、市町村

との連絡調整等の重要な責務を負わされていた（原告第１５準備書面

（その１）第２章第２，２（３）イ＜２４頁＞、防災基本計画第２章

第２節２（１）の「一 原子力専門官の対応」、原子力災害対策マニ

ュアル（甲ハ６４）の「機能グループ 総括班」＜３１頁＞参照）。 
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②したがって、被告国が、これら職員を双葉町役場に派遣して情報

を伝達し、的確に説明して了解を得ることは極めて容易なことであっ

たが、上記職員の誰も双葉町役場には来なかった。 

 （４）被告らのテレビ等による広報の問題点  

ア  国会事故調報告書（３４３頁）は、枝野官房長官の１１日夜

及び１２日午前のテレビによる記者会見の内容及び問 題 点 に

つ い て 次 の よ う に 記 述 し て い る 。  

（ア）広報内容  

①枝野官房長官は、福島第一原発から３ｋｍ圏内の避難及び

３～１０ｋｍ圏内の屋内退避の指示に関して、緊急事態宣言が

出されたことを踏まえて、3月１１日夜の記者会見で、同時点に

おける状況と避難の理由を 以 下 の と お り 説 明 し た 。  

「これは念のための指示でございます、避難指示でございま

す。放射能は現在炉の外には漏れておりません。今の時点では

環境に危険は発生しておりません」  

②また、 10km 圈内避難指示（略）に際しては、枝野官房長官

は 12日午前の記者会見において､東電に対して福島第一原発の 1

号機及び 2号機のベント指示を行ったこと（略）について次のと

おり説明した。  

「この管理された状況での放出をということについては、１

０ｋｍ圏外に出ていただいているということは、まさに万全を

期すためでございます の で 、そ の 点 に ご 留 意 を い た だ き 、落

ち 着 い て 避 難 を し て い た だ け れ ば と い う ふ う に 思 っ て お

り ま す 。 」  

（イ）問題点  

いずれの記者会見においても、枝野官房長官は、官邸から住
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民への情報伝達として「念のため」や「万全を期すため」とい

う説明をしており、事故が実際 に ど の 程 度 進 展 し て い る の か 、

そ の 時 点 で 事 故 の 進 展 の 見 通 し が ど う な っ て い る の か 、と

い う 点 に つ い て は 触 れ て い な い 。少 な く と も 説 明 の 内 容 と

し て は 、 「 万 が 一 の 場 合 に お け る 念 の た め 」 や 「 万 全 を 期

す た め 」 と い う こ と を 強 調 す る の で は な く 、 住 民 の 不 安 な

気 持 ち に 配 慮 し た 上 で 、状 況 把 握 及 び 判 断 に 資 す る た め に ､

原 子 力 発 電 所 の 状 況 に つ い て 分 か っ て い る こ と と 分 か っ

て い な い こ と を 説 明 し た 上 で ､ 暫 定 的 で あ っ て も 将 来 の 予

測 と し て 原 子 炉 が ど の よ う に な る こ と が 予 測 さ れ る の か 、

何 日 間 程 度 の 避 難 な の か 、避 難 に 関 し て ど う い っ た 準 備 が

必 要 か 、 と い っ た 点 を 伝 え る こ と が 必 要 で あ っ た と

考 え ら れ る 。 先 に 引 用 し た と お り 、 住 民 の 声 に は

避 難 指 示 の 内 容 に 対 す る 不 満 が 強 く 、 本 事 故 に お

け る 初 期 の 避 難 指 示 に 関 し て 、 政 府 原 子 力 災 害 対

策 本 部 （ 略 ） が 避 難 に 役 立 つ 情 報 を 知 り た い と い

う 住 民 の ニ ー ズ に 応 え て い な い 実 態 が 見 え て く

る 。  

イ 双葉町災害対策本部長の観点からの上記広報の問題点 

（ア）上記広報は、一般の避難住民向けの広報であって、原災法上住民避

難に関する基本的な責務を負わされている地元自治体の首長向けの

広報でないことは言うまでもない。そもそも、被告国を含めた関係機

関の情報の公表及び広報活動は、防災基本計画上、「原子力合同対策

協議会の場を通じて十分に内容を確認した上で」行うものと定められ

ていた（第２章の「第７節 関係者等への的確な情報伝達活動」参照）

のであり、被告国といえども地元自治体の首長を無視して一方的に広
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報をすることは許容され得ないことであった。 

（イ）しかも、一般の避難対象住民向けの広報としても、国会事故調報告

書の指摘するとおりの問題があったのであり、特に10km 圈内避難指

示についての枝野官房長官の「この管理された状況での放出」

に過ぎない 旨 の 広 報 は 、 当 時 の １ 号 機 の 危 機 的 状 況 の 中 で

難 航 を 極 め る ベ ン ト 実 施 に 向 け て の 作 業 上 の 実 状 に 全 く

そ ぐ わ な い も の で あ っ た 。住 民 に 的 確 に 情 報 を 伝 え て 迅 速

な 避 難 を 促 す よ り も 、危 機 的 状 況 を 極 力 隠 し て 住 民 不 安 を

不 当 に 払 拭 す る こ と の 方 を 優 先 し て い た と 解 す る 以 外 に

な い 。  

（５）被告国の３月１２日午前５時４４分の１０キロ圏内避難指示の

問題点  

ア  避難指示の内容は、本来は合同対策協議会で協議し決定すべき

ものであるのに、上記の指示は被告国が一方的に決定したもので

あり、手続き的に違法（原災法２３条等違反）なものであった。

そもそも 、 当 初 の ３ ｋ ｍ 圏 内 避 難 指 示 に お け る 屋 内 退 避 指 示

は、津波や地震で自宅に入れず公共施設に退避しているという双

葉町住民の実状にそぐわないものであり、原告は、かかる実状を

踏まえない被告国の指示に強い疑問を抱いた。  

イ  しかも、避 難 区 域 を 当 初 の ３ キ ロ か ら １ ０ キ ロ に 拡 大 し た

理 由 が 、原 子 炉 の 危 機 的 状 況 へ の 対 応 と し て ベ ン ト 実 施 を 決

定 し た こ と に あ っ た に も か か わ ら ず 、か か る 理 由 は 秘 匿 さ れ 、

か つ 、原 子 炉 が ど の よ う な 危 機 的 状 況 に あ る の か や そ の 復 旧

の 見 込 み は ど う か な ど に 関 す る 的 確 な 情 報 伝 達 及 び

説 明 も ま っ た く 行 わ れ て い な か っ た 。  
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２ 原告が双葉町災害対策本部長として実施した住民避難等の応急対策の

実状 

以上のとおり、被告国が事故前の法令等の定めに違反して合同対

策協議会を全く開催しなかったために、原告は、双葉町災害対策本

部長でありながら、緊急事態宣言が発出されてから川俣町に避難す

るまでの間において、被告らが１号機及び２号機についてベント実

施を決定したことや、その後実際にも１号機についてベントを実施

したことすら知り得ておらず、まさか原子炉が爆発するかもしれな

い危機的状況に陥っているとは 全 く 予 見 で き て い な か っ た 。そ の

た め 、た だ 被 告 国 か ら の 上 記 避 難 指 示 だ け し か 知 り 得 な い 状 況

の 中 で 、以 下 の と お り 、町 災 害 対 策 本 部 長 と し て 、双 葉 町 地 域

防 災 計 画（ 甲 ハ ６ ５ ）に 基 づ い て 、最 善 を 尽 く し て 町 民 避 難 等

の 応 急 対 策 を 実 施 し た の で あ る が 、そ の 責 務 を 十 分 に 果 た す こ

と が で き な い こ と と な っ た 。  

（１）地震、津波の発生後、被告国から１０キロ圏内の避難指示が出

されるまでの間について・・町災害対策本部の設置と住民の避難

状況確認等  

この間における原告の行動状況の概要は、既に原告第１０準備

書 面 第 ８ ， １ ～ ５ （ ３ ８ ～ ３ ９ 頁 ） に お い て 述 べ て い る と お

り で あ る が 、原 告 が 、双 葉 町 住 民 の 避 難 状 況 を 確 認 す る た め

に 双 葉 町 役 場 を 離 れ て 避 難 先 回 り を し て い た の は 、 １ １

日 １ ９ 時 ３ ０ 分 頃 か ら 翌 １ ２ 日 ０ 時 ３ ０ 分 頃 ま で の

間 で あ っ た 。 原 子 力 緊 急 事 態 宣 言 が 発 せ ら れ た こ と

は 、 町 長 室 の テ レ ビ ニ ュ ー ス で 見 た の か 、 又 は 職 員

か ら の 報 告 で 知 っ た の か の 記 憶 は 定 か で は な い が 、

避 難 先 回 り を す る 前 に 既 に 承 知 し て い た 。 し か し 、
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福 島 県 か ら の ２ ｋ ｍ 圏 内 避 難 及 び 被 告 国 か ら の ３ ｋ

ｍ 圏 内 避 難 ・ １ ０ ｋ ｍ 圏 内 屋 内 退 避 の 指 示 は 、 避 難

先 回 り を し て い る 間 に 、 避 難 住 民 か ら 聞 い て 知 る と

い っ た 状 況 で あ っ た 。  

（２）被告国から１０キロ圏内の避難指示が出された以降について・・

住民に対する避難指示及び避難先の指示と避難状況の確認等  

①原告は、１２日午前５時４４分に被告国 か ら １ ０ キ ロ 圏 内

の 避 難 指 示 が 出 さ れ た こ と を 知 っ た の で 、直 ち に 、川 俣 町 長

に 電 話 を 入 れ て 、 避 難 の 受 け 入 れ を 打 診 し 了 解 を 得 た 。  

②そこで、午前７時過ぎ、住民への避難広報を開始し、防災無

線で、それぞれの移動手段で、川俣町に避難するよう呼び掛けた。

これは災害対策基本法（以下「災対法」という。）６０条１項に

定める避難指示及び同条２項に定める避難先の指示として行った

ものである。  

③広報開始後、役場職員は、直接来庁してくる住民等の対応に追われ、

移動手段のない住民には順次職員を付けて川俣町に避難させることと

したため、在庁職員の数は次第に減り続け、また、当時、携帯電話が不

通であったために、一旦庁舎から出た職員との連絡は絶たれて、役場機

能は崩壊状態となっていった。 

④午前８時ころ、原 告 が 会 長 を 務 め る 町 の 社 会 福 祉 協 議 会 の

運 営 す る 社 会 福 祉 施 設 「 ヘ ル ス ケ ア ふ た ば 」 に 電 話 し 、 同 協

議 会 事 務 局 長 に 川 俣 町 へ の 避 難 を 指 示 し た 。  

⑤ そ の 後 に、観光バスが５台役場に来たが、その頃には、庁舎

から目視した限りでは街中は無人化していて双葉町民はほとんど

いなくなっていたように思われたので 、 大 熊 町 に 向 か わ せ た 。

し か し 、午 前 １ １ 時 頃 に 原 告 が 再 び 同 協 議 会 事 務 局 長 に 電 話
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で 職 員 や 利 用 者 の 避 難 状 況 を 確 認 す る と 、「 ヘ ル ス ケ ア ふ た

ば 」 の み な ら ず 隣 接 し て い る 「 双 葉 厚 生 病 院 」 及 び 老 人 施 設

「 ふ た ば 福 祉 会 せ ん だ ん 」の 避 難 も 遅 れ て い る こ と が わ か っ

た 。 そ こ で 、 社 会 福 祉 協 議 会 に 対 し 、 避 難 指 示 よ り 強 い 災 対

法 ６ ３ 条 １ 項 に 定 め る 避 難 命 令 を 出 す と と も に 、警 察 官 の 無

線 で 上 記 バ ス を 呼 び 戻 し て も ら っ た 。当 時 、こ れ ら 施 設 と の

間 の 電 話 連 絡 は 取 り 難 い 状 況 に あ っ た た め に 、避 難 状 況 の 確

認 が 遅 れ た の で あ る 。  

⑥また、１２時頃には、風向きが南東から役場に向かって吹い

てきていて、２階秘書広報課の南側窓際に置いていた線量計が一

桁高くなっていた。この線量計の名称・仕様等については第５章

で詳述するが、線量計の表示が「３µS/h」を超えてしまったとい

うことである。午後２時ころ、警察官から「町長、もう限界です。」

と言われたのですぐ同意し、役場に残っている職員に「役場の閉

鎖」を指示して、最終 退 避 命 令 を 出 し た 。そ し て 、原 告 は 、自

分 の 運 転 す る 車 に 職 員 ３ 人 を 乗 せ て 、社 会 福 祉 協 議 会 等 の あ

る 場 所 に 向 か っ た 。警 察 官 が 何 を 根 拠 に「町長、もう限界です。」

と言ったのかは知るよしもないが、当 時 、 既 に こ の 警 察 官 は 放

射 線 防 護 の た め の 防 護 服 と 防 護 マ ス ク を 着 用 し た 白

装 束 姿 と な っ て い た の で あ り 、 双 葉 町 長 で あ る 原 告

に は 、 こ の 警 察 官 で さ え も 知 り 得 て い た 情 報 さ え 伝

達 さ れ て い な か っ た こ と に な る 。  

⑦社会福祉協議会等には、まだたくさんの入所者や職員がいた

ので、原告は、そのためのバスの手配や誘導等をしていた。もう

残された時間はないと思っていたので、一生懸命、声をからして

施設にいた人たちを誘導していた頃に、１号機の爆発が起きてし
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まった。その後の同所での誘導等の状況や被ばく状況は後述（３

（２）イ参照）のとおりである。  

⑧以上のとおり、原 告 は 、双 葉 町 災 害 対 策 本 部 長 と し て 、被

告 ら に よ っ て ベ ン ト 実 施 が 決 定 さ れ て 実 際 に も 実 施 さ れ て

い る な ど と い う こ と は 全 く 知 り 得 な い 状 況 の な か で 、極 め て

困 難 な 応 急 対 策 の 実 施 を 強 い ら れ 、か つ 、被 ば く し た の で あ

る 。  

（３）双葉町民の避難状況について  

ア  双葉町役場の広報等による双葉町民の実際の避難状況は、国会

事故調報告書によるアンケート調査結果によると、双葉町等の住

民から、「事故情報がなかった。着の身着のままの避難だった。

原発事故だと思わなかった」という意見が多く寄せられたという

ことである（３４２頁）。  

イ 上記アンケート結果は当然のことで、現に、双葉町役場に置かれた双

葉町災害対策本部の本部長であった原告も本部員であった役場職員も、

家族との連絡がとれない中で、ごく僅かの身の回り品のみ携えて、川俣

町に着の身着のままの状態で避難したのである。 

３ 双葉町内の汚染状況と原告の被ばく状況 

（１）双葉町の３月１２日までにおける汚染状況（甲ハ６６・原告作

成の図面「双葉町内の緊急時関係施設等の配置図」参照）  

ア  双葉町上羽鳥地区のモニタリングポストにおける測定 数 値  

①上羽鳥のモニタリングポストは、福島第一原発の北西約５ .

８ ｋｍに設置されていたが、その後判明した１２日の２０秒間隔

の測定数値は、当初は毎時１マイクロシーベルト未満であったが、

８時４６分４０秒から上昇が始まり、１４時４０分２０ 秒 に は 最

高数値の毎時４ 、６１３マイクロシーベルト（通常の０ .０４～０ .
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０６マイクロシーベルト＝平均０ .０５マイクロシーベルトの約

９２、０００倍）に達し、１５時３６分時点で毎時３５９マイク

ロシーベルト、１７時０分時点でもなお毎時２３６マイクロシー

ベルトであった（甲ハ６７・福島県「原子力発電所の環境放射能

測定結果」）。  

②上記の最高数 値 は 、午 後 ２ 時 ３ ０ 分 こ ろ の 福 島 第 一 原 発 １

号 機 の ベ ン ト 成 功 に よ る 放 射 性 物 質 の 大 量 放 出 に よ る も の で

あ る こ と は 明 ら か で あ り 、 そ の 後 も な お 高 線 量 を 記 録 し て い

る こ と は 、引 き 続 き １ ５ 時 ３ ６ 分 の １ 号 機 水 素 爆 発 等 に 伴 い 、

１ 号 機 か ら 大 量 の 放 射 性 物 質 が 放 出 さ れ 続 け て い た こ と を 示

す も の で あ る こ と も 明 ら か で あ る 。  

イ  双葉町郡山地区及び山田地区のモニタリングポストにおける測

定数値  

郡山地区のモニタリングポストは原発の北２ .５ｋｍ、山田地区

のモニタリングポストは原発の西５ .５ｋｍに設置されていたが、

福 島 県 が ２ ０ １ ２ 年 ９ 月 ま で に 蓄 積 さ れ て い た デ ー タ を 回

収 し て 分 析 し 、県 の ホ ー ム ペ ー ジ に 分 析 結 果 を 掲 載 し た 。そ

れ に よ る と 、震災前の線量は毎時０ .０４～０ .０５マイクロシー

ベルトであったのに、前者の測定数値は５時に毎時０ .４８マイク

ロシーベルト、６時に毎時２ .９４マイクロシーベルトと上昇し、

９時には毎時７ .８マイクロシーベルトを記録し、後者の測地数値

は、１０時には毎時３２ .４７マイクロシーベルトを記録していた

（甲ハ６８・２０１３年２月２２日付毎日新聞）。  

ウ  浪江町における測定数値  

①参考までに、双葉町の北西に位置する浪江町における測定数

値を見ると、福島県は、事故翌日の３月１２日早朝か ら 、各 地 域
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の 放 射 線 量 を 計 測 し て お り 、 同 日 午 前 ９ 時 、 浪 江 町 酒 井 地 区

で 毎 時 １ ５ マ イ ク ロ シ ー ベ ル ト 、 高 瀬 地 区 で は １ ４ マ イ ク ロ

シ ー ベ ル ト と 、 浪 江 町 の ２ 時 点 は ほ か の 町 と 比 べ て 異 常 に 高

い 数 値 を 示 し た 。 １ 号 機 水 素 爆 発 の ６ 時 間 以 上 も 前 で 、 近 く

に は 大 勢 に 避 難 民 が い た 。 こ れ ら の 数 値 は ６ 月 ３ 日 に 経 済 産

業 省 の ホ ー ム ペ ー ジ （ Ｈ Ｐ ） に 掲 載 さ れ た 。 し か し 、 Ｈ Ｐ

に び っ し り 並 ぶ 情 報 の 数 字 の 中 に 埋 も れ て 、 そ の 重

大 さ は 見 逃 さ れ た （ 甲 ハ ６ ９ ・ 朝 日 新 聞 特 別 報 道 部

著 『 プ ロ メ テ ウ ス の 罠 』 ２ ２ ～ ２ ３ 頁 。 な お 、 甲 イ

２ ・ 政府事故調中間報告書３５５頁参照） 。  

②この測定値は、１号機のベント成功より５時間以上も前のも

のであるが、１号機から排出された放射性物質によるものと推定

される。したがって、浪江町より１号機に近い双葉町の数値はも

っと高かったと推定される。  

（２）原告の被ばく状況  

ア  双葉町役場に残留していた午後２時頃までの間について  

双葉町役場は、福島第一原発の北西約３ .４ｋｍに位置していた。

そして、双葉町役場の北西約２ .８ｋｍ先の上羽鳥モニタリングポス

トの測定値は、上記のとおり９時前から上昇を始め、他の地区の測

地値も同様の上昇を記録している。そして、  現に原告は、１２時頃

には、２階秘書広報課の南側窓際に置いてあった線量計が既述のと

おり一桁高くなって「３µS/h」を超えたのを確認している上に、１

４時頃には、白装束の防護服を着用した警察官から「町長、もう限

界です。」と言われて役場の閉鎖を指示したのである。したがって、

原告は、双葉町役場に残留していた間に、既にかなりの線量の被ば

くをしていたことになる。  
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イ  双葉町役場から社 会 福 祉 施 設 等 の あ る 場 所 に 移 動 し 、 同 所

に 午 後 ５ 時 頃 ま で 残 留 し て い た 間 に つ い て  

（ア）原告が向かった社会福祉施設等のある場所は、福島第一原発

から上羽鳥方向（北西方向）に位置し、同原発から約３ .８ｋｍ

であって、上羽鳥より原発寄りであった。そして、原告は、上

記ベント成功時にはすでに同施設等のある場所にいて、入所者

等の避難誘導をしていたが、その間に、上記のとおり、上羽鳥

モニタリングポストの測定値が最高の測定値毎時４ ，６１３マイ

クロシーベルトを記録していた。  

（イ）特に、午後３時３６分、１号機原 子 炉 建 屋 の 水 素 爆 発 に よ

る 被 ば く 状 況 は 次 の と お り で あ り 、原 告 ら 同 所 に い た 者 は

全 員 大 量 の 外 部 被 ば く 及 び 内 部 被 ば く を し て い る 。  

①原告は、上記爆発を知り、「ああ間に合わない。まいった

な！」と内心で思ったが、絶望感で誰もが無言になっていた。  

②それからまもなく、空から塵やゴミが降ってきた。１０ｃ

ｍくらいの大きなかけらもあった。ゆっくりと舞い落ちる牡丹

雪のようだった。  

③同所には、「 ヘ ル ス ケ ア ふ た ば 」 、 「 双 葉 厚 生 病 院 」

及 び 老 人 施 設 「 ふ た ば 福 祉 会 せ ん だ ん 」 の 利 用 者 、 職 員 と

避 難 救 護 の た め に 駆 け つ け た 原告や、警察官、自衛隊員及び

バス運転手など約３００人がいたので、原告は、同所にいた警

察官等全員に対し、大至急建物内に入るよう大声で叫んで、一

旦、室内に退避したが、当時原告が持っていた線量計の針は振

り切れ て い た 。 こ の 線 量 計 は 毎 時 ３ ０ マ イ ク ロ シ ー ベ ル ト

ま で 測 れ る も の だ っ た の で 、そ れ を 超 え る 被 ば く を し て い

た こ と に な る 。  
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④その後、空からの降下物が肉眼では見えなくなったので、

避難作業を再開したが、皆声を出せずに黙々と動いた。そして、

原告は、自衛隊のヘリで輸送する必要のある重篤な患者を除き、

同所から入所者等全員が避難したのを見届けて、午後５時頃、

職員３人を乗せて、川俣町に向かったのであり、その間、同所

にいた原告ら関係者及び住民は、同所において放射性物質によ

り高度の被ばくをしていたことになる。  

⑤ 原 告 が 避 難 先 の 川 俣 町 に 到 着 し た の は 午 後 ７ 時 こ ろ

で あ っ た 。 し か し 、 川 俣 町 は 、 そ の 後 開 示 さ れ た Ｓ Ｐ Ｅ Ｅ

Ｄ Ｉ 解 析 値 が 示 し た 風 向 き の 方 向 に 位 置 し て い た の で あ

り 、 避 難 方 向 を 間 違 え た こ と に な る 。  

ウ 原告の双葉町残留中における被ばく状況は以上のとおりであり、その

被ばく量が公衆の線量限度である年間１ミリシーベルトを遙かに超え

る高い数値であり、かつ、内部被ばく量も相当の数値に達していたこと

は明らかである。 

 

第３ 原告の上記被ばくは、被告らによってベント実施の重大性を踏まえた適

切な応急対策が実施されていれば回避できたことについて 

１ 応急対策が踏まえるべきであったベント実施決定の重大性と実施時期

等の不確実性及び危険性 

（１）ベント実施決定の重大性  

①ベントによって人為的に放射性物質を放出するということは、

原子炉の安全を維持する上で不可欠な「止める」「冷やす」「閉

じ込める」機能のうちの「閉じ込める」を、「冷やす」機能喪失

に伴って、意図的に放棄せざるを得ないという過去に例がない危

機的状況に原子炉が陥っていることを意味していた。  
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②また、ベントには、格納容器中のＤ /Ｗから放出するドライベ

ン ト と 、格 納 容 器 中 の Ｓ /Ｃ（圧力抑制室）から放出するウエッ

トベントの２種類があり、前者が後者よりはるかに高濃度の放射

性物質を放出することとなるために、極力後者によるべきであっ

たが、後者による場合であっても、原子炉の危機的状況が高まる

とＳ /Ｃ内に蓄えられている水が高温化して、水による放射性物質

を除去する効果が失われてしまうという問題があった。そして、

当時、前者、後者のいずれのベントになるのかは不確実な状況に

あったから、安全側に立って、前者のベントを想定すべき状況に

あ っ た 。  

（２）ベント実施決定当時におけるベント実施時期の不確実性及びそれ

に伴う原子炉損壊の危険性  

①全電源喪失下において１号機の危機的状況は進行中であったが、

既述のとおり原子炉の周辺は暗闇であり、かつ、放射能の線量も高

くなりつつあって、ベント実施のための準備作業は難航を極めてお

り、いつ準備作業が完了して実施に至るのかの時期は不確実な状況

にあった。  

②そして、ベント実施が遅れた場合には、原子炉格納容器内の圧

力が設計限度を超えて同容器が損壊（原子炉の爆発による損壊を含

む。）されて、内 部 に 閉 じ 込 め ら れ て い た 高 濃 度 の 大 量 の 放 射

性 物 質 が 一 気 に 放 出 さ れ る に 至 る こ と は 、当 然 の 成 り 行 き で あ

っ た 。  

（３）ベン ト あ る い は 原 子 炉 の 損 壊 に よ り 放 出 さ れ る 放 射 性 物 質 の

量 の 予 測 の 在 り 方  

ベン ト あ る い は 原 子 炉 の 損 壊 に よ り 放 出 さ れ る 放 射 性 物 質

の 量 は 、放 出 当 時 の 原 子 炉 の 危 機 的 状 況 の 程 度 に 応 じ て 予 測 す
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べ き こ と と な る が 、ベ ン ト 実 施 決 定 時 に は 、上 記 の と お り ベ ン

ト 実 施 作 業 は 難 航 を 極 め て い て 、冷 却 機 能 を 喪 失 し た 原 子 炉 の

危 機 的 状 況 は 時 間 の 経 過 と と も に 高 ま り 、最 悪 の 場 合 に は 原子

炉格納容器内の圧力が設計限度を大き く 超 え て 同 容 器 が 爆 発 し 、

内 部 に 閉 じ 込 め ら れ て い た 高 濃 度 の 大 量 の 放 射 性 物 質 が 一 気

に 放 出 さ れ る に 至 る こ と も 予 測 さ れ る 状 況 に あ っ た 。  

したがって、被告らは、「万全の措置を講じる」という原災法上の責務

に基づいて、原子炉内に蓄えられている放射性物質の全量が一挙に放出さ

れる事態を当然に予測し、放出量を予測すべきであった。 

２ 被告らのベント実施の重大性を踏まえた応急対策による住民被ばくの

回避可能性と被告らが問われるべき主要な責任 

（１）合同対策協議会の開催による適切な避難区域及び避難先 の 決 定

等 に よ る 住 民 被 ば く の 回 避 可 能 性  

ア  ベント実施決定時における避難指示区域の拡大範囲について  

以上のように、１号機の危機的状況は時々刻々と悪化しており、

ベント作業の難航状況に照らせば、今後事態がど こ ま で 悪 化 す る

の か が 不 明 で あ っ て 、ベ ン ト 実 施 や 原 子 炉 損 壊 に よ る 放 射 性

物 質 の 放 出 量 及 び 拡 散 状 況 等 に つ い て 確 た る 見 込 み も 持 ち

得 な い 状 況 に あ っ た の で あ っ て 、ベ ン ト 実 施 を 決 定 し た １ ２

日 未 明 の 時 点 に お い て 、避 難 区 域 を 拡 大 す べ き は 当 然 で あ る

と し て も 、ど こ ま で 広 く と れ ば 被 ば く を 確 実 に 防 げ る の か の

判 断 は 到 底 不 可 能 で あ り 、 結 局 、 原 子 炉 内 部 の 放 射 性

物 質 全 量 が 一 挙 放 出 さ れ る 事 態 を 想 定 し て 、 「 で き る

限 り 遠 く に 逃 げ る 」と の 観 点 か ら 避 難 区 域 の 拡 大 範 囲 を 判 断

す る 以 外 に な い 状 況 に あ っ た 。  

イ 住民約７、０００人の双葉町にとって可能な避難先について  
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し た が っ て 、午 前 ５ 時 ４ ４ 分 決 定 の「 管 理 さ れ た 状 況 で の 放

出 」な ど と ベ ン ト 実 施 決 定 時 に お け る 危 機 的 状 況 の 過 小 評 価 を

前 提 と し た １ ０ キ ロ 程 度 の 避 難 で 確 実 に 被 ば く が 回 避 で き る

見 込 み が あ っ た と は 到 底 解 さ れ な い こ と は 当 然 で あ っ た 。そ し

て 、住 民 約 ７、０ ０ ０ 人 が 居 住 す る 双 葉 町 の 避 難 先 は 、仮 に 避

難 範 囲 の 拡 大 が １ ０ ｋ ｍ で あ っ た と し て も 、福 島 県 か ら 助 言 さ

れ た よ う に 、最 も 近 い 避 難 場 所 で あ っ て も 約 ５ ０ ｋ ｍ 先 の 川 俣

町 で あ っ た 。双 葉 町 か ら の 避 難 道 路 と し て は 、南 北 方 向 の 国 道

６ 号 線 、北 西 方 向 の 福 島 市 に 向 か う 国 道 １ １ ４ 号 線 及 び 西 方 向

の 郡 山 市 に 向 か う 国 道 ２ ８ ８ 号 線 の ３ 道 路 が あ っ た 。そ の う ち

の 国 道 ６ 号 線 に つ い て は 、地 震 の 影 響 で 被 害 が 多 く て 避 難 に は

適 し て な か っ た し 、国 道 ２ ８ ８ 号 線 に つ い て も 、双 葉 町 の 南 側

に 位 置 す る 大 熊 町 や 富 岡 町 等 か ら の 避 難 で 混 雑 が 予 想 さ れ る

状 況 に あ っ た 。し た が っ て 、双 葉 町 か ら の 避 難 道 路 と し て は 国

道 １ １ ４ 号 線 を 利 用 す る こ と が 現 実 的 で あ り 、か つ 、１ ０ キ ロ

以 上 先 で 、７ 、０ ０ ０ 人 か ら の 双 葉 町 民 を 収 容 可 能 な 場 所 と し

て は 、 最 も 近 い 場 所 が 川 俣 町 で あ っ た と い う こ と で あ る 。  

ウ  合同対策協議会の開催による住民被ばくの回避可能性について  

そこで、ベント実施決定に際して迅速に合同対策協議会が開催

されていれば、被告ら及び双葉町等の関係機関の間において、そ

の当時における原子炉の危機的状況及び双葉町等地元自治体の避

難の実状等に関する情報が共有されて、これら情報を適切に踏ま

えた避難区域や避難先等に関する協議、決定が な さ れ 、 仮 に 避

難 区 域 の 拡 大 が １ ０ ｋ ｍ 圏 内 に と ど ま っ た と し て も 、原 告 は 、

双 葉 町 住 民 に 対 し 、川 俣 町 へ の 迅 速 な 避 難 を 指 示 す る こ と が

で き 、か つ 、必 要 に 応 じ て 早 期 の 避 難 支 援 を 被 告 ら や 福 島 県
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に 要 請 す る こ と も で き て 、遅 く と も 午 前 中 に は 川 俣 町 へ の 避

難 を 完 了 さ せ る こ と が で き て い て 、自 ら の 被 ば く も 回 避 す る

こ と が で き た こ と は 明 ら か で あ っ た 。  

（２）被告らが問われるべき応急対策実施上の主要な責任  

ア  以上を踏まえれば、原告の避難の遅れによる被ばくについて、

被告らが問われるべき応急対策実施上の責任は、ベント実施決定

に際しての、主とし て 次 の 事 項 に つ い て で あ る 。  

①実施すべき応急対策を決定するために合同対策協議会を開催

すべき義務があったのに、開催しなかった責任・・被告国の責任  

②迅速、適切に当時における原子炉の危機的状況や地元自治体

の避難可能性等に関する情報を踏まえた避難区域の拡大等の決定

をすべき義務があったのに、官邸のみで、かつ、大幅に遅延した

時刻に、しかも、不十分な拡大にとどめる決定をした責任・・被

告国の責任  

③双葉町に対し、ベント実施決定に関する重要情報を伝達し説

明すべき義務があったのに、全く行わなかった責任・・被告国及

び被告東 電 の 責 任  

④ベント実施前に双葉町住 民 の 避 難 状 況 の 確 認 （ 安 全 確 認 ）

及 び 迅 速 、適 切 な 救 助 等 を 行なう義務があったのに、全 く 行 わ

な か っ た 責 任 ・・被告国及び被告東電の責任  

イ 上記①～④の各責任の相互関係 

上記 ①の義務が実施されていれば、上記②～④の義務も自ずと適切

に実施されたはずである。したがって、①の義務を実施しなかった被告

国の責任は重大である。 

しかし、実際には①の義務は実施されなかったのであり、必然的に被

告らの②～④の義務についての責任が、別途、それぞれ問われなければ
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ならないことは当然である。 

 

第４ 被告らが実施すべき応急対策を実施しなかった責任 

１ ベント実施決定に際し、実施すべき応急対策を決定するために合同対

策協議会を開催すべき義務があったのに、開催しなかった責任（責任そ

の１）・・被告国の責任 

（１）被告国（国現地対策本部長）には、次のとおり原子力緊急事態

宣言を発出したときは必ず合同対策協議会を組織すべき義務が課

されていたことについて  

ア  内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言を発出したときは、国対

策本部及び国現地対策本部を設置すること、及び国現地対策本部

長は、原 災 法 ２ ３ 条 １ 項 等 に よ り 、 合 同 対 策 協 議 会 を 必 ず 組

織 す る も の と 定 め ら れ て い た こ と は 、既 に 原 告 第 １ ５ 準 備 書

面（ そ の １ ）第 １ 章 第 ３（ １ ３ ～ １ ６ 頁 ）に お い て 詳 述 し た

と お り で あ る 。  

なお、原子力災害対策マニュアルの「２（５）緊急事態応急対

策の実施」（３４頁）には、合同対策協議会の役割について、次

のように記載していた（３４頁）。  

「緊急事態応急対策に係る重要事項の調整手続きは、以下のと

おり。  

○緊急事態応急対策に係る 重 要 事 項 の 対 応 方 針 に つ い て

は 、原 子 力 災 害 合 同 対 策 協 議 会 に お け る 緊 急 事 態 対

応 方 針 決 定 会 議 に お い て 協 議 決 定 す る 。  

○原子力災害現地対策本部長は、調整した方針について、必

要に応じ、原子力災害対策副本部長を通じ、原子力災害対

策本部長に意見具申し、了解を得た上で、実施する。」  
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イ また、防災基本計画第１０編（甲ハ７０）は、国現地対策本部立

ち上げ前の特定事象（原災法１０条１項の規定する事象）発生へ

の被告国の対応として、次のとおり規定して、国現地対策本部が

その立ち上げ後において円滑に合同対策協議会を運営できるよう

にしていた。  

①現地に常駐している原子 力 防 災 専 門 官 の 役 割 ・・「 特 定 事

象 発 生 の 通 報 が な さ れ た 場 合 、原 子 力 防 災 専 門 官 は 、国 の 専

門 職 員 が 到 着 す る ま で の 間 、実 質 的 な 現 地 に お け る 国 の 責 任

者 と し て 、必 要 な 情 報 の 収 集 、地 方 公 共 団 体 の 応 急 対 策 に 対

す る 助 言 、そ の 他 原 子 力 災 害 の 発 生 又 は 拡 大 の 防 止 に 必 要 な

業 務 を 行 う も の と す る 。 」 （ 防 災 基 本 計 画 第 ２ 章 、 第 ２ 節 、

２ ， （ １ ） 一   原子力防災専門官の対応）  

②現地事故対策連絡会議・・「安全規制担当省庁は、現地に派

遣された指定行政機関等の職員の相互の連絡・調整を行うため、

必要に応じ、指定行政機関等の職員を対策 拠 点 施 設 に 集 合 さ せ 、

現 地 事 故 対 策 連 絡 会 議 を 開 催 す る も の と す る 。 」（ 防 災 基 本

計 画 第 ２ 章 、 第 ２ 節 、 ２ ， （ １ ） 六   現地事故対策連絡会議の

開催）  

③国現地対策本部が設置された後の現地事故対策連絡会議の事務

の引き継ぎ・・「現地対策本部は、速やかに現地事故対策連絡会議

の事務を引き継ぐものとする。」（防災基本計画第２章、第２節、

２，（２）二原子力現地対策本部の設置）  

（２）被告国（国現地対策本部長）には、ベント実施決定に伴い、直

ちに合同対策協議会を開催して避難区域の拡大等所要の応急対策

を決定すべき法的 義 務 が あ っ た こ と に つ い て  

ア そもそも被告国（菅総理）は、１１日２１時２３分に３キロ圏内の
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避難指示と１０キロ圏内の屋内退避指示を発出したのであるから、

被告国（国現地対策本部長）は、速やかに発出先の地方自治体で

ある福島県及び双葉町等の担当者をオフサイトセンターに招集し

て合同対策協議会を開催し、応急対策の実施に関する協議、決定

をすべき責務があったことは言うまでもない。  

イ そして、被告国が、被告東電の報告に基づいて、１２日１時３０分に

は被告東電の１～２号機のベント実施を了解したことにより、被告東電

によって、準備が整い次第いつでもベントが実施されてしまう状況とな

った。したがって、当初の「念のための」の避難区域３ｋｍをそのまま

維持することは住民救護の観点からは到底許容されないのみならず、福

島第一原発から約５ｋｍに位置するオフサイトセンター自体が避難す

べき区域内となって移転を強いられることが当然に予測されたのであ

るから、速やかに合同対策協議会を開催して、避難区域の拡大やオフ

サイトセンターの機能維持方策等所要の応急対策を決定すべき義

務が被告国に発生していたことは明らかである。 

（３）合同対策協議会の開催は可能だった。  

ア  合 同 対 策 協 議 会 の 構 成 員  

① 合 同 対 策 協 議 会 の 構 成 員 は 、原 子 力 災 害 対 策 マ ニ ュ ア ル

に お い て 、最 重 要 事 項 の 調 整 の た め の「 緊 急 事 態 対 応 方 針 決

定 会 議 」 と 、 関 係 者 の 情 報 共 有 の た め の 「 全 体 会 議 」 と に 分

け て 予 め 定 め ら れ て い た の で あ り 、こ れ を 緊 急 事 態 対 応 方 針

決 定 会 議 に つ い て み る と 下 記 （ ア ） ～ （ エ ） 記 載 の と お り で

あ り 、全 体 会 議 は こ れ ら の 構 成 員 に さ ら に 関 係 機 関 の 担 当 者

を 加 え た 構 成 と な っ て い た 。  

②ただし、合同対策協議会については、原災法２３条１項が国現地対

策本部、都道府県の災害対策本部及び市町村の災害対策本部により組織



43 

 

されることとし、その具体的な構成員については、同条２項が、国につ

いては国現地対策本部長及び国現地対策本部員その他の職員とし、県及

び市町村については、それぞれの災害対策本部の本部長又は副本部長、

本部員その他の職員で本部長から委任を受けた者としていた。したがっ

て、合同対策協議会の構成員については、少なくともこの規定による構

成員（以下「基本的な構成員」という。原災法解説１２７頁参照）が参

集できていれば足りたと解される。 

（ア）国  

①国現地対策本部長（経済産業副大臣）  

②保 安 院 審 議 官  

③内閣官房内閣参事官  

④内閣府政策統括官付企画官  

⑤消防庁広域応援対策官  

⑥安全委委員  

（イ）自治体  

県及び市町村の災害対策本部長  

（ウ）原子力事業者  

被告東電（取締役本部長クラス）  

（エ）その他  

国現地対策本部長が必要と認 め た 者  

イ  構成員の参集可能状況  

（ア）被告国・・国現地対策本部について  

ａ）国現地対策本部長（池田経産副大臣）等の参集状況につ

いては、国会事故調報告書（２７５～２７７頁）及び当時の現

地対策本部長池田元久の平成２４年３月１日付政府事故調聴取

結果書（甲ハ７１・２頁、１８頁、以下「池田聴取結果書」と
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いう。）によれば、次のとおりであった。  

①国現地対策本部長を務める池田経産副大臣ら経産省 ･保

安院からの派遣要員は、地震発生直後の 3月 11日 16時ごろには

経産省を自動車で出発して現地に向かったものの、地震に伴

う交通渋滞の影響で、途中で移動が困難となった。そのため、

自衛隊 の ヘ リ コ プ タ ー を 利 用 し て 現 地 に 向 か う こ と

と な っ た が 、 搭 乗 定 員 の 制 限 の た め 、 現 地 に 向 か

う こ と が で き た の は 池 田 経 産 副 大 臣 、現 地 対 策 本

部 の 副 本 部 長 兼 事 務 局 長 を 務 め る 保 安 院 審 議 官

の ほ か 保 安 院 及 び 安 全 委 の 職 員 各 １ 名 に と ど ま

っ た 。 そ し て 、 オ フ サ イ ト セ ン タ ー に 到 着 し た の

は 、緊 急 事 態 宣 言 発 出 か ら 5時間余りが経過した 12日０

時ごろであった。  

②ところが、オフサイトセンターは、その時点で、地震の影響で

非常用発電機が故障し、電源喪失状態に陥っていたので、派遣要員

は、いったん隣接する福島県の原子力センターに入ったものの、

十分な活動はなし得ず、国現地対策本部 の 実 質 的 な 立 ち 上

げ は 、 オ フ サ イ ト セ ン タ ー の 非 常 用 発 電 機 が 復 旧 し た １

２ 日 ３ 時 こ ろ ま で ず れ 込 む こ と と な っ た 。  

③なお、当時福島県の原子力センターには、通信設備として

衛星電話が１台あり、池田国現地対策本部長は、経済産業省

の海江田大臣及び松永次官に到着の報告をした。  

ｂ）上記の評価  

①池田氏らは、国現地対策本部の果たすべき役割の重要性

及び地震に伴う甚大な交通渋滞等を適切に認識し、当初から

自衛隊のヘリコプターを利用して現地に向かっていれば、迅
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速に到着することが可能であった。 要 す る に 、 国 の 構 成 員

が 現 地 に 迅 速 に 参 集 し 得 る 交 通 手 段 は 存 在 し て い た と い

う こ と で あ る 。  

②また、１２日午前０時頃には、既に国の基本的な構成員は現地

に実在していて参集できる状況にあったことは明らかである。 

③なお、オフサイトセンターが地震の影響で非常用発電機が故障

したということであるが、双葉町役場でさえも非常用電源の機能を

維持していたのであって、オフサイトセンターにおける非常用通信

機器の整備・維持を所管していた被告国（保安院）の責任（防災基

本計画第１章第２節１の「（３）通信手段の確保」）は重大である

が、それでもなお国現地対策本部が合同対策協議会の構成員を招

集しようとすれば、いくらでもその手段はあったはずで、現

に福島県の原子力センターには既述のとおり通 信 設 備 と し

て 衛 星 電 話 が １ 台 あ っ て 使 用 で き て い た 。  

（イ）福島県・・１２日午前０時頃には、既に内堀副知事がオフサ

イトセンター隣接地の福島県の原子力センターに詰めていた

（甲ハ７１・池田聴取結果書２頁）のであるから、参集が可能

であった。  

（ウ）双葉町  

①双葉町災害対策本部長であった原告は、緊急事態宣言発出

後には何時でも招集に応じられるように双葉町役場において待

機状態にあったことは、既述のとおりである（第２、１（１）

参照）。  

②また、当時、国現地対策本部としては、双葉町災害対策本

部長である原告に対し、双 葉 町 庁 舎 内 に 詰 め て い た 東 電 広 報

部 員 や 警 察 官 等 の ル ー ト を 利 用 し 、あ る い は 同 本 部 の 原 子
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力 防 災 専 門 官 や 原 子 力 保 安 検 査 官 等 を 派 遣 す る 等 し て 、合

同 対 策 協 議 会 の 開 催 を 連 絡 す る こ と は 十 分 に 可 能 で あ っ

た こ と も 、既 述 の と お り で あ る（ 第 ２ 、１（ ３ ）エ 参 照 ）。  

（エ）被告東電・・現地の発電所対策本部での対応で十分可能であ

ったし、本店からも、発電所支援のために、原子力・立地本部

長（武藤副社長）等が１１日１５時３０分頃に本店を出発し、

同日１８時頃に福島第二原発に到着していたし、原災法１０条

通報に伴い、原子力・立地本部長がオフサイトセンターの要員

となっていた（甲ハ４６、東電初動対応文書８、１２頁）。し

たがって 、 そ の 後 は 何 時 で も 合 同 対 策 協 議 会 へ の 参 加 は 可

能 な 状 況 に あ っ た 。  

（４）少なくとも、原子力災害対策マニュアルが定めていた合同対策

協議会開催の代替方法による対応は十分に可能であった。  

ア  原子力災害対策マニュアルが定めていた代替方策  

原子力災害対策マニュアル（３５～３６頁）は、「避難等の勧

告又は指示に関する事項」についての具体的な決定、実施の手続

きの流れを、屋内退避又は避難の実施までに「時間的余裕がない

場合」（ケース①）と「余裕がある場合」（ケー ス ② ）と に 分 け

て 記 載 し 、前者のケースの場合には、合同対策協議会の開催に代

え て 、現 地 に お い て は 、原 子 力 事 業 者 及 び 国 の 原 子 力 防 災 専

門 官 か ら 、市 町 村 長 等 関 係 機 関 に 対 し 必 要 情 報 を 連 絡 す る と

と も に 、国 対 策 本 部 等 に お い て は 、安 全 規 制 担 当 省 庁 で あ る

経 済 産 業 省（ 保 安 院 ）が 県 知 事 及 び 市 町 村 長 に 対 し 指 示 案 を

送 付 す る 等 し て 、「 事 象 の 把 握 、 指 示 案 の 協 議 」 を 行 っ た 上

で 、 内 閣 総 理 大 臣 か ら 市 町 村 長 に 指 示 す る こ と と し て い た

（ ３ ５ ～ ３ ６ 頁 ） 。  
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イ  少なくとも上記の代替方策の実施は十分に可能だったことは明

ら か で あ り 、そ れ に よ っ て 、関 係 機 関 間 の 情 報 の 共 有 と 調 整

も 十 分 に 可 能 で あ っ た 。  

（５）被告国は、本件 事 故 発 生 当 初 か ら 、 合 同 対 策 協 議 会 を 開 催

し よ う と し な か っ た 。  

ア 国現地対策本部について 

① 当 時 の 国 現 地 対 策 本 部 長 池 田 元 久 は 、 上 記 の 通 り １ ２ 日

０ 時 頃 オ フ サ イ ト セ ン タ ー に 到 着 し て い る が 、 到 着 後 、 合 同

対 策 協 議 会 を 全 く 開 催 し よ う と し て い な か っ た こ と は 、 同 人

の 下 記 ② の 供 述（ 池 田 聴 取 結 果 聴 取 書 ）か ら も 明 ら か で あ り 、

現 に 、 地 元 自 治 体 で あ る 大 熊 町 も こ の 会 議 に 参 加 し て い な い

旨 回 答 し て い る （ 甲 ハ ７ ２ ・ 平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ６ 日 大 熊 町 総

務 課 長 「 開 示 文 書 の 送 付 に つ い て 」 ） 。  

②また、上記池田氏は、国現地対策本部長在任中 の 同 本 部 の 緊

急 事 態 応 急 対 策 の 実 施 状 況 に つ き 、 「 最 初 は ベ ン ト と か 事 故

の 鎮 圧 の 側 が 中 心 」 で あ っ て （ １ ２ 頁 ） 、 国 対 策 本 部 が 行 う

避 難 区 域 の 決 定 に 現 地 の 意 向 を 反 映 さ せ る べ き こ と を 具 申 し

た の が 、 「 警 戒 区 域 、 計 画 的 避 難 区 域 の 設 定 」 （ ４ 月 ２ ２ 日

決 定 ） 時 に 至 っ て で あ っ た こ と を 認 め て い る （ ２ ６ 頁 ） 。 要

す る に 、 池 田 氏 は 、 事 前 の 計 画 で は 合 同 対 策 協 議 会 を 開 催 し

て 協 議 、 決 定 す べ き こ と と な っ て い る に も か か わ ら ず 、 全 く

実 行 し て い な か っ た こ と を 認 め て い る 。  

イ  国対策本部も、本件事故発生当初から、合同対策協議会を開催

しようとしなかった 。  

①ベント実施決定に伴う応急対策について、官邸（菅総理）は 、

原 子 炉 の 危 機 的 状 況 に つ い て の 保 安 院 及 び 東 電 の 説 明 が 要 領
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を 得 な い と し て 、 官 邸 主 導 で 対 応 す る 方 向 に 向 か っ た 。 そ し

て 、既 述 の と お り 菅 総 理 自 ら 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 に 赴 い て 、

現 地 の 状 況 を 直 接 確 認 す る 等 に 及 ん で い た 。  

②本来であれば、国対策本部の事務局である保安院が、合同対

策協議会における協議、決定を経るべきことを進言すべきであっ

たが、保安院は、官邸のなすがままに委ねてその責任を放棄して

いた（後出の２（１）イの斑目委員長供述及び２（２）イ（イ ）

の 国 会 事 故 調 報 告 書 指 摘 参 照 ） 。  

（６）小括  

以上、要するに、被告国には、ベント実施決定に伴い、直ちに

合同対策協議会を開催すべき義務があったし、それは可能であっ

たにもかかわらず、被 告 国（ 国 対 策 本 部 及 び 国 現 地 対 策 本 部 と

そ の 事 務 局 の 保 安 院 ）は 合 同 対 策 協 議 会 を 全 く 開 催 し よ う と

し な か っ た の で あ り 、そ の 不 作 為 の 違 法 性（ 原 災 法 ２ ３ 条 違

反 ） は 明 ら か で あ る 。  

２ 国対策本部が、ベント実施決定に際し、避難区域を拡大すべき義務を

果たさなかった責任（責任その２）・・被告国の責任 

（１）国対策本部（官邸）が避 難 区 域 を 拡 大 し な か っ た 経 緯 と

そ の 理 由  

ア  国会事故調報告書の指摘  

（ア）国会事故調報告書は、「３ .３ .４、２）遅れた避難指示のタ

イミング」（３０１～３０２頁）において、次のとおり指摘し

ている。  

①東電からの原災法 15条該当事象の通報から、菅総理による

緊急事態宣言の発出までに 2時間強を要し、その間、プラント

の状況は悪化の一途をたどっていた。したがって、せめて緊急



49 

 

事態宣言の発出された後には、早期に具体的な避難指示が検

討･発出される必要があった。  

②しかし、最初の半径 3km 圈内の避難指 示 が 発 せ ら れ た

の は 、 緊 急 事 態 宣 言 の 発 出 か ら さ ら に 2時間余りが経

過した 21時 23分である。その間、福島県が、政府から避難指示

等が出されないことに危機感を募らせ、独自の判断で半径 2km

圈内の避難指示を発していたこともあって、自治体や住民の間

に大きな混乱が生じた。  

（イ）また、国会事故調報告書は、「３ .３ .４、３）根拠に乏しい

避難区域の決定」（３０２頁）において、次のとおり指摘して

いる。  

①官邸 5階では、菅総理、安全委の班目委員長、保安院の平

岡次長、福山哲郎内閣官房副長官などが集まり、半径 3km 圈内

の避難区域が決定された 。そ の 際 、原 子 力 専 門 家 で あ る 班 目

委 員 長 や 平 岡 保 安 院 次 長 な ど か ら 、過 去 の 原 子 力 総 合 防 災

訓 練 の 経 験 や 、本 事 故 前 に 関 係 各 省 庁 で 進 め ら れ て い た 予

防 的 措 置 範 囲（ PAZ）等の国際基準を導人する防災指針の見直

し作業を基にした助言を得た。  

②これに対し、その後の半径 10km 圈内、同 20km 圈内の避難

区域等の決定は、これらの知識に基づいてなされたものではな

かった。半径 10km 圈内の避難区域は、ベントが一向に実施され

ずこのまま格納容器の圧力が上がっていくとすれば、半径 3km

圈内の避難区域で十分かどうか不明である と い う 理 由 の み

か ら 決 定 さ れ た も の で あ っ た 。半 径 10km 圈内としたの

は、それが防災計画上定められた防災対策を重点的に充実すべ

き地域の範囲（ EPZ）の最大域であったためにすぎず、何らか
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の具体的計算や合理的根拠に基づく判断ではなかった。また、

半径 20km 圈内の避難区域は、 1号機の水素爆発を含む事態の進

展を受け、半径 10km を越えた範囲として半径 20km という数字

が挙げられ､一部の者が個人的知見に基づき大丈夫だろうと判

断した結果決定されたものにすぎず、これも、合理的根拠に基

づく判断とは言い難い。  

③この よ う な 避 難 区 域 の 判 断 プ ロ セ ス に お い て 、

本 来 、 活 用 が 想 定 さ れ て い た 現 地 対 策 本 部 の 情 報

や 安 全 委 員 会 か ら の 助 言 が 活 用 さ れ た と い う 事 実

は 見 ら れ な い ｡ 安 全 委 員 会 の 班 目 委 員 長 や 久 木 田 委 員 長

代 理 は ､ 官 邸 5階における意思決定の場面に同席して助言を行

っているものの、それらは、安全委員会としての意思決定に基

づくものではなく、それぞれが個人としての意見を求められた

にすぎなかった。  

イ  斑目委員長の供述  

官邸（菅総理）は、上記のとおり、主として斑目 委 員 長 の 意 見

に 基 づ い て 避 難 区 域 の 範 囲 を 決 定 し て い た の で あ る が 、同 氏

は そ の 経 緯 及 び 理 由 を 次 の と お り 述 べ て い る （ 甲 ハ

７ ３ ・ 岡 本 孝 司 著 『 証 言 斑 目 春 樹 』 ） 。  

（ア）３月１１日午後９時頃に官邸に入るまでの経緯等（甲 ハ７

３・３８～５２頁）  

①１０条通報のあと、より深刻な１５条通報があれば、私は

首相官邸に出向こうと覚悟していた。私のデスクの前には大型

のテレビモニターが並んでいて、その一つには保安院の緊急時

対応センター（ＥＲＣ）の映像がリアルタイムで流れていて、

向こうの担当者と電話も通じたものの、あちらにもほとんど情
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報は届い て い な か っ た 。 災 害 時 に 情 報 が 入 っ て こ な い と い

う の は 、 事 態 の 深 刻 さ を 物 語 る 。  

②１５条通報を受けて、午後５時４０分頃、官邸に向かった。

原災法では、１５条通報を受けて政府に原子力災害対策本部を

設けることになっているが、その初会合があるというので、会

場がある官邸４階に向かった。そこで１時間以上も待たされて

やっと初会合が開かれたが、議題は地震や津波のことばかりで、

原発の関係では、１５条通報を受けて原災法に基づく「原子力

緊急事態宣言」を発令したというだけで、あっという間に終わ

った。  

③それ 以 上 官 邸 に い て も 仕 方 が な い の で 、 急 い で 安 全 委

に 戻 り 、午 後 ８ 時 頃 に 着 い た 。ま ず は 原 子 炉 の 構 造 が

詳 し く 記 載 さ れ た 図 面 を 探 そ う と し た が 、 安 全 委

の 書 類 を ひ っ く り 返 し て も 、 出 て く る 図 面 は 概 略

図 ば か り だ っ た 。  

④当時の１～３号機についての認識は、津波等で電気が完全

にない、全交流電源喪失（ＳＢＯ）を超えた全電源喪失状況に

あるということだった。そして、１号機は、電気がなくても非

常用の装置（ＩＣ）があるので冷却できると思っていた。直流

電源まで完全になくなるとＩＣが機能しなくなる設計になっ

ていることは、私はその 当 時 は 知 ら な か っ た 。ま た 、２ 号 機 、

３ 号 機 に は 、 Ｒ Ｃ Ｉ Ｃ と 呼 ば れ る 非 常 用 の 冷 却 装 置 が

あ っ た が 、 「 ２ 号 機 の Ｒ Ｃ Ｉ Ｃ が 止 ま っ た 」 と い

う 情 報 が 入 り 、 保 安 院 の Ｅ Ｒ Ｃ か ら の 連 絡 で は 、

コ ン ピ ュ ー タ で 計 算 し た と こ ろ 、 冷 却 系 が 止 ま れ

ば メ ル ト ダ ウ ン ま で ３ 時 間 が 勝 負 と い う こ と だ っ
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た 。 当 時 は ２ 号 機 が 一 番 危 な い と 考 え て い た 。  

⑤圧力容器にはトラブルで内部の圧力が上昇した時に破裂

しないよう、水蒸気を外側の格納容器に排出するＳＲ弁（主蒸

気逃し安全弁）がついている。このＳＲ弁を開けて格納容器の

中に大量の水蒸気を出すと、当然、格納容器の圧力 が 上 が る 。

そ の ま ま 何 も し な い と 、 最 悪 の 場 合 、 格 納 容 器 が 壊 れ て

し ま う か も し れ な い 。 そ こ で 、 格 納 容 器 の 水 蒸 気

を 外 部 に 逃 が す 弁 （ ベ ン ト 弁 ） が つ い て い る 。 こ

れ を 開 け る と 水 蒸 気 と 一 緒 に 放 射 性 物 質 が 外 に 出

る が 、 格 納 容 器 が 壊 れ る よ り は い い と い う こ と で

あ る 。  

⑥私は、なるべく早い段階でＳＲ弁とベント弁を開くべきで

はないかと考えていた。福島第一原発の原子炉には消火用ポン

プなどを使って注水できる配管が備えてあるので、原子炉内部

の圧力が十分に低ければ、ここから継続的に水を入れられるよ

うになる。もちろん、一定量の放射性物質が漏れ 出 す こ と に

は な る が 、 炉 心 の 核 燃 料 が 溶 け た り し な け れ ば 、 漏 れ

る 放 射 性 物 質 も わ ず か で あ る 。 た だ 、 重 大 な 問 題

が あ っ た 。 Ｓ Ｒ 弁 を 開 く に は 電 源 だ け で な く 圧 縮

空 気 も 必 要 で あ る 。 さ ら に ベ ン ト 弁 に つ い て は 、

こ れ を 開 け る と い う の は 世 界 で 初 め て の 操 作 で あ

り 、 放 射 能 漏 れ が 起 こ ら な い よ う に 、 簡 単 に は 開

か な い 構 造 に な っ て い る の で 、 果 た し て 電 源 の な

い 中 で 、 弁 の 手 動 操 作 は 本 当 に で き る の か と い う

こ と で 、 そ れ を 確 か め る た め に も 図 面 が ほ し か っ

た 。  
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⑦ベント弁を開くとすれば、放射性物質が外部に出るので、

事前に周辺住民を避難させることも考えなければな ら な い 。

ど の 範 囲 ま で 、ど う 避 難 し て も ら う べ き か 等 を 検 討 の

最 中 に 、 ま た 官 邸 か ら 呼 び 出 さ れ た 。 メ ル ト ダ ウ

ン ま で ３ 時 間 く ら い し か な い と い う 計 算 結 果 も あ

り 、 残 さ れ た 時 間 で 一 体 何 が で き る の か も っ と 検

討 し た か っ た が 、 仕 方 な く 、 官 邸 に 向 か っ た 。  

（イ）午後９時頃、官邸に入ってから避難区域を３キロとした上で

１０ｋｍに拡大するに至った経緯（甲ハ７３・５３～６５頁） 

ａ）３キロについて  

①午後９時頃官邸に着くと、保安院平岡次長の案内だった

と思うが、地下にある危機管理センターの中二階の部屋に連

れて行か れ た 。 室 内 で 、 海 江 田 経 産 相 か ら 、 「 東 電 か

ら 自 衛 隊 を 使 い た い 、周 辺 住 民 の 避 難 が 必 要 だ と

言 っ て き て い る 。 し か し 、 我 々 は 素 人 な の で 判 断

で き な い 。 あ な た の 意 見 を 聞 き た い 」 と 質 問 さ れ

た 。 法 律 上 も 制 度 上 も 、 原 災 本 部 の 事 務 局 は 保 安

院 で あ り 現 地 に 人 も い る の に 、保 安 院 は ど う し て

大 臣 に き ち ん と 説 明 し な い で こ ち ら に 丸 投 げ し

て き た の か 、い ま だ に 不 可 解 だ し 納 得 が で き な い 。 

②それでも尋ねられた以上、対応しなければならないので、

「とりあえず周囲３キロは避難してください」と応えた。国

際原子力機関（ＩＡＥＡ）が提唱している予防的 措 置 範 囲（ Ｐ

Ａ Ｚ ） の 指 針 で は ３ キ ロ か ら ５ キ ロ だ が 、 最 も 狭 い

３ キ ロ く ら い は 、一 刻 も 早 く 避 難 す べ き だ と 考 え

た か ら で あ る 。官 邸 に 来 る 直 前 に 保 安 院 か ら ２ 号
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機 の Ｒ Ｃ Ｉ Ｃ が 止 ま っ た と い う 情 報 が 入 っ て い

た が 、メ ル ト ダ ウ ン ま で は ３ 時 間 く ら い 余 裕 が あ

る と 聞 い て い た の で 、ま だ な ん と か な る と そ の 時

は 思 っ て い た の で 、 避 難 も 「 念 の た め 」 「 予 防 的

に 」 と お 話 し た よ う に 記 憶 し て い る 。  

ｂ）１０キロへの拡大について  

①この中二階の部屋では、政治家は海江田大臣、福山官房

副長官、寺田補佐官、細野補佐官、枝野官房長官など が 出 入

り し て い て 、 私 は 、 こ れ ら 政 治 家 た ち か ら の 原 発 に

つ い て の 基 本 的 な 質 問 に 応 え て 解 説 す る 役 目 を

し て い た 。 そ れ に し て も 腹 が 立 つ の は 保 安 院 で 、

何 を 聞 か れ て も「 ふ に ゃ ふ に ゃ と し か 答 え な い と

い う 状 態 」 で 「 次 に 何 を す べ き か 」 と い う よ う な

提 案 は 一 切 な く 、「 ま る で 宿 題 を や っ て こ な い 生

徒 の よ う に 総 理 と 目 を 合 わ せ な い よ う に し て い

た 」 と い う こ と で あ る 。  

②午前零時頃だったと思うが、東電の武黒から、１号機の

格納容器圧力が上がっているという情報が伝えられた。私は、

圧力上昇の理由が分からなくて混乱していた。この段階では

１号 機 は 電 源 を 失 っ て も 重 力 で 自 然 に 水 が 循 環 す る Ｉ

Ｃ で 炉 心 が 冷 却 さ れ て い る と 考 え て い た か ら だ 。 

③ＩＣが止まってしまっているとすれば、すぐ空焚きにな

って、炉心の核燃料が溶けてしまう。いわゆるメルトダウン

だ。「事態は思ったよりずっと早く進んでいるのかもしれな

い」と考えると、緊張した。格納容器を壊さずに圧力容器に

水を入れて冷やすには、やはりベントは不可欠である。この
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状態でベントを行えば、かなりの放射性物質を出すことにな

るが、もはややむを得ない。  

④ベントに関してはあくまで最終手段だと認識されてい た

の で 、日 頃 か ら 訓 練 を 重 ね て き た わ け で は な い 。し か

も 、福 島 第 一 原 発 は 停 電 で 完 全 に 真 っ 暗 の 状 態 だ 。

ベ ン ト 弁 は 原 子 炉 の 建 屋 の 奥 に あ る 。長 い 距 離 を

歩 い て 行 っ て 、電 源 を 設 置 し て コ ン プ レ ッ サ ー を

繋 ぐ と い う の は 難 し い 作 業 で あ る 。  

⑤午前３時頃、２号機のＲＣＩＣが動いているとの連絡が

届いた。これで２号機はまず良しとなったが、安心するどこ

ろではなく、１号機では原因不明の圧力上昇が続いていた。

なんとかしなければならない。午前６時前、１０キロ圏内の

住民に避難指示をだすこととなった。最初の３キロは予防の

ため、念のためだ っ た が 、 今 度 は 「 本 気 」 の 避 難 だ 。 そ

れ ほ ど 危 機 的 な 状 況 に 陥 っ て い た 。  

（ウ）以上の要旨  

①官邸に入った午後９時頃は、２号機が一番危ないと考えら

れていて、そのＲＣＩＣが停止して冷却系が止まればベントダ

ウンまで３時間が勝負ということだった。  

②そのため、２号機について早期にベントを実施すべきであ

ると考えていたが、そのベントには次の２種類あると考えてい

た。  

Ａ：核燃料が露出してメルトダウンが始まる前までの間に

おけるベント  

＜必要性＞低圧注水系へ移行するため  

＜ 放 出 さ れ る 放 射 性 物 質 の 量 ＞ 炉 心 の 核 燃 料
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が 溶 け た り し て い な い た め に 僅 か  

Ｂ ：核 燃 料 が露 出 し てメ ル ト ダウ ン が 始 ま っ た 後の ベ ン

ト・・かなりの放射性物質を出すことになる  

＜必要性＞格納容器の破壊を防ぐため。  

＜放出される放射性物質の量＞炉心の核燃料が溶けた

りしているためにかなり量となる。  

③そして、当初は上記Ａの状態を考えていたが、午前０時こ

ろに東電・武黒から「１号機圧力上昇」の情報を伝えられて、

圧力上昇の原因が分からず混乱状態の中で、上記Ｂの状態に至

っている疑 い を 持 つ よ う に な っ た 。  

④ 午 前 ６ 時 前 の １ ０ キ ロ 圏 内 避 難 指 示 の 段 階 で は 、上 記

Ｂ の 状 態 を 想 定 す る に 至 っ て い た 。  

（２）国対策本部（官邸）が、ベント実施決定時に避難区域を拡大し

なかった理由及びその重大な誤りとその原因  

以上の経緯と理由を踏まえて、国対策本部（官邸）がベント実

施決定時に避難区域を拡大しなかった理由及びその重大な誤りと

その原因を述べると以下のとおりである。  

ア  拡大しなかった理由及びその重大な誤り  

官邸が、避難区域の範囲を当初の３キロから１０キロに拡大し

たのは、上記のとおり、午前１時３ ０ 分 こ ろ の １ 号 機 に つ い て

の ベ ン ト 実 施 決 定 時 で は な く 、そ れ よ り 大 幅 に 遅 れ た 午 前 ５

時 ４ ４ 分 で あ り 、か つ 、そ れ が 斑 目 委 員 長 の 助 言 に 基 づ い た

も の で あ っ た 。 し か も 、 そ の 斑 目 委 員 長 の 助 言 は 、 １ 号 機 の

危 機 的 状 況 に つ い て の 認 識 の 重 大 な 誤 り に 基 づ く も の で あ

っ た こ と は 、 次 の と お り 明 ら か で あ る 。  

①斑目委員長は、「ＩＣが止まってしまっているとすれば、す
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ぐ空焚きになって、炉心の核燃料が溶けてしまう。いわゆるメル

トダウンだ 。」と 認 識 し て い た（ 上 記 第 ４ ，２（ １ ）イ（ イ ）

ｂ ）② ③ 参 照 ）。同 時 に 、吉 田 所 長 が ベ ン ト 実 施 を 決 定 し

た 理 由 も 「 Ｉ Ｃ が 正 常 に 作 動 し て い な い 」 と 認 識 し

た こ と に よ る も の で あ り 、 か つ 、 吉 田 所 長 は 、 そ の

認 識 に 基 づ き 、 １ ２ 日 ０ 時 ５ ５ 分 頃 、 官 公 庁 等 に 対

し 、 原 災 法 １ ５ 条 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 特 定 事 象 （ 原

子 炉 格 納 容 器 圧 力 異 常 上 昇 ） が 発 生 し た と 報 告 し て

い た （ 第 １ ， ２ （ １ ） ア ② ③ 及 び 同 ウ ② 参 照 ） 。  

②しかし、斑目委員長は、その当時、１号機の格納容器の圧力

上昇の情報について、「午前零時頃だったと思うが、東電の武黒

か ら 、１ 号 機 の 格 納 容 器 圧 力 が 上 が っ て い る と い う 情 報 が 伝

え ら れ た 。私 は 、圧 力 上 昇 の 理 由 が 分 か ら な く て 混 乱 し て

い た 。 こ の 段 階 で は １ 号 機 は 電 源 を 失 っ て も 重 力 で

自 然 に 水 が 循 環 す る Ｉ Ｃ で 炉 心 が 冷 却 さ れ て い る と

考 え て い た か ら だ 。 」 と 供 述 し て い る （ 上 記 ２ （ １ ）

イ （ イ ） ｂ ） ② 参 照 ） 。 こ れ は 、 斑 目 委 員 長 が 、 福

島 第 一 原 発 の 原 子 炉 の 詳 し い 図 面 を 確 認 で き な い 中

で 、 「 １ 号 機 は 、 電 気 が な く て も 非 常 用 の 装 置 （ Ｉ

Ｃ ） が あ る の で 冷 却 で き る と 思 っ て い た 。 直 流 電 源

ま で 完 全 に な く な る と Ｉ Ｃ が 機 能 し な く な る 設 計 に

な っ て い る こ と は 、 私 は そ の 当 時 は 知 ら な か っ

た 。 」 と 述 べ て い る （ ２ （ １ ） イ （ ア ） ③ ④ 参 照 ）

よ う に 、１ 号 機 の Ｉ Ｃ の 基 本 的 な 機 能 の 理 解 に つ い て 重 大 な 誤

り を 犯 し て い た こ と に よ る も の で あ る こ と は 明 ら か で あ り 、か

つ 、そ の 誤 っ た 助 言 に 依 拠 し た 官 邸 も 、同 時 に、同 様 の 重 大 な
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誤 り を 犯 し て い た こ と と な る こ と は 自 明 の 理 で あ る 。  

③したがって、斑目委員長が、当時、１号機のＩＣの基本的な

機能の理解についてかかる誤りを犯していなければ、官邸による

午前５時４４分の避難指示の範囲を１０ｋｍ圏内まで拡大する決

定は、当然に、ベント実施決定時の午前１時 ３ ０ 分 頃 に は 行 わ

れ て い た こ と に な る 。  

イ  官邸の重大な誤りの 原 因  

（ア）被告国の事前対策の重大な不備が原因  

①安全委が本件事故前に定めていた防災指針は、原告第１５

準備書面（その１）の第３章において詳述したとおり、緊急時

における避難指示の在り方（避難指示を発出すべき時期、避難

区域の範囲等の判断基準）について、ＥＲＳＳやＳＰＥＥＤＩ

といった予測システムをもとに判断されるものと定めていたた

めに、この予測システムの利用に失敗した場合や迅速に利用さ

れなかった場合には、住民の退避、避難が円滑に行われず、住

民に放射線被ばくが生じるリスクあって、関係者の間で問題視

さ れ て お り 、安 全 委 に よ っ て Ｉ Ａ Ｅ Ａ 基 準 の 導 入 も 検 討 さ

れ た が 、 保 安 院 等 が 反 対 し た こ と に よ り 、 結 局 実 現 し な い

ま ま と な っ て い た 。  

②そして、この予測システムは、原子炉から放出される放射

線や放射性物質の測定値（放出源情報）を基に運用することと

なっていたが、本件事故発生時には、後述（第５章第４、３（２）

ア（ア））するとおり、被告東電及び被告国の事前対策の不備

により、放出源情報が得られず、この予測システムが迅速に利

用され得ないこととなって、正に関係者の間で問題視されてい

たことが現実化してしまったということである。  
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③要するに、被告国は、本件事故発生時においては、緊急時

における避難指示の在り方について、緊急時における予測シス

テムの利用に失敗等した場合における適切な判断基準を用意し

ていなかったということであり、かかる事前対策の不備が、被

告国（官邸）によって、斑目委員長の個人的かつ誤った助言に

依拠して避難指示区域拡大等に関する誤った決定が行われる原

因になるなど、関係者が問題視していたとおり重 大 な 原 因 と な

っ た と い う こ と で あ る 。  

（ イ ） 被 告 国 の 応 急 対 策 実 施 時 に お け る 対 応 の 重 大 な 誤 り も 原

因  

①国会事故調報告書は、「３ .３ .４」の「４）政府内部での

連携不足」（３０２頁）において、次のように指摘している。 

「原災マニュアル上 ､現地対策本部の機能が立ち上がるま

での段階の避難区域の決定については、原災本部事務局が主導

的な役割を果たすものとされ、官邸 5階によって避難区域が決定

される と い う 事 態 は 事 前 に は 想 定 さ れ て い な か っ た 。 そ の

た め 、原 災 本 部 事 務 局 、現 地 対 策 本 部 や安全委員会等の関係

機関の間では､原災マニ ュ ア ル が 予 定 し て い た 協 力 体 制 が 構

築 さ れ な か っ た 。原 災 本 部 事 務 局 で は 、半 径 3km 圈内の避難

区域決定前の 3月１１目 21時 12分時点で、 2号機のベントを想定

し、その影響確認のため、仮定値を用いた SPEEDI による予測計

算を行っていた。また、文科省の原子力災害対策支援本部にお

いても、原災本部事務局等からの照会に備えて、 18時以降、福

島第二原発における単位量放出を仮定した SPEEDI によ る 予 測

計 算 を 1時間おきに行っていた。しかし、これらの検討結果が

官邸 5階を含む政府内で共有されることはなく、これとは無関係
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に避難区域が 決 定 さ れ た 。 結 局 、 避 難 区 域 の 決 定 に 当 た っ

て 能 動 的 な 役 割 を 果 た す べ き 原 災 本 部 事 務 局 は 、官 邸 5階に

対して何の提案等もできないまま、官邸 5階が独自に決定した避

難指示を、その根拠も分からないまま受け取ることになった。」 

②国会事故調報告書の上記指摘のとおり、官邸が午前５時４

４分に避難指示の範囲を１０ｋｍ圏内まで拡大した当時に斑

目委員長が認識していた１号機の危機的状況は、既に ベ ン ト 実

施 決 定 時 に 存 在 し て い た の で あ る か ら 、官 邸 の 判 断 基 準 に

よ っ て も 、ベ ン ト 決 定 時 に 、少 な く と も の １ ０ ｋ ｍ 圏 内 ま

で 拡 大 さ れ て い た こ と に な る の に 、 原 災 本 部 事 務 局

（ 保 安 院 ） や Ｓ Ｐ Ｅ Ｅ Ｄ Ｉ を 所 管 す る 文 科 省 が そ

の 役 割 を 果 た さ ず 、 か つ 、 そ の た め に 官 邸 が 、 当

然 に 踏 ま え る べ き 国 現 地 対 策 本 部 や 合 同 対 策 協 議

会 等 の 意 見 も 踏 ま え な い ま ま に 独 走 し 、 誤 っ た 決

定 に 及 ん だ と い う こ と で あ る 。  

（３）避難区域を拡大すべきであった時期及び理由と程度  

以上（１）、（２）の経緯等を踏まえると、被告国が避難区域を拡

大すべきであった時期及び理由と程度は、以下のとおりである。  

ア  時期及び理由  

（ア）時期  

ベント実施決定時に お い て は 、 既 に 事 態 は 急 を 要 し て い

た の で あ り 、 迅 速 に 避難区域の拡大等を決 定 す べ き で あ っ

た し 、ま た 、そ れ は 可 能 で あ っ た 。１ ２ 日 午 前 ３ 時 ０ ６ 分

に 行 わ れ た 枝 野 官 房 長 官 の 記 者 会 見 も 、そ の 決 定 を 踏 ま え

て 行 う べ き で あ っ た 。  

（イ）理由  
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①原子力災害の特殊性からして、国対策本部による避難指示

対象範囲の迅速、適切な決定は、被ばくから逃れるために避難

を強いられる住民にとっても、国対策本部の決定に従って住民

に避難指示を発出する責務を負わされている地元自治体にと

っても、不可欠の重要性を有していた 。そ れ が 放 射 能 被 ば

く か ら 住 民 の 生 命 等 を 守 る た め の 不 可 欠 の 情 報 だ

っ た か ら で あ る 。  

②そして、当初の３キロ範囲の避難指示は、斑目委員長の供

述にもあるとおり、全くの「予防的」「念のため」のもであっ

たが、その後、１号機について冷却機能停止による格納容器圧

力の異常上昇という危機的状況が判明してベント実施決定に

至り、「本気」の住民避難が必要な段階となったのであるから、

国対策本部には、原災法上の「万全の措置を講じる」という責

務に則って、住民に被ばくさせないよう迅速、適切に避難範囲

の拡大を決定すべき法的 義 務 が あ っ た こ と は 明 ら か で

あ る 。  

イ  避難区域拡大の程度  

①１号機のベント実施決定時には、既述のとおり、既に午前５

時４４分に避難指示の範囲を１０ｋｍ圏内まで拡大した時点のみ

ならず、１８時２５分に避難指示の範囲を２０ｋｍ圏内まで拡大

した時点における拡大の理由、つまり１号機の危機的状況及びそ

の後実際に発生した原子炉建屋の爆発という事象は、「万全の措

置を講じる」という観点から、当然に想定しておくべ事象だった

ことは明らかである。したがって、当時の官邸の判断基準からし

ても、ベント実施決定時に行 う べ き で あ っ た 避 難 範 囲 の 拡

大 の 程 度 は ２ ０ キ ロ だ っ た と い う こ と と な る 。  
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②しかも、官邸の拡大決定は、斑目委員長の助言に従って、１

０キロについてはＩＡＥＡのＡＰＺ基準により決定し、２０キロ

については、同様にＩＡＥＡの基準によるのであればＵＰＺの最

大３０キロまで拡大すべきであったのに、従前のＥＰＺによる最

大１０キロによる決定でとどめるという恣意的かつ矛盾したもの

であって、国会事故調報告書においても、合理的な根拠に基づく

決定ではなかったと指摘されているとおりである。  

③以上、要するに、当時のＩＡＥ Ａ の 判 断 基 準 に お い て は 、

避 難 区 域 は 最 大 ３ ０ キ で あ り 、か つ 、当 時 の 状 況 か ら し て ３

０ キ ロ 未 満 に と ど め 得 る 合 理 的 な 根 拠 は 存 在 し て い な か っ

た 。 し た が っ て 、 Ｉ Ａ Ｅ Ａ の 基 準 に よ る の で あ れ ば 、 ベ ン ト

決 定 時 に お い て 拡 大 す べ き 範 囲 は ３ ０ キ ロ だ っ た と い う こ

と は 、 明 ら か で あ る 。  

④そ も そ も 被 告 国 は 、既 述 の と お り 、事 故 前 に お い て は 、推

進 本 部 予 測 を 意 図 的 に 想 定 外 と し て 原 子 力 災 害 は 実 際 に は 起

き る 可 能 性 は 極 め て 小 さ い と し て 、 SPEEDI 等 の 予 測 シ ス テ ム

に よ り 実 測 値 に 基 づ い て 避 難 範 囲 を 決 定 す る「 Ｅ Ｐ Ｚ 」し か 用

意 し て お ら ず 、か か る 実 測 値 に 基 づ か な い 避 難 範 囲 等 の 決 定 基

準 は 持 ち 合 わ せ て い な か っ た 。し た が っ て 、本 部 が、そ の よ う

な 状 況 下 に お い て 、避 難 範 囲 等 の 決 定 を 正 当 化 し 得 る 方 策 と し

て は 、合 同 対 策 協 議 会 の 審 議 、決 定 を 経 て 地 元 自 治 体 を 含 む 関

係 機 関 の 合 意 を 得 る こ と が 唯 一 の 方 途 で あ っ た が 、国 対 策 本 部

は そ の 方 途 を も 無 視 し た 。し か も、上 記 の Ｉ Ａ Ｅ Ａ 基 準 自 体 が 、

被 ば く の 確 定 的 影 響 を 回 避 す る 観 点 か ら 定 め ら れ た も の で あ

っ て 、一 般 公 衆 の 年 間 １ ミ リ シ ー ベ ル ト 基 準 に よ る「 被 ば く し

な い 権 利 」を 保 護 す る 観 点 か ら 見 れ ば 、極 め て 不 十 分 で 問 題 の
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あ る 基 準 で あ っ た か ら 、当 時 双 葉 町 災 害 対 策 本 部 長 で あ っ た 原

告 の 了 解 を 得 ら れ た と は 一 概 に 断 じ が た い 基 準 で あ っ た と 言

わ ざ る を 得 な い 。  

⑤以上のとおり、被告国（国対策本部）がベント実施決定時に

避難範囲の拡大をしなかったことは、原災法等に基づく義務に違

反し、その結果、原告を被ばくさせたのであって、その責任は重

大である。  

３ ベント実施に伴う避難に必要な情報を双葉町に伝達しなかった責任

（責任その３）・・被告国及び被告東電の責任 

（１）双葉町等市町村への情報伝達義務の法令上の根拠  

ア  法令上の定め      

被告国及び被告東電の双葉町等関係自治体への情報伝達について

は、東電防災業務計画において、１０条通報、１５条通報等につい

て情報伝達が義務付けられていた（既述の第２、１（３）ウ参照）

ほか、原災法２３条に基づいて防災基本計画が以下の①②のよう

な規定を置いて、被告国や関係自治体等が対策拠点施設であるオ

フサイトセンターにおいて開催される合同対策協議会において情

報を共有し、応急対策を総合的、一体的に実行することとしてい

て、その具体的な運用を原子力災害対策マニュアルが定めて い た 。 

①防災基本計画第１章第２節２、（３）防災関係機関相互の連

携体制の整備  

「原子力緊急事態宣言発出後におけ る 現 地 の 情 報 の 収 集 は 、

情 報 収 集 ル ー ト が 錯 綜 す る こ と を 避 け る 観 点 か ら 、 原 則

と し て 原 子 力 災 害 合 同 対 策 協 議 会 に 一 元 化 す る も の と す

る 。 」  

②同第２章第１節２、（２）原子力緊急事態宣言発出後の応急
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対策活動情報、被害情報等の連絡  

「○現地対策本部、指定公共機関、緊急事態応急対策実施区

域に係る地方公共団体の対策本部、指定地方公共機関及び原

子力事業者 そ の 他 関 係 機 関 は 、 対 策 拠 点 施 設 に お い て 、

施 設 の 状 況 の 把 握 、 モ ニ タ リ ン グ 情 報 の 把 握 、 医 療 関 係

情 報 の 把 握 、 住 民 避 難 ・ 屋 内 退 避 状 況 の 把 握 等 の 機 能 別

に 分 け た グ ル ー プ に そ れ ぞ れ 職 員 を 配 置 す る こ と に よ り 、

常 時 継 続 的 に 必 要 な 情 報 を 共 有 す る と と も に 、 各 々 が 行

う 緊 急 事 態 応 急 対 策 に つ い て 必 要 な 調 整 を 行 う も の と す

る 。 」  

「○関係機関は、対策拠点施設に派遣した職員に対し各々が

行う緊急事態応急対策活動の状況、被害の状況等に関する情

報を随時連絡するものとする。」  

「○原子力保安検査官等現地に配置された安全規制担 当 省

庁 の 職 員 は 、 引 き 続 き 現 場 の 状 況 等 の 把 握 に 努 め 、 対 策

拠 点 施 設 に 随 時 連 絡 す る も の と す る 。 」  

「○原子力防災専門官は、対策拠点施設において、必要な 情

報 の 収 集 を 行 う と と も に 、 原 子 力 事 業 者 、 緊 急 事 態 応 急

対 策 実 施 区 域 に 係 る 地 方 公 共 団 体 、 関 係 機 関 等 の 間 の 連

絡 ・ 調 整 等 を 引 き 続 き 行 う も の と す る 。 」  

「○現地対策本部は、原子力災害対策本部との間において、

原子力事業者から連絡を受けた事項、緊急事態応急対策活動

の状況、被害の状況等を随時連絡するなど相互の連絡を密に

するものとする。」  

イ  合同対策協議会が開催されなかっ た 場 合 に お け る 被 告 ら の 関

係 自 治 体 に 対 す る ベ ン ト 実 施 に 関 す る 情 報 の 条 理 上 の 伝 達
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義 務  

①以上のとおり、双葉町等への情報伝達は、法令上は、合同対策協議

会の場を通じて行われることとなっていたが、実際には合同対策協議会

は全く開催されなかった。そして、法令上、合同対策協議会が開催され

ないなどという原災法２３条違反の事態は想定され得なかったために、

合同対策協議会が開催されないことを想定した情報伝達の方法も法令

には定められていなかった。したがって、合同対策協議会が開催されな

い場合には、原災法の趣旨、目的からして、条理上、双葉町等関係自治

体への情報伝達の義務が被告国及び被告東電に残ることは言うまでも

ないことである。 

②そして、被告東電はベントの実施主体であり、被告国は規制

当局としてこれを了解していたのであるから、共にベント実施の

当事者として、条理上当然に、双葉町等関係自治体に対し、ベン

ト実施に関する情報を伝達すべき義務が課されていたことは明ら

かである。  

（２）伝達すべきであったベント実施に関する情報の程度、内容  

ア  双葉町災害対策本部長は、既述のとおり避難指示等応急対策実

施上の要の役割を担わされていたのであるから、合同対策協議 会

が 開 催 さ れ て い れ ば 当 然 に 伝 達 さ れ る べ き 情 報 、 す な わ ち 、

第 １ の ２ に お い て 詳 述 し た 原 子 炉 の 危 機 的 状 況 及 び か か る

状 況 へ の 対 応 と し て の ベ ン ト 実 施 に 関 す る 情 報 は 、当 然 に 伝

達 す べ き で あ っ た 。  

イ  被告らの既述のテレビ等による広報（第２・１（４）ア参照）

は、住民に対する広報であって、本来であれば、双葉町自身も直

接被告らと情報を共有して協議、決定した上で行うべきであった。

現に「防災基本計画第２章  第７節   関係者等への的確な情報伝達
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活動」の「（１）周辺住民等への情報伝達活動」において、「○

関係機関は、原子力災害合同対策協議会の場を通じて十分に内容

を 確 認 し た 上 で 、情 報 の 公 表 、広 報 活 動 を 行 う も の と す る 。」

と 定 め ら れ て い た の で あ る 。  

（３）双葉町への伝達は可能だった。  

被告らの双葉町への伝達は可能だったことは、既出の第２、１

（３）エにおいて述べたとおりである。  

（４）被告らが情報伝達を怠った責任の重大性  

ア  以上のとおり、双葉町対策本部長が原災法によって住民に対す

る防災対策実施上要の責務を負わされていること、及び被告らか

らの情報提供がなければ、双葉町対策本部長はその責務を全く果

たせないこととなるところから、被告らにはその情報を伝達すべ

き重大な義務が課されてにもかかわらず、被告らはその 義 務 を 完

全 に 怠 っ た も の で あ る 。  

イ  また、被 告 国 の 公 表 姿 勢 に つ い て は 、 国 会 事 故 調 が 「 政 府

は 、確 実 で あ る こ と が 確 認 さ れ た 情 報 の み を 発 信 す る と い う 、

情 報 発 信 側 の 責 任 回 避 と も と れ る 対 応 に 終 始 し た 。」と 厳 し

く 指 摘 し て い る と こ ろ で あ る が 、そ も そ も か か る 上 記 の 伝 達

す べ き 情 報 は 、い ず れ も 原 子 炉 の 危 機 的 状 況 に 関 す る 客 観 的

で 確 実 な 事 実 で あ っ て 「 不 確 か な 情 報 」 で は な い 。 し か も 、

か か る 対 応 は 一 般 住 民 に 対 す る も の で あ っ て 、原 災 法 に よ っ

て 住 民 に 対 す る 防 災 対 策 実 施 上 要 の 責 務 を 負 わ さ れ て い る

双 葉 町 災 害 対 策 本 部 長 に 対 し て は 、許 容 し 得 な い 対 応 で あ る

こ と は 明 ら か で あ る 。  

４ ベント実施に際し双葉町民の安全確認（避難状況確認）及び迅速、適

切な救護等をすべき義務があったのに、全く行わなかった責任（責任そ
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の４）・・被告国及び被告東電の責任 

（１）ベント実施に際しての住民の安全確認等の義務について  

ア  安全確認等義務の法的な根拠について  

ベント実施に際しての住民の安全確認及び迅速、適切な救護等

（以下「安全確認等」という。）が、原災法２６条１項３号の「被

災者の救難、救助その他保護 等 に 関 す る 事 項 」に 該 当 す る こ と

は 、 明 ら か で あ る 。  

イ  安全確認等義務 の 実 施 機 関 に つ い て  

（ア）防災基本計画上の自治体の責務  

①防災基本計画第 ２ 章 、 第 ３ 節 の 「 １  屋 内 退 避 、 避 難

誘 導 等 の 救 護 活 動 の 実 施 」は、次のとおり地方公共団体の責

務を規定していた。  

「○地方公共団体は、内閣総理大臣の指示に従い、又は独自

の判断により、住民等に対して、屋内退避又は避難のための

立ち退きの勧告又は指示等の緊急事態応急対策等を行うもの

とする。」  

「○地方公共団体は、避難のための立ち退きの勧告又は指示

等を 行 っ た 場 合 は 、 住 民 の 避 難 状 況 を 確 認 す る も の と す

る 。 」  

②しかし、地方公共団体である双葉町には、ベント実施の決

定及びその実施に関与する機会を与えられていなかったのみ

ならず、ベント実施の決定に関する情報さえ全く伝達されてい

なかったのであり、ベント実施に伴う安全確認等の実施は不可

能であった。  

（イ）被告国及び被告東電の防災基本計画及び原子力災害対策マニ

ュアルを踏まえた条理上の責務  
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①上記の防災基本計画第 ２ 章 、 第 ３ 節 の 「 １  屋 内 退 避 、

避 難 誘 導 等 の 救 護 活 動 の 実 施 」は、内閣総理大臣及び国対策本

部長の責務について、次のとおり定めていた。 

「内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言を発出するとともに、人命

の安全を第一に、原子力安全院会が定めて指針を踏まえ、地方公共

団体が行う屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示、安

定ヨウ素剤の予防服用等の緊急事態応急対策の実施について、指導、

助言、又は指示するものとする。また、その後原子力災害対策本部

長は、緊急事態の状況に応じ、必要な指示等を地方公共団体に対し

行うものとする。」 

②また、被災者の救助・救護等に関する事項については、関

係機関が合同対策協議会において総合調整を行うべきことが、

原子力災害対策マニュアル３７頁に明記さ れ て お り 、 か つ 、

同 ３ ７ 頁 の 図 解 に は 、被 災 者 の 救 助・救 護 等 活 動 の 第 一 次

責 任 が 原 子 力 事 業 者 に あ る 旨 図 解 さ れ 、説 明 と し て 、 「原

子力事業者は、防災関係機関に対し、適切な情報、防災資機材

の提供、要員の提供を行う。」「防災関係機関は、原子力事業

者に対し、指導助言を行う。」と記載されていた。  

③要するに、被告国及び被告東電を含めた関係機関の責務に

ついては、合同対策協議会の場において情報を共有しつつ総合

的、一体的に実施することが関係機関の応急対策実施上の義務

として法令上明確に定められていたのである。しかし、被告国

は合同対策 を 開 催 し な か っ た の で あ り 、 か つ 、 ベ ン ト 実 施

を 認 識 し た 上 で 安 全 確 認 を 実 施 す る こ と が 可 能 で あ っ た

の は 、ベ ン ト の 実 施 主 体 で あ る 被 告 東 電 と 、ベ ン ト 実 施 に

関 す る 情 報 を 東 電 か ら 報 告 さ れ て こ れ を 了 解 し て い た 被
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告 国 だ け で あ っ た 。  

④したがって、被告国が違法に合同対策協議会を開催しない

状 況 下 に お い て は 、そ の 情 報 を 有 す る 被 告 東 電 及 び 被 告 国

に は 、当 然 に 安 全 確 認 等 を 実 施 す べ き 義 務 が 条 理 上 課 さ れ

て い た と 解 す べ き で あ る 。  

（２）被告らの双葉町における住民避難の確認状況とその評価  

ア 確認状況 

（ア）被告東電の確認状況・・大熊町役場への確認のみで双葉町無視 

①政府事故調中間報告書（１５１頁の b①）は、被告東電による大

熊町役場への町民避難の確認状況について次のとおり記述している。 

「３月１２日９時２分頃、発電所対策本部は、大熊町役場との間

の電話連絡を通じて、まだ避難が済んでいなかった大熊町内の住

民の避難が全て完了したと認識し、１/２号機中央制御室の当直長

に対し、原子炉格納容器ベントの操作をするよう指示した。もっ

とも、この時点で、大熊町内で避難が完了していたのは一部住民

のみであったが、発電所対策本部は、大熊町役場との間の十分な

意思疎通を図ることができず、避難状況について誤って把握して

いた。」 

②しかし、政府事故調中間報告書は、双葉町民の確認状況について

は一切記述していない。要するに、双葉町災害対策本部長であった原

告が主張しているとおり、被告らは、双葉町役場にはその確認をして

いなかったということである。しかも、大熊町役場に対する町民避難

についての確認状況も極めて杜撰で不十分だったということである。 

（イ）現地対策本部における住民避難の確認状況  

①当 時 の 現 地 対 策 本 部 長 （ 池 田 経 済 産 業 副 大 臣 ）の 供 述

に よ れ ば 、オフサ イ ト セ ン タ ー を 拠 点 と す る 国 現 地 対 策 本
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部 に お い て は 、ベ ン ト 実 施 前 に は 、原 子 炉 の 危 機 的 状 況 へ

の 対 応 が 中 心 で あ っ て 、地 元 住 民 の 確 認 完 了 状 況 を 確 認 し

た 上 で 被 告 東 電 に ベ ン ト を 実 施 さ せ よ う と の 発 想 が 欠 如

し て い た こ と は 明 ら か で あ る（ 甲 ハ ７ １・池 田 聴 取 結 果 書

参 照 ） 。  

② そ も そ も 、国 現 地 対 策 本 部 の 事 務 局 で あ る 保 安 院 の 現

地 事 務 所 は 、事 故 前 か ら 充 実 し た 実 施 体 制 が 組 ま れ て い た

は ず で あ る が（ 原 告 第 １ ５ 準 備 書 面（ そ の １ ）第 ２ 章 第 ２ 、

２（ ３ ）イ（ イ ）参 照 ）、双 葉 町 災 害 対 策 本 部 長 で あ る 原

告 か ら 見 て も 、住 民 避 難 の 確 認 に 動 い た 形 跡 が 全 く 窺 え な

い 状 況 で あ っ た こ と は 、既 述 の と お り で あ る（ 第 ２ ，１（ ３ ）

エ 参 照 ） 。  

（ウ）国対策本部における住民避難の確認状況  

①国対策本部（官邸）においても、原子炉の危機的状況をベ

ント実施によって回避する試みを優先させて、住民の避難対策

を事実上放置していたに等しい状況にあったことは明らかであ

る（国会事故調報告書、政府事故調中間報告書参照）。  

②そもそも、国対策本部の事務局である保安院が、ベント実施決定

にいたる過程においても、ベント実施決定後におけるベント成功に至

る過程においても、事務局としての役割を放棄した状況にあったこと

が明らかであって（既述の第４、１（５）イ②及び東電初動対応文書

（甲ハ４６）９頁参照）、国現地対策本部に対して有益な指示をして

いたとは到底認められない。 

イ 評価 

（ア）以上のとおり、被告東電も被告国も、ベント実施決定後ベント成功

に至る間において、双葉町民の避難完了状況を全く確認していなかっ
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たこと、すなわち住民の安全確認等をしないままベントを実施してい

たことは明らかである。 

（イ）なお、原告が１２日１５時３６分頃の１号機建屋爆発時には双

葉町の施設において入所者等の避難誘導に当たっていた時には、

同施設の一つである双葉厚生病院の入院患者のうち重篤者につい

ては自衛隊のヘリで避難させる予定となっていたことは既述のと

おりである（既出の第２，３（２）イ（イ）④参照）。しかし、

このような自衛隊の支援は、同病院の院長の個人的ルートによる

手配によって実現したものであって、被告らの組織的な救護活動

によるものではないことは明らかである（国会事故調報告書４.２.

３の「４）大規模原子力災害に備えた医療機関の避難計画の問題点」

（３６３～３６４頁）参照）。 

 

第５章 緊急事態応急対策上の被告らの責任（その２）・・双葉町から川俣町

に避難した３月１２日夕刻から埼玉に再避難した同月１９日までの間（第２期）

について 

第１ １～４号機についての危機的状況と放射性物質の放出状況の推移につい   

て 

１ １～４号機についての危機的状況の推移（概要） 

本項においては５、６号機を除く１～４号機について記述することと

するが、この１～４号機については、各原子炉の高圧注水系（ＩＣ，Ｒ

ＣＩＣ及びＨＰＣＩ）が停止した後の低圧注水系への移行対策及び各原

子炉に設置されているＳＦＰ（核燃料プール）への注水対策が、同時並

行的に問題となっていた。そして、高圧注水系は、１号機が既に停止し

ていた上に、３号機が１３日２時４２分、２号機が１４日１３時２５分

にそれぞれ停止するに至り、かつ、各号機のＳＰＰについても水位が確
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認できない等により対応困難な状況が続いていた。 

原子炉の低圧注水系への移行については、概して言えば、いかに早く

消防車による代替注水を行えるかにかかっていたが、そのためには 

①ＳＲ弁による圧力容器の減圧 

②ベントによる格納容器の減圧 

③消防車を含む注水ラインの構築とその水源の確保 

の３つが必要条件であった。しかし、各号機の代替注水への移行は難

航を極め、その過程において、まず１号機建屋が爆発したことは前章

で述べたとおりであり、２～４号機についても、１４日１１時０１分

に３号機建屋爆発、１５日６時１０分頃に４号機建屋爆発、同日１１

時２５分には２号機格納容器の大破損等が次々と発生するなど危機

的状況が深刻化していたのであり、その具体的状況の推移は以下に記

述するとおりであった（政府事故調技術解説１１４頁参照）。 

（１）３月１２日の１号機建屋爆発後から同月１４日の３号機建屋爆

発まで  

ア １号機・・１号機建屋爆発後の作業により海水注入へ（政府事故調技

術解説６７～６８頁） 

（ア）建屋爆発の影響は、下記①～③のとおり 

①１２日１４時５３分から海水注入準備を開始し、ライン構成を１

５時３０分頃、ほぼ完了したが、建屋爆発により、新たな海水注入ラ

インの消防ホースが破損して使用不能へ 

②一部完成間近だった電源の復旧作業も一からのやり直しへ 

③職員は免震重要棟へ避難 

（イ）その後作業を開始し、１９時０４分海水注入の開始 

イ ２号機・・ＲＣＩＣ稼働中だが早めのベント準備へ（政府事故調技術

解説９４～９６頁） 
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①ＲＣＩＣが稼働中だったが、１号機でベント準備に手間取ったこ

との反省かから早めにベント準備をすべく、１２日１７時３０分ベン

ト準備指示が出され、１３日１１時頃には、調達した空気ボンベ及び

仮設照明用小型発電機を用いてＡ/Ｏ弁（大）を開けることができ、

ベントラインがラプチャーディスクを除き完成した。 

②ただし、この頃のＳ/Ｃ圧力はラプチャーディスク作動圧より低

く、ベントが直ちに実施されるわけではなかった。 

（ウ）夕方には、注水ラインも完成 

ウ ３号機・・ＨＰＣＩ停止後のベント難航中に建屋爆発（政府事故調技

術解説７９～９１頁） 

（ア）ＨＰＣＩを手動停止してＤ/ＤＦＰによる低圧注水へ切り替えよう

としたがうまくいかなかった。 

ａ）ＨＰＣＩの手動停止・・１３日２時４２分、次の理由により運転

員は、ＨＰＣＩを手動停止 

①許容範囲を下回る回転数でＨＰＣＩを運転せざるをえなかった

が、このような運転を続ければＨＰＣＩ破損の危険がある。 

②ＳＲ弁を開けて減圧を行えば、代替手段であるＤ/ＤＦＰによる

低圧注水が可能となる。 

ｂ）Ｄ/ＤＦＰによる代替注水が不可能へ 

①ＨＰＣＩ停止後、運転員はＳＲ弁の開操作を試みたがうまくい

かなかった。バッテリーの容量が低下していたことによる可能性が

高い。 

②ＨＰＣＩの冷却効果で０.５８ＭＰａｍで落ち込んでいた圧力

容器圧力は、３時には０.７７ＭＰａ、３時４４分には４.１ＭＰａ

と急上昇した。このため、Ｄ/ＤＦＰの吐出圧力では注水が物理的に

不可能となった。 
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（イ）ベントの本格的準備開始・・４時５０分頃、ベント用Ａ/Ｏ弁大弁

を開けるために電磁弁を励磁するための作業を開始したが、空気ボン

ベの交換や原子炉建屋の線量が高くなって８時頃には中央制御室に

引き返したことにより、Ａ/Ｏ弁が実際に開いたかどうかは確認でき

なかった。 

（ウ）消防車による海水注入の準備開始と実施 

ａ）６時過ぎから消防車による海水注入の準備を開始し、７時頃には

準備は完成したが、官邸の意向が淡水注入であったところから、防

火水槽から淡水を汲み上げるラインに敷設し直した。 

ｂ）実際の淡水注入は、ＨＰＣＩ停止後７時間近く経過した９時２５

分頃からであった。しかし、防火水槽の水はやはり少なく、約３時

間後の１２時２０分頃には終了した。そしてその後、海水注入への

段取り換えを行い、実際に海水注入が開始されたのは１３時１２分

頃だった。 

（エ）ベントの準備及び実施 

ａ）７時４４分頃までに、１２Ｖバッテリー１０個を確保 

ｂ）８時４１分までにＡＯ弁とＭＯ弁の開操作を済ませたのでベント

ラインは完成し、格納容器の圧力がラプチャーディスクの設定圧力

以上になれば自動的にベントが行われる状態となったと判断 

ｃ）最初のベント実施状況 

①Ｄ/Ｗ圧力は９時２０分頃、ラプチャーディスク作動圧を超えて

ピーク値では０.６３７ＭＰａを示したが、その１４分後には０.５

４０ＭＰａまで低下した。そこで、発電所対策本部はＳ/Ｃベントが

９時２０分頃に実施されたと判断。 

②さらに１０時５５分にはＤ/Ｗ圧力は０.２７ＭＰａにまで大き

く減圧された。このことから、この頃ベントによる排気が大量に行
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われ、放射性物質を含むガスが排気塔から大気へ大量に排出された

可能性が高い。 

ｄ）その後のベント実施状況・・ＡＯ弁大弁「開」状態の維持に苦戦 

①１１時１７分頃、Ｄ/Ｗ圧力が再度上昇する傾向を示した。空気

ボンベ圧力の低下のためにベント弁の開状態が十分に維持できてい

ないと判断した。 

②そこで、線量の高まっていた原子炉建屋に入り、２班体制で１

５分以内に限って作業を行い、ボンベの交換などを行った。その結

果、Ｄ/Ｗ圧力は一旦は下がった。 

③線量の高まり・・１４時３１分頃、二重扉北側で３００ミリシ

ーベルト/ｈという高い数値が計測され、扉の内側には白いモヤモヤ

が見えた。そのような状況下、関係者は、１号機と同様な水素爆発

を恐れたが、有効な手立てを思いつくことはできなかった（８８）。 

④Ｄ/Ｗ圧力は１５時には再び上昇した。そのため、線量の高い建

屋内に入ってたびたびボンベを交換する方法には限界があると判断

し、コンプレッサーを用いる新たな方法を検討し、協力企業から可

搬式コンプレッサーを新たに調達することができ、１９時頃から運

転を始めた。 

⑤２時間ほど後の２２時３０分頃になって、ようやくエアが配管

内に行き渡ってきたためと思われるがＤ/Ｗ圧力は低下し始め、１４

日０時に０.２４ＭＰａまで下がった。そこで、発電所対策本部は、

ようやくＡＯ弁大弁「開」状態を維持できるようになったと考えた。 

（オ）海水枯渇による消防車注水停止と再開 

①１４日１時１０分頃、逆洗弁ピットの海水が枯渇したが、幸いに

まだ取水可能な海水が残っていることが発見され、３時２０分頃、注

水を再開することができた。 
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②その後、９時過ぎには、海から海水を汲み上げ、逆洗弁ピットに

継続的に給水するラインが完成した。 

（カ）ベント弁の不安定化とＤ/Ｗ圧力の上昇 

①１４日０時頃、安定したかに見えたベント弁が不安定になり、３

時４０分頃にはＤ/Ｗ圧力が再び上昇傾向となってきた。 

②そこで、メインのＡＯ弁・大弁だけではなく、バイパスの小弁の

方も開けてみることとし、仮設照明用小型発電機を用いて電磁弁を励

起し、また、５時頃には福島第二原発から調達した可搬式コンプレッ

サーに取り換えるなどの作業を行った。 

③しかし、Ｄ/Ｗ圧力は一向に下がらず、７時頃まで上昇し続け、

ピークで０.５２ＭＰａに達した。そのような状況から、それらの対

策はあまり効果がなかったと思われた。 

（キ）作業者一時避難 

①この頃、Ｄ/Ｗ圧力が０.５ＭＰａ台を推移しており、水素爆発前

の１号機の状況に近いと思われたことから、格納容器からの水素の漏

洩、及びそれに続く水素爆発が懸念されていた。 

②そこで、吉田所長は本店などにも相談した結果、作業員の安全の

ため６時３０分から４５分にかけて、作業員に重要免震等への一時退

避命令を出した。 

③しかしその後、Ｄ/Ｗ圧力はそれ以上には上昇せず、また海から

海水を汲み上げる補給ラインの確保も急がれることから、７時半過ぎ

にそれらを解除した。 

（ク）自衛隊給水車の到着と故障等・・１０時５３分頃、自衛隊給水車７

台が淡水３５トンを搭載して洗弁ピットへの給水を目指したが、その

とき３号機の爆発が起こったため自衛隊員４名が負傷し、給水車も故

障し、結局、この給水車による給水は実施されなかった。 
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（ケ）原子炉建屋の爆発 

①１１時０１分、３号機建屋爆発。消防車の多くは作動停止し、ホ

ースは破損してまったく使えなくなった。 

②しかし、爆発後もプラントパラメータの計測は可能で、Ｄ/Ｗ圧

力が０.４８ＭＰａ、Ｓ/Ｃ圧力が０.４７ＭＰａと高い値を示してい

たことから、格納容器が大きく破損した可能性はないことがわかり、

吉田所長は、この爆発も１号機と同様に原子炉建屋の水素爆発と判断

した。 

エ １～４号機原子炉建屋内の使用済み燃料プール（ＳＦＰ）について（政

府事故調技術解説１１７～１１８頁）・・４号機のＳＦＰが最も危険視

されていた 

①１３日早朝、１号機から白煙が上がるのが目撃され、発電所対策本

部や本店対策本部は、ＳＦＰ内の使用済み燃料も水面から露出し、何も

遮断するものがない状態の使用済み燃料から多量の放射性物質が飛散す

る可能性を懸念した。 

②さらに他の号機においても、特に保管本数の多い４号機は崩壊熱が

最大であることから、その危険性を懸念し、大型はしご車からの散水、

ヘリコプターからの散水や氷の投下など様々な方策が検討されたが、１

５日６時過ぎの４号機建屋の爆発まで有効な手段を講じることはできな

かった。 

（２）１４日の上記３号機建屋爆発後から１５日の４号機建屋爆発まで 

ア １号機・・海水注入の中断と再開（政府事故調技術解説７０） 

①１４日１時１０分頃から３号機逆洗弁ビットからの取水が不可能と

なり、１号機への海水注入が停止 

②３号機建屋爆発の影響で２０時３０分頃まで中断し、その後再開 

イ ２号機・・ＲＣＩＣの機能停止とその後のベント難航による爆発の危
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険へ（政府事故調技術解説９６～１０３頁） 

（ア）１４日１１時０１分の３号機爆発により、ベントライン・注水ライ

ンがダメージ 

（イ）ＲＣＩＣが機能低下から機能停止へ 

ａ）同日１２時頃以降、ＲＣＩＣが機能低下し、原子炉水位が徐々に

低下し始め、ＲＣＩＣに代わる海水注入への切替が時間の問題とな

った。 

ｂ）１３時２５分にＲＣＩＣが機能喪失したと判断したが、その理由

は次のとおり 

①ＲＣＩＣの水源は２日以上前の１２日４時頃からＳ/Ｃの水に

切り替えられ、冷却水は熱を蓄積し続けた。 

②１２時３０分頃にＳ/Ｃの温度は１４９℃、圧力は０.４９ＭＰ

ａという異常な高温高圧状態となっていた。 

（ウ）ベントによる低圧注水系への移行が難航 

ａ）１６時３０分頃まで、ベント（格納容器減圧）と圧力容器減圧の

いずれが優先するかの議論 

ｂ）難航状況と核燃料露出 

①海水注水の遅れ・・ＳＲ弁の操作に時間を費やしたため原子炉

の減圧が遅れ、１４時４３分頃でも注水ができない状態が続いてい

た。 

②１６時００分ベント弁開かず・・コンプレッサーの容量が小さ

いことが原因と思われる。 

③１６時３４分頃、ＳＲ弁開かず 

④１８時２２分頃、全燃料棒が冷却水から露出したと認識 

（エ）注水の開始と不安定状態化 

①１９時０３分ＳＲ弁の開作業に成功し、消防車による注水を開始
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したが、１９時２０分頃、消防車が燃料切れで停止していることを確

認。 

②１９時５７分、消防車による継続的な注水が始まったが、２１時

頃から翌１５日１時頃にかけて、多くの時間は１ＭＰａを超えていて、

注水は物理的に不可能な状況だった。 

③注水が不安定のため、炉心損傷や圧力容器の損傷も進んだ結果、

Ｄ/Ｗ圧力も上昇、高止まりしていたものと考えられる。そして、ベ

ントが実施できない場合には、“最後の砦”である格納容器に爆発的

破損の危険性が懸念された。 

（オ）２３時３５分頃、Ｄ/Ｗベント実施を決定 

①Ｓ/Ｃ圧力はラプチャーディスク作動圧（約０.４４８ＭＰａ。政

府事故調技術解説１９１頁参照）以下の数字を示し、Ｄ/Ｗ圧力はそ

れ以上の０.７ＭＰａを示していた。 

②Ｄ/ＷベントはＳ/Ｃベントとは異なり、格納容器の気体を水を通

さずに直接大気に放出するため、まき散らされる放射性物質の量が１

ケタ以上多くなる。そのため、できるだけ避けたいが、格納容器を破

損から守ることを優先するとの判断であった。 

（カ）ベント実施できず爆発の危機的状況へ 

①Ｄ/Ｗ圧力は２３時頃から急上昇を始め、３０分ほどで０.７ＭＰ

ａという爆発的損傷を起こしかねない値で高止まりしていた。 

②既に漏えいが始まっていた格納容器内で２０時頃以降、圧力容器

の損傷による大きな漏えいも始まった。そのため、この頃の格納容器

にとっては、外部への「流出」と圧力容器からの「流入」が同時進行

で起こっていた。 

ウ ３号機・・作業再開し海水による注水へ（政府事故調技術解説９１～

９３頁） 



80 

 

①１４日１３時過ぎ頃から活動を再開したが、３号機逆洗弁ピットの

周辺はがれきが散乱し、そこからの再敷設は困難と思われた。そこで、

海から給水した海水を、直接２号機及び３号機に注水する方式に変更し

た。 

②１６時３０分頃、爆発後破損した注水ラインが復旧し、注水が実際

に始まった。 

エ １～４号機原子炉建屋内の使用済み燃料プール（ＳＦＰ）について（政

府事故調技術解説１１７～１１８頁）・・定期点検中の４号機原子炉建

屋爆発 

①１５日６時１０分頃、大きな爆発音と４号機原子炉建屋の爆発 

②原因は３号機からベントで出された気体が３、４号機共用の排気塔

に出て行く前に、一部が４号機原子炉建屋に逆流したことによる。 

（３）１５日の上記４号機建屋爆発後から１９日まで 

ア １号機・・炉心損傷の進行（政府事故調技術解説７０～７１頁） 

①１４日６時頃以降ＣＡＭＳ（格納容器雰囲気モニター）のデータが

得られ始め、この頃から１５日夕刻にかけて、γ線の数値がＳ/ＣよりＤ

/Ｗの方が数倍高い値を示していた。これは、依然として炉心損傷が進行

し、かつ、圧力容器からＤ/Ｗに直接漏えいが起こった可能性が高いこと

を示している。 

②１６日夜にはＤ/ＷのＣＡＭＳ放射線量は大きく低下し、１号機全体

の状況は落ち着いてきたと思われる。 

イ ２号機・・格納容器の大きな損傷による放射性物質の大量放出（政府

事故調技術解説１０３～１０６頁） 

（ア）１５日６時１０分４号機建屋爆発の影響・・発電所対策本部は、必

要最小限の人員５０人程度を残して、残りの６５０人を福島第二原発

に一時避難させた。 
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（イ）格納容器の大きな損傷と放射性物質の大量な放出 

ａ）損傷・・１１時２５分にはＤ／Ｗ圧力が０.１５５MＰａという大

気圧に近い値に急落していることが判明。格納容器がこれまで以上

に大きな損傷を生じた可能性が高い。 

ｂ）放射性物質の放出・・正門付近の放射線量は１５日及び１６日に

非常に高い値を示し、ピークには１０，０００μｓＶ/ｈに達した

（１５日９時頃） 

ｃ）圧力容器圧力、Ｄ／Ｗ圧力ともに大気圧とほぼ同じ値のまま推移

した。Ｄ／ＷのＣＡＭＳ放射線量はなかなか下がらなかった。 

ウ ３号機・・格納容器の損傷と海水注入の継続（政府事故調技術解説９

２頁） 

海水注入が継続する中で、格納容器圧力、Ｄ/Ｗ圧力ともに徐々にで

はあるが低下していった。その低下が急激ではないことから、２号機ほ

ど大きなものではなかったと考えられる。 

エ １～４号機原子炉建屋内のＳＦＰについて・・３号機ＳＦＰへの放水

へ（政府事故調技術解説１１７～１２０頁） 

（ア）１５日からいずれの号機のＳＦＰ対策を優先させるかの検討 

ａ）１～２号機 

①１号機では、使用済み燃料が原子炉より取り出されてからの時

間が１年以上と長く、崩壊熱の発生量が小さくなっているため、注

水の優先度は低いと評価された。        

②また、２号機は、原子炉建屋が損傷していなかったため、上か

らの放水は不可能であった。 

ｂ）３～４号機 

①１６日午前中に３号機で白煙が発生していることが確認される

とともに、 
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同日、ヘリコプターから目視で４号機ＳＦＰは満水に近いことが

わかった。その理由は、幸運にも当時満水状態だった原子炉キャビ

ティ及びそれと連絡する機器貯蔵ピットからの水がプールに補充さ

れたために十分な水位が保たれたことによるものであった。           

②そのため３号機への散水を優先し、４号機への散水は２０日に順

延された。 

（イ）３号機ＳＦＰへの放水・・１７日から１９日までの放水状況は次の

とおりであった。 

ａ）１７日 

①９時４８分から約１３分間、自衛隊のヘリコプター２機で３０

トンの海水を散水 

②１９時０５分から約８分間、警視庁機動隊の高圧注水車により

４４トンの海水を放水 

③次に自衛隊の消防車が３０トンの淡水を放水 

ｂ）１８日 

まず自衛隊の消防車から４０トン、次にアメリカ軍の消防車を用

いて東電が２トンの淡水を放水、 

ｃ）１９日 

東京消防庁の消防車が６０トンの海水を放水 

２ 放射性物質の放出状況の推移 

（１）ベントによる放出 

ア １号機・・１２日１４時３０分頃実施 

イ ３号機・・１３日から１４日の間に５回実施（国会事故調報告書１７

１頁掲載の図２.１.４－６参照） 

（２）原子炉損傷による放出 

ア １号機（政府事故調技術解説７１頁） 
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ａ）圧力容器 

①１１日２０時０７分頃から１２日２時４５分頃までの間に、損

傷が生じていたと考えるのが自然である。 

②その後も、さらに大きな損傷が生じた可能性がある。 

ｂ）格納容器 

①１１日２１時５１分頃までに損傷の可能性がある。 

②その後、さらに大きな損傷の可能性がある。 

イ ２号機（政府事故調技術解説１０５頁） 

ａ）圧力容器 

①１４日２１時１８分頃までに、損傷が生じたと考えられる。 

②その後、大きな損傷が生じていった可能性が高い。 

ｂ）格納容器 

①１４日１３時４５分～１８時１０分頃、損傷が生じた可能性が

十分認められる。 

②その後、さらに大きな損傷が生じていった可能性が極めて高い。 

③１５日７時３８分から１６日４時頃までの間、さらに大きく損

なう損傷が生じ、大量の放射性物質を放出した可能性が高い。 

ウ ３号機（政府事故調技術解説９２頁） 

ａ）圧力容器 

①１３日６時３０分頃から９時１０分頃までの間に、損傷が生じ

た可能性が高い。 

②１４日５時頃までに、さらに損なうような損傷の可能性が高い。 

③１４日その後、さらに大きく損なうような損傷の可能性が高い。 

ｂ）格納容器 

①１３日２時４２分以降、１４日２時２０分頃までに、損傷が生

じた可能性は否定できない。 
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②１４日７時頃から２１時３５分頃までの間に、大きく損なうよ

うな損傷が生じた可能性が十分認められる。 

③その後さらに大損傷の可能性がある。 

（３）発電所構内のモニタリング測定値 

福島第一原発構内でモニタリングカーにより測定された放射線量は、

国会１６３頁掲載の図２.１.４－１のとおりであるが、その一端を具体

的に見ると次のとおりであった。 

ア １３日８時過ぎから１時間ほど、構内の放射線量が急上昇（政府事故

調技術解説６９頁） 

①８時０１分頃３５µＳｖ/ｈであったものが、８時３３分には１，２

０４µＳｖ/ｈにまで上昇。 

②原因・・１号機の水素爆発やベントの影響とは考えがたく、１号機

と３号機の双方またはそのいずれかの炉心損傷の過程で放出された放射

性物質が格納容器から漏えいしたことが原因と思われる。 

イ １４日１４時３１分頃（政府事故調技術解説８８頁） 

①１４時３１分頃、３号機建屋二重扉北側で３００ミリシーベルト/

ｈという高い数値が計測され、扉の内側には白いモヤモヤが見えた。 

②原因・・３号機の原子炉損壊 

ウ １５日～１６日正門前（政府事故調技術解説１０４頁） 

①正門付近の放射線量は１５日及び１６日に非常に高い値を示し、１

５日９時頃のピークには１０，０００μＳｖ/ｈに達した 

②原因・・２号機の損壊 

 

第２ 福島第一原発からの放射性物質の放出、拡散による川俣町等の汚染状況

及び被告国の避難指示について 

１ 福島第一原発からの放射性物質等の放出、拡散による川俣町の汚染状
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況について 

（１）川俣町の空間線量率に関するデータ 

福島第一原発からの放射性物質の放出状況は上記のとおりで

あって、その結果、原告が避難した川俣町も放射能によって高濃

度に汚染されることとなった。したがって、原告が川俣町に避難し

ていた間における川俣町の汚染状況を正確に把握する必要があり、その

ためには同町内の空間線量に関するデータが必要となるが、後述すると

おり、被告国の本件事故発生前及び発生時の対応不備によって、現在に

至るも僅かの不十分なデータしか公表されていない。その中で、原告は、

川俣町に避難中に携帯していた線量計で空間線量を測定していたので

あって、現在ではそれが唯一の直接の測定データとなっている。そこで、

原告の線量計による測定値及び公表されているデータであって原告が

入手できているものの内容を見ると、次のとおりである。 

ア 原告の線量計による測定値 

①後述するとおり、原告が合宿所の窓際に置いてあった線量計が、３

月１４日１６時頃、５µＳｖ/ｈを計測していた。この数値は平常時０．

０５μＳｖ／ｈの約１００倍の数値である。 

②上記数値は屋内で測ったものであって、屋外ではもっと高い数値に

なっていたはずである。また、原告は、この数値に驚いて再避難等の対

応に意識が向いてしまい、それ以降の線量計の数値の変動は監視してい

ないが、その後の原子炉からの放射性製物質の放出状況等からして、よ

り高い数値となっていたはずである。 

イ 福島県公表の「川俣町内環境放射能測定結果（暫定値）（第１２６報）」

（甲ハ７４） 

①このデータは、川俣町内の２５地点における４月５日から８月２日

までの測定結果を記載したものであるが、原告が避難していた合宿所に
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最も近い「No７ 川俣南小学校」について見ると、最高数値が４月５日

の２.０８µＳｖ/ｈであった。原告が川俣町から埼玉県に再避難した３月

１９日から既に１５日以上経過した４月５日でも、なおこれだけの数値

が測定されていた。 

②なお、このデータ中最高の数値は「No１４ 山木屋水境（バス回転

場）」における４月５日の１０.７０μＳｖ／ｈであった。 

ウ 被告国（安全委）が公表したＳＰＥＥＤＩによる逆推定計算の結果（国

会事故調報告書４.３.４、５）＜３９２～３９５頁＞） 

（ア）逆推定計算の結果 

この計算結果は、緊急時モニタリング（緊急時において特別に計画

された環境モニタリングの意。防止指針の「四―一 目的」参照）に

よる放射性核種濃度の実測値から、放出源情報を逆推定し、それをも

とに過去の放射性物質の拡散状況を再現計算したものであり、安全委

は、そのうちの内部被ばく積算線量について３月２３日、外部被ばく

積算線量について４月１０日に公表しているが、その数値は次のとお

りであった。 

①内部被ばく積算線量・・３月１２日から３月２４日までのＳＰＥ

ＥＤＩによる試算値として、「内部被ばく臓器等価線量の積算線量」

が図解されているが（国会事故調報告書３９４頁）、それによれば、

核種ヨウ素、対象年齢１歳児、臓器名甲状腺について、川俣町も広範

囲に積算線量１００ｍＳｖ圏内に含まれている。 

②外部被ばくの積算線量・・３月１２日から４月２４日までのＳＰ

ＥＥＤＩによる試算値として、「外部被ばくの積算線量」が図解され

ている（甲ハ７５・平成２３年４月２５日原子力安全委員会「緊急時

迅速放射能影響予測システム（ＳＰＥＥＤＩ）関連の今後の情報公開

について」）。それによれば、「核種名＝全核種」、「対象年齢＝成
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人」について、川俣町も、上記内部被ばくと同様に、広範囲に積算線

量１００ｍＳｖ圏内に含まれている。 

（イ）緊急時モニタリングによる放射性核種濃度の実測値 

上記逆計算結果のもととなった緊急時モニタリングによる放射性

核種濃度の実測値については、本来であれば併せて全部公表すべきで

あるのに公表されていない。ただし、安全委作成の平成２３年３月１

７日付け「モニタリングの現状について」（甲ハ７６）には、福島市

内におけるモニタリングデータは、３月１７日１２時００分の線量が

１２.５μＳｖ／ｈであったことが、記載されている。 

エ 米国が公表した米国エネルギー省による空中測定結果（甲ハ７７の

１・平成２４年６月２６日リエゾン石田「米国エネルギー省のモニタリ

ング結果を地方自治体に未公表であった件について（町長へのご説明）」、

甲ハ７７の２・平成２４年６月２８日原子力安全・保安院「米国エネル

ギー省の航空モニタリング結果等の非公表について」。以下「米国航空

モニタリング結果等文書」という。） 

米国エネルギー省が、３月１７日から同月１９日までに、米軍機２機

に、地上の放射線量を電子地図に表示する空中測定システム（ＡＭＳ）

と呼ばれる機材を搭載して、福島第一原発から半径約４５ｋｍの地域を

計測した。そして、その結果を表示した地図には、放射線量が µＳｖ/ｈ

単位で１２５超、２１.７超、１１.９超及び１１.９未満の各地域が表示

されていた。それによれば、浪江町や飯館村を含む北西方向に、３０ｋ

ｍ超にわたり１２５µＳｖ/ｈを超える地域が広がり、５０ｋｍ近くにわ

たり２１.７µＳｖ/ｈを超える地域が広がっていることが判明している

（甲ハ７８・平成２４年６月１８日付け朝日新聞参照）。 

（２）データの評価及び再避難の必要性 

ア データの評価 



88 

 

①公衆の被ばく線量限度は年間１ｍＳｖであるが、これを時間単位の

空間線量率に換算した数値については、被告国は０．２３µＳｖ/ｈとい

う数値を取ることとしている（甲ハ７９・平成２３年１０月１０日災害

廃棄物安全評価検討会・環境回復検討会 第１回合同検討会資料「追加

被ばく線量年間１ミリシーベルトの考え方」）。これは、屋内にいる時

間を１６時間とした上で、その被ばく量を屋外にいる場合の４割にとど

まると評価して０.１９µＳｖ/ｈという数値を算出し、かつ、自然界にお

ける放射線量を０.０４µＳｖ/ｈと評価してこれを加算して得た数値で

ある。 

②しかし、屋内にいる時間を１６時間とした上でその被ばく量を屋外

にいる場合の４割にとどまると評価することの合理的な根拠は示されて

おらず、普遍性のある数値とは評価できない。したがって、誰にでも適

用できる数値としては、２４時間屋外にいるとして計算した数値とすべ

きであって、その場合の数値は０.１１４μＳｖ／ｈであるから、これに

自然界からの放射線量０.０４µＳｖ/ｈを加算して得た数値０.１１９µ

Ｓｖ/ｈと評価すべきである。 

③もっとも、被告国の見解を取るとしても、当時の川俣町の汚染状況

が、３月１４日夕刻には公衆の線量限度１ｍＳｖ／ｙを遙かに超えてい

たことは、上記の各データから明らかである。 

イ 再避難の必要性 

以上のとおり当時の川俣町の汚染状況が、３月１４日夕刻には既に１

ｍＳｖ／ｙを大きく超え、かつ、原子炉１～４号機の危機的状況が同時

並行的に進行していて、今後更なる爆発的事象が起きるかも知れない深

刻な状況下にあったのであるから、住民を被ばくから守るためには、川

俣町から再避難すべき状況にあったことも明らかである。 

２ 被告国の避難等指示の推移及び問題点 
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（１）避難等指示の推移 

①１号機建屋の爆発後の３月１２日１８時２５分に２０ｋｍ圏内避難

指示 

②４号機建屋爆発後の３月１５日１１時００分に２０ｋｍ～３０ｋｍ

圏内屋内避難指示 

（２）上記避難等指示問題点 

ア 当時の原発の危機的状況及び放射性物質の放出、拡散状況に照らし、

時期的にも内容的にも全く合理性のない誤った指示であったことは後

述するとおりである。 

イ その結果、被告国は、川俣町住民のみならず同町に避難していた双葉

町住民等多くの住民を被ばくさせるとともに、双葉町等自治体の首長が

自らの避難指示等の責務に基づいて住民を再避難させざるをえない状

況に追い込むこととなった。 

 

第３ 原告の町災害対策本部長としての応急対策の実施及び被ばく等の状況 

原告の町災害対策本部長としての応急対策の実施及び被ばく等

の状況の詳しいことは、「井戸川証言」（甲ニ１）記載のとおりであるが、

その概要は次のとおりであった。 

１ 双葉町役場の避難に伴う移転状況 

（１）原告にとって「原子力災害による役場の移転」は「想定外」の事態 

①原子力災害によって地元自治体の役場が避難のために移転せざるを

得なくなるような事態の発生は、原告にとっては正に「想定外」の事態

であったために、役場の移転は混乱を極めた。被告らには推進本部予測

によって想定が可能であったが、地元自治体には秘匿されていたために

何らの事前準備もされていなかったのである。 

②役場の書類関係の運び出しも、原告及び職員が身の回りの僅かの執
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務関係資料を携帯したに過ぎない状況であった。 

（２）移転後の仮役場の機能状況  

①原告は、１２日午後７時ころに川俣町に到着したが、川俣町

には、川俣町合宿所「とれんぴあ」を中心として川俣町の学校等

各施設に町民三千数百人が分散して避難することとなり、どこも

大混乱の最中で、自然に落ち着くのを待つしかなかった。  

②仮役場は同合宿所に置くこととし、以後１９日に埼玉に再避

難するまでの間、職員も私もほとんど徹夜の状態で、諸々の対応

に追われることとなった。  

③仮役場における外部との交信は、通信回線が満足に使えない

し、携帯電話も使えない状態だった。なお、被告ら関係機関が情報

を避難後の双葉町役場にＦＡＸ送信しても、当然ながら同役場は無人化

していて、仮役場としては知り得ない無意味な送信となっていたことは、

言うまでもない。 

２ 被告らからの情報伝達がまったくない中での原告の情報収集等の状況 

（１）被告らからの情報伝達がまったくなかった 

①本件事故事前の計画では、ＳＰＥＥＤＩ情報や環境モニタリング情

報が迅速に伝達されて、避難に活かされることとなっていた。しかるに、

相変わらず被告国からも被告東電からも、合同対策協議会が開催

されない中で、上記避難等指示をも含めて、情報の伝達は全くな

かった。  

②特に、国現対策本部において合同対策協議会の運営や関係機関との

連絡調整等について重要な責務が課されていた筈の防災専門官さえ、遂

に一度も川俣町に避難した双葉町の仮役場に姿を見せなかった。 

③要するに、被告国（国対策本部及び国現地対策本部）と被告東電（本

店及び福島第一原発の災害対策本部）とは、原子炉危機的状況に関し、
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相互に緊密な連絡を取り合っていながら、被害を被る住民の生命、身体

及び財産の安全を守る責務を第一義的に課されている双葉町等地元自治

体とは全く向き合わず、何らの情報連絡もとらずに放置し続けたという

ことである。 

（２）テレビ等による情報収集  

ア  概要  

①原告の情報収集は、結局、テレビ等の報道に頼る以外にない

状態となった。１２日１８時２５分の２０ｋｍ圏内避難指示も、被告

らからの連絡が全くない中でテレビ等で知り得たに過ぎなかった。

しかも、この避難指示も単に出されただけで、その後どうしろと

いう指示は今もってきていない。  

②１４日１１時０１分の３号機爆発は、テレビ映像で知ったが、

他にはどこからも連絡はなかった。町役場にＦＡＸされても既に

避難して不在であったから、連絡したことにはならない状況にあ

った。  

③同日１７時過ぎに県の災害対策本部に赴いた。県庁舎の地震

で被災していたので、仮の庁舎が置かれた自治会館３階に向かっ

た。しかし、県も、何をやっているか分からないくらいパニック

になっていた。ものすごく混乱していて、危機管理がされていな

い状況だった。  

④原告は、このようにテレビの映像等から原発の状況を探る以

外に知る方法はなかったが、各号機の具体的な状態が分からずさ

らに爆発したらどうしようと思い、眠れなかった。疲れている職

員と住民対応、外部折衝等に追われる中で、この先どうなるだろ

うと不安で仕方がなかった。  

イ ３月１４日の線量計による計測について  
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①１６時頃、合宿所の窓際に置いた線量計の「シンチレーションサー

ベイメータ」の針が振り切れた。この線量計は日立アロカメディカル株

式会社製のものであって、表示は５段階切替で３０µＳｖ/ｈまで計測で

きるものであり、この時のレンジは３段目で０µＳｖ/ｈから３µＳｖ/ｈ

まで計測可能だった。そこで、次の４段目に１段上げて１０µＳｖ/ｈま

で計測できるレンジに引き上げてみたところ、針は１から１０までの刻

みの真ん中の５を示していたので、アナログ表示の換算から、室内環境

で５µＳｖ/ｈと判断した（甲ハ８０・同社作成「エネルギー補償形シン

チレーションサーベイメータ MODEI TCSー１７２B 取扱説明書」１１

頁記載の「１１. 仕様」の「アナログ表示」欄参照）。 

なお、この測定値は屋内のものであって、屋外ではもっと高い数値だ

ったはずである。       

②原告は、この数値に驚き、各避難所の職員を緊急に集めて、今夜は

町民の外出を制限する旨の周知を図り、全町民の不要な外出を禁止しす

るとともに、再避難の指示を出す決意をするに至ったことは、後述する

とおりである。 

３ 原告が川俣町に避難中に実施した主な応急対策 

（１）住民の避難状況の確認及び支援等 

ア 川俣町に避難した住民について 

  ①原告の避難先の指示どおり川俣町に避難した双葉町住民は三千数

百人であり、全町民約７０００人の約半分であった。 

  ②そして、この三千数百人については、町災害対策本部としての避

難状況の確認及び支援等は、実施することができた。 

イ 上記ア以外の住民について 

    ①上記ア以外の住民としては、川俣町以外に避難した人、川俣町内

ではあっても原告らの避難場所以外の場所に避難した人、双葉町内に
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取り残された人等様々であった。 

  ②そして、これら住民の避難状況の確認及び支援等は、町災害対策

本部自体が川俣町に避難中であって連絡手段も限られ、先方から連絡

が入らない限り確認できず、ほとんど実施することができなかった。 

（２）ヨウ素剤服用の指示及び実施  

ア 指示の根拠規定 

後述（第４・５（１）ア）するとおり、防災基本計画を踏まえた双葉

町地域防災計画の規定に、被告国からの指示がなくても、「緊急の場合

は、医師の指導に基づき服用を指示するものとする。」と定められてい

た。 

イ 指示及び実施  

（ア）指示  

①１３日正午過ぎ、町職員の保健師２人が、ヨウ素剤服用の

指示を原告に求めてきた。ヨウ素剤は保健福祉課長の指示で双

葉町役場から避難するときに町役場在庫のものを持ってきて

おり、薬剤師がいるので指示できるということであった。そこ

で、原告は、後述（第４、５（４））するとおり、町災害対策

本部長として全責任を負う覚悟で、服用の指示を出した。  

②当時、既に１号機建屋が爆発しており、今後さらに深刻な

事態に至るおそれは極めて高いと考えられたので、予防策とし

ての服用が必要と躊躇することなく判断したものである。  

（イ）実施  

指示を出した１３日と翌１４日にかけて、川俣町に避難中の

４０歳未満の住民に対し、実施することができたが、川俣町以

外に避難した町民に対しては、連絡がとれる範囲でしか実施す

ることができなかった。  
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（３）埼玉への再避難の指示及び実施  

ア  再避難を決めた経緯  

①１４日１ １時０ １分に３号 機原子 炉建屋が爆 発した ことを

テレビで見て知ることができた（「井戸川証言」５４頁）。そし

て既述のとおり、同日１６時頃、合宿所の窓際に置いていた線量

計が上がって空間線量率５µＳｖ /ｈを示すに至った。この数値は

屋内のもので屋外はもっと高いはずだし、その後雪が降ったので

放射性物質が相当落ちていると思った。  

②「これは尋常な爆発ではない、川俣町も大丈夫か」と思った。

「川俣町は双葉町から５０キロ以上離れているのに、こんなに高

いのではだめだ。もっと遠くに行こう」と判断し、埼玉県へ行く

ぞと独断で決めた（「井戸川証言」５６～５７頁）  

③町災害対策本部長の立場であり、パニックになっていられな

かった。住民を、正確な判断の下に安全に誘導しなければならな

い。だから、その時は、災害対策本部長として、私の独断でやら

せてもらった。原発の状態がどんどん悪化して、これ以上悪化し

たらとんでもないことになる、そういう危機感はあるものの、実

際何がどうなっているのか分からない状態。国は何キロ以内は離

れろと言うだけ。それでは足りないから自分で遠くに離れるしか

ない。私の役目は放射能から町民をいかに早く遠くに離すかしか

ない（「井戸川証言」５２頁）  

イ  再避難先を埼玉と決めた経緯  

１４日から再避難先探しを始め、柏崎市や群馬県の片品村の了

解もとれたが、１５日に、知人から埼玉県の「スーパーアリーナ」

なら五千人一緒に受け入れられるという連絡があったので、決定

した。（「井戸川証言」６０～６５頁）  
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ウ  再移動が１９日まで伸びた理由  

①川俣町から埼玉県への再避難については、すぐにでも実施し

たかったが、埼玉県との打合せの結果、バスの手配と受け入れ準

備をするのに最短で１９日になるということで、結局、１９日ま

で再避難が伸びることとなった。  

②事前の計画どおり合同対策協議会が開催されて、被告らから

正確な情報が伝達され応急対策について協議がなされていれば、

関係機関との連携の下に、より早期に再移動できたのに、実際に

はそうならなかったということである。  

エ 再避難指示の発出 

原告が埼玉県への再避難指示を正式に発出したのは、１７日午前７時

開催の町災害対策本部会議においてであった。同会議において、原告は、

職員に対し、埼玉県への再避難について説明し、住民に正確に伝えて動

揺が起きないように適切に対処するよう指示した。 

４ 原告の川俣町に避難中の被ばく及び避難民化、無力化の状況 

（１）被ばくの積算線量  

原告が川俣町に避難中において被ばくした線量は、上記第２、

１（１）の測定データから推定する以外にないが、かなり高い数

値の被ばくをしていたことになる。原告は、既に双葉町に残留中

に大量に被ばくしていた上に、川俣町でも１９日までにさらに累

積して被ばくさせられたことになる。  

（２）避難民化、無力化の状況 

ア 川俣町に避難した双葉町民の避難生活状況及び埼玉に再避難するため

に川俣町を離れる際の原告の姿が撮影された写真が存在（原告作成の「写

真記録」甲ハ８１・写真番号４及び５）しているが、この写真のとおり、

原災法によって住民の「生命、身体及び財産を保護」する上で基本的な



96 

 

責務が課されていた双葉町災害対策本部長自身が、住民と同様に着の身

着のままで川俣町に避難し、そのまま多くの住民とともに避難生活を送

っていて、川俣町を離れる際の姿も同様であった。災害対策本部長であ

りながら、被告国からも被告東電からも何ら住民避難に資する情報が伝

達されない中で、自らも避難民化させられて無力化させられていたとい

うことである。 

イ 一方、本件事故前の平成２２年１１月に実施された福島県の防災訓練

（原告第１５準備書面（その１）第３章第２、４（２）イ＜５２～５３

頁＞参照）時において、同訓練に参加した双葉町における町災害対策本

部の開催状況を撮影した写真が存在（上記「写真記録」の写真番号１～

３）している。これは、合同対策協議会の緊急事態対応方針決定会議の

決定に基づいて、町災害対策本部長が、広報等必要な措置を迅速、適切

に実施するべく会議を開催している状況を撮影した写真であり、これが

本件事故前において原災法等原子力災害対策に関する法令が想定してい

た自治体災害対策本部長の在るべき姿であった。   

ウ 要するに、本件事故前における原災法等原子力災害対策に関する法令

は、上記アのような自治体災害対策本部長自体が被告らから全く情報を

伝達されずに無力化するような事態の発生は想定しておらず、原告にと

っても住民にとっても全く「想定外」の許しがたい事態が、被告らによ

ってもたらされたということである。 

 

第４ 被告らの双葉町に対する応急対策の実施状況とその責任 

１ はじめに・・被告らの責任の概要 

（１）責任の要点 

ア 双葉町が避難した川俣町は被告国が指示した避難区域や屋内退避区

域からは外れていても、かかる区域の決定自体が合理性を欠くものであ
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って決して放射能から安全というわけではない上に、緊急に実施すべき

応急対策は種々あったのであり、現に原告が、川俣町に避難した双葉町

住民に対し実施した応急対策の実情は上記のとおりであった。 

イ しかるに、被告らは、川俣町に避難した双葉町及び住民に対し、実施

すべき応急対策（原告第１５準備書面（その１）第２章第１＜１９～２

０頁＞参照）を全く実施しなかった。具体的には 

①関係機関が一堂に会して情報を共有しつつ一体的、総合的に実施す

べき応急対策を協議決定する役割を担っていた合同対策協議会を全く開

催せず、 

②必要な情報を全く伝達せず、 

③必要な避難指示も発出せず 

④安定ヨウ素剤の予防服用に関する指示も発出しなかった 

ということである。 

ウ その結果、原告は、被告らから何らの応急対策も受けられないという

正に孤立無援の状況下で、町災害対策本部長として、自己に課された責

務としての住民の命の安全を守るための応急対策を懸命に、最善を尽く

して実施したが、その責務を十分には果たせないこととなった。 

（２）各責任の相互関係 

そこで、被告らの上記①～④についての責任を、以下、順次述べるこ

ととするが、各責任の相互関係は、①の責任が全体に及ぶ責任であり、

②～④の責任は、①の合同対策協議会が開催されなかったことに伴う個

別的な責任ということである。 

２ 合同対策協議会を開催しなかった責任・・被告国の責任 

合同対策協議会は、既述のとおり（第４章・第４・１（１）参照）、被

告らにとっても地元自治体にとっても応急対策実施上不可欠かつ中核的

な役割を担わされていたにもかかわらず、全く開催されないままであり、
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双葉町への開催連絡も当然ながらまったくないままだった。 

（１）開催の具体的な必要性 

①進展する原子炉の危機的状況及び時々刻々と放射性物質が放出され

て放射能汚染が拡大しつつある事態に対し、迅速、的確に実施すべき応

急対策の内容及びその実施体制について検討する必要があった。 

②加えて、地元自治体である双葉町役場等は避難のために移転を強い

られて、役場機能を大きく喪失した状況にあり、さらにオフサイトセン

ターも移転を強いられる状況になっており、そのなかで関係自治体が住

民に対する応急対策をどう効果的に実施するかは、関係機関が緊急に検

討すべき重要課題であった。 

（２）開催の可能性 

ア 開催場所 

①開催場所であるオフサイトセンターは、放射性物質の侵入を遮断す

るエアフィルターが設置されていなかったことから、周辺の放射線量の

上昇に合わせて建物内部の放射線量も上昇し、要員の健康への影響が懸

念される状態となったために、１５日をもって福島県庁に移転した（国

会事故調査報告書２７７頁）。 

②しかし、少なくとも２００９（平成２１）年２月の総務省による行

政評価・監視の結果、事故が発生した場合のオフサイトセンター内での

被ばく線量について低減策が必要であることは指定されていた。それに

もかかわらず、保安院は、気密性の確保等をすれば対策として十分であ

り、エアフィルターの設置は不要、と結論づけて、十分な対策を講じて

いなかった（国会事故調査報告書２７８頁）。 

③要するに、オフサイトセンターでの開催が不可能となったとすれば、

それは被告国の事前対策の意図的で違法な不備によるものであり、かつ、

仮にオフサイトセンターでの開催が不可能となったとしても、福島県庁
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等他に開催可能な場所は種々存在していたということである。 

イ 自治体等関係機関の参集可能性 

①１２日早朝のベント実施決定時における開催可能性（第４章第４，

１参照）に比べれば、自治体等関係機関の参集ははるかに容易であった。 

②双葉町役場は川俣町へ避難中で、避難住民への対応等に忙殺されて

いたが、合同対策協議会への出席は原災法上の最優先事項であったから、

原告は、国現地対策本部から開催通知が出されれば、直ちに原告自身又

は原告の委任する職員に出席させるつもりでいたし、また、それは実際

上も可能であった 

（３）被告国の責任 

①以上のとおりの状況下において、被告国が合同対策協議会を開催し

ようとしなかったことについては、第３章で詳述したとおり、被告国及

び被告東電が推進本部予測を意図的に「想定外」としていたことによる

重大な事前対策の不備、欠陥が大きな要因となっていたと推定される。 

②しかし、それでも当時の状況下においても合同対策協議会を開催し

ようとすれば十分に可能であったのに、被告国は依然として開催しよう

としなかった。 

③結局、被告国には、３月１１日の緊急事態宣言発出後から同月１９

日に至る間、関係自治体を招集して合同対策協議会を開催する意図が、

一貫してなかったと断ずる以外にない。それは被ばく被害を受ける地元

住民、及び住民の使命、身体及び財産を守る基本的な責務が課されてい

た地元自治体の存在を意図的に違法に無視したということであり、その

責任は重大である。 

３ 応急対策実施上必要な情報の収集、活用、伝達についての責任・・被

告東電及び被告国の責任 

応急対策実施上必要な情報は、「原子炉の危機的状況に関する情報」
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と「放射性物質等の放出、拡散状況に関する情報」とに大別され、

かつ、被告国及び被告東電の各情報の収集、活用、伝達についての

責務の法令上の根拠については、第４章、第４，３（１）において述

べたとおりであるので、それを前提に被告らの責任を述べると、以下

のとおりである。  

（１）原子炉の危機的状況に関する情報について  

ア 情報伝達は可能であったのに全く伝達しなかった責任・・被告東電及

び被告国の責任 

原子炉の当時の危機的状況については、本章第１、１で詳述した

とおりであり、かつ、双葉町役場は１２日に川俣町に移転を強いられ

たが、移転後も被告東電の社員は時々役場に姿を見せていたし、国現地

対策本部にも常駐の防災専門官や保安検査官がいた。したがって、被告

らは、川俣町に避難している双葉町役場に必要な情報を伝達しようとす

れば、何時でも可能な状況にあったのに、被告らはかかる情報を全く伝

達しなかった。 

イ 被告国（保安院）が情報公表を制限し、被告東電もこれに従った責

任・・被告東電及び被告国の責任 

双葉町にとって、唯一の情報源はマスコミ報道であったが、かかるマ

スコミ報道は一般住民向けの報道であって、双葉町災害対策本部長であ

る原告に対する情報伝達に代替し得るものではなかった上に、かかるマ

スコミ報道自体、被告東電及び被告国によって危機的状況を矮小化さ

れ、あるいは非公表とされた中での報道だったことが、国会事故調報告

書５.３.４（４９５～４９９頁）により「情報公開の後れと事実の矮小

化」として具体的に指摘されているとおりであり、その責任は重大であ

る。 

（２）放射性物質等の放出、拡散状況に関する情報について  
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ア 事前対策の不備により情報を収集できなかった責任 

（ア）放出源情報について・・・・被告東電及び被告国の責任 

ａ）応急対策実施上のＥＲＳＳ及びＳＰＥＥＤＩ活用の重要性とその

活用の前提としての放出源情報の重要性については、原告第１５準

備書面（その１）第３章第２、２（４）イ①（４２頁）、同３（２）

ア及びイ（４４～４５頁）で述べたとおりである。 

ｂ）放出源情報の伝送システムのダウンによりＥＲＳＳ及びＳＰＥＥ

ＤＩを活用できなかったことの概要は、原告第１５準備書面（その

１）第３章第２、３（４）～（５）ア（４７～４９頁）で述べたと

おりであるが、再度、政府事故調最終報告書Ⅳ２（２１７～２２８

頁）により詳述すると、次のとおりである。 

（ａ）放出源情報は、被告東電のシステムである情報表示システム

（ＳＰＤＳ）及び被告国の回線（統合原子力防災ネットワー

ク）を経てＥＲＳＳに伝送するシステムとなっていた。 

（ｂ）しかるに、被告東電の上記システムは、下記①～③の事由に

よりダウンして使用できなかった。いずれも事前対策の重大

な不備、欠陥によるものであり、その原因が地震、津波等の

外部事象を「想定外」とすることによって３０分を超えるＳ

ＢＯ発生も意図的に「想定外」としていたことによるもので

あることは明らかである。 

①非常用発電機なし 

②停電時に一時的に電源を供給するために設置されていた

無停電電源装置（ＵＰＺ）にも、杜撰な工事により接続

されていなかった。 

③上記ＵＰＺに内蔵されたバッテリーも最短で約２時間後

に枯渇する程度のものに過ぎなかった 
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（ｃ）また、被告国の上記回線も、１１日の地震発生時にダウンし

たが、その原因が推進本部予測を意図的に「想定外」として

大規模な複合災害等も「想定外」としたことにあることは明

らかである。 

（イ）環境モニタリング情報について・・被告国の責任 

ａ）応急対策実施上のＥＲＳＳ及びＳＰＥＥＤＩ活用の重要性とその

活用の前提情報としての環境モニタリング情報の重要性について

は、原告第１５準備書面（その１）第３章第２、２（４）イ①（４

２頁）、同３（２）ア及びイ（４４～４５頁）で述べたとおりであ

る。 

ｂ）文科省による環境モニタリング網の事前整備の不備により早期測

定ができなかったことは、原告第１５準備書面（その１）第３章第

２、２（４）イ①（４２頁）、同３（３）ウ（４６～４８頁）、同

（５）イ（４９頁）で述べたとおりである。 

イ 収集可能だった情報を収集しなかった責任・・被告国の責任 

（ア）航空機モニタリングを実施しなかった責任（国会事故調報告書２８

１頁） 

文科省は、１２日未明から航空機モニタリングを実施使用と計画

し、防衛省との調整の結果、１２日に防衛省のヘリコプターが航空機

モニタリングの実施のために待機していたが、連絡の行き違いによ

り、文科省の要員はこれに搭乗することができず、モニタリングの機

会を失った。その後実施されたのは３月２５日になってからで、独立

行政法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の協力を得て行われた。 

（イ）その他、実施可能な環境モニタリングを実施しなかった責任 

文科省が実際に実施した環境モニタリングについては、原告第１５

準備書面（その１）第３章第２、３（５）イ（４９頁）において述べ
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たとおりであり、事態の長期化を念頭に置かないものでモニタリング

カーの燃料等の資材不足が生じるなど極めて拙劣な実施状況だった

のであり、当時の事態下においてもなお早期かつ広範囲な環境モニタ

リングが可能だったことは明らかである。 

ウ 収集できていた情報でさえ迅速に伝達せず、応急対策に活用もしなか

った責任・・被告国の責任 

（ア）ＳＰＥＥＤＩについて  

ａ）ＳＰＥＥＤＩに１Ｂｑ /ｈ（単位放出）等の仮定値を入力

して得られた計算結果について  

１Ｂｑ /ｈ（単位放出）等の仮定値を入力してＳＰＥＥＤ

Ｉでの計算を行い、その計算結果に基づいて緊急時モニタリ

ングの計画を策定することがモニタリング指針に定められ

ていたことは、原告第１５準備書面（その１）３章第２、３

（２）イ①（４４頁）で述べたとおりである。しかし、その

実際の計算結果及び活用状況は、次のとおりであった（国会

事故調報告書４ .３ .４、３）ｂ＜（３８７）、同ｄ＜３８８

～３８９＞）。  

①原子力安全技術センターが、文科省の指示により、上記

仮定値に基づく予測計算を１１日１６時４０分に開始し、そ

の結果は１時間ごとに保安院を始めとする国の関係機関に配

信された。  

②また、保安院、文科省、安全委事務局の担当者は、本件

事故発生後、それぞれ、単位放出以外の仮定値を用いた予測

計算も行った。  

③しかし、関係機関の間でもその結果の活用法を組織的に検討さ

れることはなく、官邸にも伝達されなかった。 
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要するに、上記計算結果は、本来であれば合同対策協議会におい

て関係機関の間で共有され応急対策に活用されるべき情報であるの

に、合同対策協議会は開催されず、応急対策にも活用されず、いわ

んや双葉町にも伝達されなかったということである。 

ｂ）環境モニタリングによる実測値に基づくＳＰＥＥＤＩ逆推定計算

結果について 

３月１６日以降、安全委がＳＰＥＥＤＩを用いた放出源情報の逆

計算を開始し３月２３日朝頃に終了後、順次公表し、特に内部被ば

く積算値については３月２３日、外部被ばくの積算値については４

月１０日に公表したことになっている（国会事故調報告書４.３.

４、５）＜３９２～３９５頁＞）。 

しかし、環境モニタリングの実測値は既に３月１２日から順次収

集され始めていたのであるから、これを迅速に住民避難に活用すべ

く、より早期に逆計算を開始した上で、逐次、関係自治体に伝達す

べきであったし、単に伝達するだけではなく、関係自治体が住民避

難に有効活用できるように、必要な説明及び助言をすべきであった

のに、全く行わなかった。 

（イ）環境モニタリングについて  

ａ）実施状況  

被告国及び福島県の実施状況は次のとおりであった（政府事

故調中間報告書２４９～２５０頁） 

①福島県は３月１２日早朝からモニタリングを開始。 

②その後被告国（文科省）が、防災基本計画等に従い、オフサイ

トセンターにモニタリングカー及び支援要員を派遣し、３月１３日

以降、福島県と共同で実施した。 

③国現地対策本部が福島県庁に移転した１５日以降は、科技庁は、
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最大１５台のモニタリングカーを用いて実施した。 

④上記実施の結果は、逐次、国現地対策本部に報告され、同本部

は国対策本部事務局が置かれたＥＲＣにＦＡＸ送付していた。 

⑤特に文部科学省のモニタリングによれば、３月１５日２０時４

０分から５０分の時点で、浪江町昼曽根トンネル付近において、２

５５µＳｖ/ｈから３３０µＳｖ/ｈの空間線量率が計測されており、

そのデータは翌３月１６日には、文部科学省及び官房長官記者会見

において確認されている。また、それ以降も、浪江町赤宇木地区、

飯館村長泥地区周辺のモニタリングポイントにおいて１００µＳｖ/

ｈを超える空間線量率が計測されており、官邸でもこのような認識

は共有されていた（国会事故調報告書４２２、９）ｂ＜３５４頁＞） 

ｂ）活用状況  

上記環境モニタリングにより得られた実測値は、単に３月１３

日以降のデータの一部が保安院のホームページに掲載され、未公表

分が６月３日に追加掲載されたに過ぎなかった（政府事故調中間

報告書３５５～３５６頁）。 

ｃ）評価 

上記実測値は、関係自治体にとっては自らに課された応急対策を

実施する上で必要不可欠な情報であるから、本来であれば関係自治

体に迅速に伝達し、必要な説明、助言等をすべきだったのに、全く

行わず、かつ、被告国の応急対策に活用することもなく、単に保安

院のホームページに掲載するに止めたのであり、その責任は重大で

ある。 

（ウ）米国エネルギー省から被告国に提供された空中測定システム（ＡＭ

Ｓ）情報について（甲ハ７８・平成２４年６月１８日付け朝日新聞） 

ａ）情報の内容及び活用方法 
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①３月１７日～１９日に半径約４５ｋｍについて測定。その結果、

浪江町や飯館村を含む北西方向に、３０ｋｍ超にわたり１２５µＳｖ

/ｈを超える地域が広がっていることが判明した。 

②測定結果は、３月１８日と３月２０日の計２回、在日大使館を

通じて外務省に電子メールで提供され、同省が、直後に、保安院と

文科省に転送した。しかし、保安院も文科省もデータを公表せず、

首相官邸や安全委にも伝えなかった。 

ｂ）評価 

①以上のとおり、米国エネルギー省から提供された測定値は確度

の高い実測値であって、直ちに住民の避難等の応急対策に活用すべ

きだったのに、被告国は全く活用しないで放置した。 

②この点について、文科省科学技術・学術政策局渡辺次長ら関係

幹部も「すぐ公表すれば良かったと今は思うが、当時は提供データ

を住民避難にいかすという発想がなかった。安全委などにも伝える

べきだった。」と説明してその責任を認めている。 

（３）小括 

ア 放出源情報のＥＲＳＳへの伝送システムの地震によるダウンについ

て 

放射性物質が人間の五感により感じることができないという原子力

災害の特殊性からして、ＳＰＥＥＤＩによる放射性物質等の放出、拡散

状況に関する予測情報が応急対策実施上不可欠の情報に位置づけられ

ていることは、誰もが認識していた事柄である。しかるに、既述のとお

り、被告東電及び被告国の推進本部予測を意図的に「想定外」としてい

たことによる重大な事前対策の不備、欠陥により、放出源情報をＥＲＳ

Ｓへ伝送するシステムが地震によりダウンし、そのためにＳＰＥＥＤＩ

を全く活用し得ない事態をもたらしたのであり、その責任は重大であ
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る。 

イ 関係自治体への伝達について 

被告らは、関係自治体が自らに課された応急対策上を実施する上で不

可欠な原子炉の危機的状況や放射性物質等の放出、拡散状況に関する情

報を、上記のとおり、全く双葉町に伝達しなかった。せめて、当時伝達

が可能であった上記（１）及び（２）ウで指摘した情報だけでも、双葉

町を含む関係自治体に対し迅速に伝達していれば、原告は、原子炉の深

刻な危機的状況及び川俣町の汚染状況を的確に認識することができて、

双葉町民とともに１９日より早期に川俣町から埼玉に避難でき、川俣町

での被ばくは減少できた。 

ウ 責任の重大性について 

上記イは、被告国が、当時、原災法上の関係自治体の役割、特に自治

体自身が原災法上も住民に対し避難指示を発する固有の責務を課され

ていたことを意図的に無視する状態にあったことを如実に示すもので

あって、関係自治体に対する許しがたい違法かつ背信的な責務放棄であ

ることは明らかである。 

４ 被告国が川俣町に避難中の双葉町に対する避難指示を行わず、かつ、

原告の双葉町災害対策本部長としての埼玉県への避難指示に対する支援

も全く行わなかった責任・・被告国の責任 

（１）被告国が川俣町に避難中の双葉町に対し避難指示を行わなかった責任 

ア 原告が川俣町に避難中に行った被告国の避難指示等の誤り 

①原告が川俣町に避難中に行った被告国の避難指示等は、既述のとお

り１２日の２０ｋｍ圏内避難指示及び１５日の２０ｋｍ～３０ｋｍ圏内

屋内退避指示であったが、いずれも約５０ｋｍ先の川俣町には及ばない

範囲のものに過ぎなかった。 

②また、いずれの指示も、合同対策協議会抜きの官邸のみでの決定に
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よるという手続き的に違法なものであった上に、いずれも環境モニタリ

ング等による実測値に基づかない同心円状の範囲にとどまり、かつ、２

０ｋｍ圏内避難指示は第４章第４、２、（１）ア（イ）②で記述したと

おり一部の者の個人的知見に基づき決定されたものであって合理的根拠

に基づくものではなかったし、２０ｋｍ～３０ｋｍ圏内屋内退避指示も、

国会３.３.４、１）ｄ（３０１）が指摘するとおり、３号機の爆発後に

斑目委員長からの避難区域の拡大ではなく屋内退避を行うべきとの個人

的な助言に基づいて発出されたものであって、同様に合理的根拠に基づ

くものではなかった。 

イ 被告国が実測値に基づき迅速、適切に川俣町を含む区域の避難を決定

することは可能だったのに全く行わなかった 

（ア）被告国が実測値に基づき迅速、適切に川俣町を含む区域の避難を決

定することは可能であった 

ａ）事前対策の不備がなければ、実測に基づく決定は可能であった 

複合災害に備えて放出源情報の収集システムが適切に維持され、

かつ、環境モニタリングシステムが整備されていれば実測に基づく

迅速、適切な決定が可能であったことは言うまでもない（第３章第

２，３（４２～４９頁）、同第３、１（２）ウ（５４～５５頁）、

同２（３）（５６頁）、同３（２）イ③（５７～５８頁）参照）。 

ｂ）事故発生時においても、次の方法により実測に基づく決定は可能

であった。 

①１２日以降には実施が可能であった文科省の航空機モニタリン

グの活用 

②実際に実施されていたＳＰＥＥＤＩ及び環境モニタリングの活

用 

③双葉町等が行っていた線量計による測定数値の収集、活用 
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（ア）遅すぎた上に不十分だった避難区域等変更の決定 

①１２日の１号機ベント実施後においては、福島第一原発から放射

性物質が大量に放出、拡散していたのであるから、被告国は、防災基

本計画及び防災指針の定めに従って、迅速にＳＰＥＥＤＩや環境モニ

タリングシステムを活用する等して、放射能による汚染状況の実態に

即した適切な避難等の区域を決定すべきであった。 

②しかるに、１２日の２０ｋｍ圏内避難指示についての枝野官房長

官の同日夜の記者会見での説明は、「これまでの対応方針同様、今回

の措置によって１０ｋｍから２０ｋｍの皆さんに具体的に危険が生

じるというものではございませんが、新たな対応を取ることの可能性

が出たことに鑑み、念のために、さらに万全を期す観点から２０ｋｍ

に拡大いたしたものでございます」というものであった（国会事故調

報告書３４３頁）。これは避難の具体的な必要性はないが「念のため」

「万全を期す」ための避難区域の拡大に過ぎないというものであって、

当時の原子炉の危機的状況及び放射性物質の放出、拡散状況の実態を

隠蔽し、かつ、被ばくのリスクを確定的影響が生じる範囲に限定して

しまうという驚くべき内容のものであった。 

③そして、国対策本部が実測値に基づいて避難区域等変更の決定を

行ったのは４月２２日に至ってからのことであって、しかも、それは、

２０ｋｍ圏内を「警戒区域」、２０ｋｍ圏外で事故後１年間の被ばく

線量の合計（積算線量）が２０ミリシーベルトになりそうな区域を「計

画的避難区域」、２０～３０ｋｍ圏内で、緊急時に屋内退避か避難し

てもらう区域を「緊急時避難準備区域」とするものであり、かつ、公

衆の被ばく線量限度年間１ミリシーベルトを全く無視する違法なも

のであったために、川俣町の一部のみを「計画的避難区域」とするに

とどまった。 
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（２）被告国が原告の双葉町災害対策本部長としての埼玉県への避難指示に

対する支援を行わなかった責任 

①原告の双葉町災害対策本部長としての埼玉県への避難指示は、自ら

の線量計による測定結果に基づく適切なものであって、被告国の避難指

示の誤りを補完するという重大な役割を果たす結果となった。 

②このことは、被告国が、原災法上の応急対策において地元自治体が

基本的役割を担っていることを自覚し、事前の法令等の定めに従って地

元自治体と一体となって応急対策を協議決定していれば、迅速適切な避

難指示を行うことが可能であったことを意味している。 

③しかし、被告国にはかかる自覚が欠如していたのであり、そのこと

が、原告の双葉町災害対策本部長としての埼玉県への避難指示に対して

も、被告国が何らの支援を行わないという結果をもたらしたのである。 

（３）小括 

被告国の避難指示あるいは原告の双葉町災害対策本部長としての埼

玉県への避難指示への支援が早期かつ適切になされていれば、原告ら

は、１９日より早期に川俣町から埼玉に避難でき、川俣町での被ばくは

減少できたことは明らかであるが、以上のとおり、被告国はこれら避難

指示も班支援も全く行わなかったのであって、その責任は重大である。 

なお、被告国の避難指示の誤りが住民避難に与えた影響について、国

会事故調報告書は、「３.３.４、５）オペレーションの視点の欠如（３

０３）」において、被告国の２０ｋｍ圏内の避難指示について、次のと

おり事前対策の不備及び官邸独走の問題点をしている。 

①事前対策の不備・・「半径２０ｋｍ圏内の避難区域は、事前には全

く想定されていない範囲であったため、同区域に含まれる市長村の把握

にも誤りが生じたことに加えて避難に当たって入院患者等の搬送やスク

リーニングの実施等に非常な困難を生じ、住民に著しい負担をもたらし
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た。」 

②官邸独走・・「本来、事故対応の各種オペレーションについては、

官邸対策室が迅速な調整を進めるものとされており、住民避難の実施に

ついても、官邸対策室が、現地の自治体、警察、消防との緊密な連絡を

行い、原災本部事務局をサポートすることが想定されていた。上記の半

径２０ｋｍ圏内の避難の実施をめぐる混乱は、官邸５階が、官邸対策室

との十分な協力体制を構築することができないままに避難区域を決定し

たことに起因しているものと認められる。」 

５ ヨウ素剤の服用指示についての責任・・被告国の責任 

（１）被告国のヨウ素剤服用に係る責務  

ア 被告国及び地方公共団体の各責務に関する規定 

①防災基本計画第２章第３節の「３ 安定ヨウ素剤の予防服用」等に

おいて、双葉町等自治体の首長には、安定ヨウ素剤の予防服用を指示

する等の責務が課されていた。  

「○地方公共団体は、原子力安全委員会が定めた指針を踏まえ、安定

ヨウ素剤の予防服用に係る防護対策の指標を超える放射性ヨウ素の

放出又はそのおそれがある場合には直ちに服用対象の避難者等が安

定ヨウ素剤を服用できるよう、服用するべき時機の指示、その他の必

要な措置を講じるものとする。 

 ○国は、モニタリングの結果及びその評価に関する情報を把握し、

安定ヨウ素剤の予防服用に係る防護対策の指標を超える放射性ヨウ

素の放出又はそのおそれがあると認めるときは、該当する地域におい

て安定ヨウ素剤を服用するべき時機を指示するものとする。」 

②双葉町地域防災計画（甲ハ６６）の第５章・第３の「９ 緊急時医

療活動」中に「本部長は、町民の放射線防護のため、国の原子力災害対

策本部等より安定ヨウ素剤の服用の実施について指示又は指導・助言が
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あった場合は、町民に対するヨウ素剤の配布、服用を実施するよう指示

するものとする。なお、緊急の場合は、医師の指導に基づき服用を指示

するものとする。」 

（イ）被告国の責務・・地方公共団体の責務の前提としての主要な責務 

以上のとおり、防災基本計画上においては、地方公共団体は、被告

国の服用時機の指示に基づいて、住民に対する服用指示等必要な措置

を講じる責務を担っており、双葉町地域防災計画も、それを踏まえた

規定を置いた上で、例外的に、緊急の場合には独自に指示する責務が

ある旨を規定していた。要するに、被告国の指示があることを前提に

地方公共団体の責務が規定されていたのである。地方公共団体は、服

用指示等を行う場合には「安定ヨウ素剤の予防服用に係る防護対策の

指標を超える放射性ヨウ素の放出又はそのおそれがある場合」に該当

するか否かを判断しなければならないが、そのためには「モニタリン

グの結果及びその評価に関する情報を把握」し得る立場にある被告国

からその情報の提供を受けるとともに、被告国にその情報に基づいた

判断をしてもらう必要があったことは、言うまでもないことである。

被告らから原子炉の危機的状況や放射性物質の放出、拡散状況に関す

る情報を伝達されない限り、適切な判断は不可能であることは自明の

理であったからである。 

（２）服用の判断基準 

ア 線量による基準 

ヨウ素剤服用時機の判断基準については、平成１４年４月原子力安全

委員会原子力施設等防災専門部会作成の「原子力災害時における安定ヨ

ウ素剤予防服用の考え方について」と題する文書の抜粋（甲ハ８２）が、

その「５－２ 我が国における安定ヨウ素剤予防服用に係る防護対策」

において記述しているが、その要旨は次のとおりである。 
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①原子力災害時において、放出される放射性ヨウ素に対して、迅速に

対応するため、安定ヨウ素剤予防服用に係る防護対策を開始するための

線量のめやすを「指標」として提案する必要がある。 

②安定ヨウ素剤予防服用に係る防護対策を開始するための線量の「指

標」としては、屋内退避及び避難等に関する指標として、我が国の防護

対策として既に提案されている小児（１歳児）甲状腺等価線量の予測線

量を用いることが妥当である。 

③また、小児甲状腺等価線量の予測線量としては、性別・年齢に関係

なく全ての対象者に対し一律に、放射性ヨウ素による小児甲状腺等価線

量の予測線量１００ｍＳｖを提案する。 

なお、上記の小児甲状腺等価線量の予測線量１００ｍＳｖは、０.２μ

Ｓｖ／ｈに相当するというのが、被告国の見解である（甲ハ８３・内閣

府、経済産業省等１０省庁「放射線リスクに関する基礎的情報」の抜粋

参照）。 

イ 時期による基準 

安定ヨウ素剤の服用時期は重要であり、放射性ヨウ素が体内に取り込

まれる２４時間前から直後までに服用すると、放射性要素の甲状腺への

集積を９０％以上抑えるが、吸入２４時間以降の服用になると阻止率は

１０％以下になる（国会事故調報告書４.４.２、１）＜４０９頁＞参照）。 

（３）被告国が服用指示を出さなかった責任  

ア 川俣町は、３月１４日には既に服用基準に達していた 

ヨウ素剤の服用基準は、上記のとおり小児甲状腺等価線量の予測線量

１００ｍＳｖであって０.２μＳｖ／ｈに相当するということであった

から、川俣町の双葉町民が避難している地点が、１４日の時点で既にこ

の基準に達してたことは明らかであった。しかも、現実にその基準に達

していなくてもその「おそれがある場合」にも服用基準に達していたこ
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とになるのであって、当時の原子炉の危機的状況等からすれば、川俣町

全体が服用基準に達していたことは、疑う余地がないことであった。 

イ 国対策本部及び国現地対策本部の責任・・川俣町や同町に避難してい

る双葉町等に全く指示を出さなかった責任 

（ア）原災マニュアルは、オフサイトセンターに設置された合同対策協議

会において、安全委の緊急技術助言組織構成員が国現地対策本部の医

療班に技術的助言を行い、緊急事態応急対策決定会議が予防服用方針

案を決定して国対策本部に報告し、国対策本部の決定を受けて、国対

策本部長が市町村に指示し、市町村が実施するということにしていた

（原災マニュアル３１頁、３６頁及び政府事故調中間報告書３０７頁

参照）。しかし、国現地対策本部は合同対策協議会を全く開催せず、

国対策本部もこれを放置し、容認していた。 

（イ）したがって、国対策本部は、自ら適切な方針を決定の上、市町村に

指示すべき責務を負うこととなったが、それさえも全く行わなかった

のであって、その責任は重大である。 

（ウ）なお、国現地対策本部は、安全委の助言に基づき、１６日１０時３

０分に、福島県及び１２の関係市町村に対し、「避難区域（半径２０

ｋｍ）からの避難時には安定ヨウ素剤を投与すること」との指示を文

書で発出したが、福島県は、２０ｋｍ圏内には対象者がいないことを

確認済みであることの理由により、ヨウ素材服用の指示は行わなかっ

た（政府事故調中間報告書３０７～３０８頁参照）。しかし、この国

現地対策本部の指示は、時期に遅れていた上に、２０ｋｍ圏内の地域

における被ばくのみを対象とし、川俣町等２０ｋｍ圏外の地域におけ

る被ばくは対象外でよいとするものであって、服用の予防性や基準等

を全く無視した有害で違法な指示であった。 

（４）被告国の責任の重大性 
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①原告は、ヨウ素剤の予防服用について、被告国から何らの情報も伝

達されず指示もない中で、僅かにテレビ等の報道や自らの線量計の計測

値を基に、川俣町に避難した住民に対し、１３日に予防服用を指示し、

同日及び翌１４日に実施した。しかし、川俣町以外に避難した住民に対

しては、当時の役場機能の状況からして十分な対応は不可能であった。 

②また、ヨウ素剤の服用には副作用の危険が伴うために適切な状況判

断と医師の指導が必要であったが、当時の状況からして到底不可能であ

った。しかし、町災害対策本部長としては、原災法の「住民の生命、身

体及び財産を守る」という目的に適った決断を下すべきであったので、

指示をしなかった責任を問われるよりも指示した責任を問われる方がは

るかに前向きな判断だと考え、万が一にも問題が発生した場合には原告

が全責任を負うことを覚悟の上で、指示したものである。 

③結局、被告国には、原告と異なり、原災法の「住民の生命、身体及

び財産を守る」という目的に適った判断をするという観点が欠如してい

たということであり、その責任は重大である。 

以 上 
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（別記） 

      非常時における原子炉冷却機能の基本的な仕組み 

  （政府事故調技術解説１６～２９頁，７４～７６頁、１７２～１９６頁） 

 

第１ 原子炉の構造 

      ①原子炉・・圧力容器と格納容器で構成 

      ②格納容器・・圧力容器を格納するドライウエル（Ｄ/Ｗ）と水を蓄える

圧力抑制室（Ｓ/Ｃ）で構成 

第２ 非常用冷却設備による冷却 

 １ 中央制御室からの冷却装置の操作・・直流電源で操作 

 ２ 高圧注水系による冷却・・高圧下での注水（駆動力は全て蒸気） 

 （１）小容量の冷却 

    １号機・・ＩＣ（非常用復水器） 

    ２～４号機・・ＲＣＩＣ（原子炉隔離時冷却系） 

  （２）大容量の冷却 

    １～４号機・・ＨＰＣＩ（高圧注水系）。冷冷却材喪失事故（ＬＯＣ

Ａ）に備えた非常用炉心冷却系（ＥＣＣＳ） 

 ３ 低圧注水系による冷却・・減圧した低圧下での注水 

 （１）減圧 

   ア 格納容器の減圧 

   （ア）設計圧力 

      ＊１号機・・０４３ＭＰａ 

            ＊２～４号機・・０３８ＭＰａ 

   （イ）減圧方法・・ベント 

      ＊ベントはＳ/ＣからとＤ/Ｗからの２系統あり、減圧には次の３

条件が必要 
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       ①空気弁（ＡＯ弁）が開くこと 

        ＊大弁と小弁・・１号機の小弁のみ手動ハンドルあり 

            ＊動力源はエア、制御は直流１２５Ｖ 

       ②電動弁（ＭＯ弁）が開くこと 

            ＊動力源は交流４８０Ｖ、制御は直流・・手動ハンドルあり 

          ③ラプチャーディスクが機械的に破壊されること 

         ＊ラプチャーディスクの機能（不用意にベントが行われないた

めのフェールセーフ機能） 

         ＊格納容器からの圧力が約０.４４８ＭＰａ以上で機械的に破

壊される仕組み 

   イ 圧力容器の減圧 

   （ア）設計圧力・・８.２６ＭＰａ 

   （イ）減圧方法・・圧力容器のＳＲ弁（逃し安全弁）を開きＳ/Ｃ内に吹

き出す。 

   （２）注水方法 

     ア 非常用注水 

      ＊ＭＵＷＣ（復水補給水系）・・吐出圧力０.６９ＭＰａ 

   イ 応急用注水 

    ①Ｄ／ＤＦＰ（ディーゼルエンジン駆動の消火用ポンプ） 

     ＊吐出圧力約０.４ＭＰａ 

    ②消防車 

     ＊吐出圧力１ＭＰａ 

  ４ 通常停止時設備による冷却の復旧 

       １号機・・停止時冷却系（ＳＨＣ）＋残留熱除去海水系（ＲＨＲＳ） 

    ２～４号機・・残留熱除去系（ＲＨＲ）＋ＲＨＲＳ 

   ＜ＲＨＲＳ＞海水と熱交換する装置であり、高圧交流電源によるポンプ
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が必要 

第３ 冷却設備の駆動源 

 

 

 

直流電源（ＤＣ) 

 

交流電源（ＡＣ） 

 

     エア等 

 

１ 高圧注水系 

 （１）ＩＣ 

 （２）ＲＣＩＣ 

 （３）ＨＰＣＩ 

２ 低圧注水系 

 （１）ベント用弁 

 （２）ＳＲ弁 

 

 

 制御・開弁用 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

 制御用 

  ○ 

  ○ 

 

 

 開弁用  

  ○（ＭＯ弁） 

  ― 

  ― 

 開弁用 

  ○（ＭＯ弁） 

  ― 

 

 

 

 ― 

  ― 

  ― 

開弁用 

 ○エア（ＡＯ弁大弁） 

 ○窒素ガス 

 

 


